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資料 1

総合科学技術会議

第 7回

ライフイノベーション戦略協議会

平成 24年 11月 1日

内閣府 政策統括官 (科学技術政策担当)付

ライフイノベーショングループ



午後 1時 00分  開 会

○北窓参事官 そ れでは、定刻となりましたのでただいまから第 7回 ライフイノベーション戦

略協議会を開催させていただきます。大変お忙しい中、ご出席いただきましてまことにありが

とうございます。事務局を務めさせていただきます内閣府参事官の北窓です。どうぞよろしく

お願いいたします。

まず、本日の協議会の配付資料の確認をさせていただきます。お手元の資料の上から2枚 目

に本日の配付資料の一覧がございます。資料 1か ら資料4ま で、委員の皆様の机上資料として

セットしております。資料の過不足等がございましたらお知らせをお願いいたします。

本 日は、奥村議員、柳田委員、成宮委員、竹内委員、大久保委員、尾崎委員、狩野委員、菊

地委員よりご欠席の連絡を受けております。本日は13名にご参加いただいており過半数の出席

をいただいておりますので、協議会開催の定足数を満たしていることをご報告いたします。

それでは、以降の進行を福井座長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○福井座長 そ れでは、本日は2時間半ではなくて2時間の会議ですので、どうぞよろしくお

願いします。

最初に、前回の戦略協議会の議事録の確認をお願いしたいと思います。資料 1に ございます

ように、ページ数は多いですが、この場で何かご意見ございますでしょうか。各委員、各省庁

のご発言の部分について既にご確認いただいているということでございますので、全体として

ご承認いただければと思います。よろしいでしょうか。

ありがとうございます。

それでは、本 日の議題 2に入 りたいと思います。

平成25年度重点施策パッケージ特定につきましては、一部の委員の先生方からヒアリング等

でご協力いただきました。おかげさまで資料 2に ございますように、重点施策パッケージが特

定され、10月25日に科学技術政策担当大臣 ・総合科学技術会議有識者議員によつて決定されま

した。つきまして、事務局よりこの平成25年度重点施策パッケージの特定結果の報告をお願い

したいと思います。

○北窓参事官 そ れでは重点施策パッケージの特定について、資料 2で ご説明いたします。

最初、 1枚 お開きいただきまして、 1ペ ージの3パ ラグラフに記載してありますように、平

成25年度重点施策パッケージにおいては、概算要求前に科学技術イノベーション政策推進専門

調査会において、重点施策パッケージの重点化課題取組を策定し、科学技術重要施策アクショ

ンプラン以外に推進すべき多様な重要課題、カッコの中に例示を書いておりますが、及びその
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達成に向けた重点化取組施策の方向性を明示 し、各府省はこれを踏まえて目標達成に必要な一

連の施策群からなる施策パッケージを提案するといつたプロセスを新たに導入しております。

特定の要件、基準につきましては、 2ペ ージに記載させていただいているとおりでございます。

座長からもご紹介がございましたが、全体のスケジュールを3ペ ージに記載していますが、9

月10日に各府省からご提案をいただき、ライフイノベーション関連のパッケージにつきまして

は、10月3日 に総合科学技術会議有識者議員及び外部専門家によるヒアリングを実施し、10月

25日に特定公表を行いました。この間、戦略協議会の委員の先生方にはご協力、ご支援をいた

だきましたことについて御礼を申し上げます。

5ページに特定されたパッケージの9つ についての一覧表をお示しております。概算要求額

が総額で378億円となってお ります。環境省からご提案のあった⑦ 「子どもの脆弱性を考慮し

たリスク管理体市j構築による安全 ・安心な環境の実現」がライフイノベーション関連の提案パ

ッケージでございました。

具体的には、22ページ、23ページに先ほどご紹介しましたパッケージについての概要及び総

合科学技術会議からの公表を載せております。10万組の親子を対象とした大規模かつ長期のバ

ースコホー トを中心としたコホー ト調査で環境省の企画立案の下、国立環境研究所がコアセン

ターとして、国立成育医療センターがメディカルサポー トセンターとして医学的支援を行い、

3年 間の参加者募集、13年間の追跡調査を実施するというものです。

全体公表として、重′点施策パッケージとして資源配分を行 うべき対象と評価いたしました。

将来的に成果を政策に適切に反映することができるように、厚生労働省や文部科学省等とのよ

り密接な連携を期待すること及びデータベースの公開についても公表の中で言及をいたしてお

ります。以上です。

○福井座長 あ りがとうございました。ご質問、その他、ご意見などがございましたらお願い

します。

いかがでしょうか。

ないようですので次の議題に移 りたいと思います。

10月18日に開催されました科学技術政策担当大臣と政務三役と総合科学技術会議有識者議員

との会合で、ノーベル賞を受賞された山中教授をお招きして、科学技術イノベーションを巡る

課題についてお話をうかがつたということです。新聞でも報道されたように思います。事務局

より山中先生の講義のご説明、資料と議事概要につきまして報告をお願いします。

○北窓参事官 そ れでは、資料 3-1及 び資料 3-2を ご覧ください。ノーベル賞を受賞され
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ました山中先生をお招きしまして、資料 3-1に 科学技術イノベーションを巡る課題について

お話をいただいた後、有識者議員政務三役と懇談をいただきました。山中先生からは資料 3-

1に ございますように、 iPS細 胞樹立までの経緯、日米の研究環境の違いを1990年中ごろと

現在との比較でお話 しいただきました。特に、多様な人材が研究チームには必要であり、研究

者を支える研究支援者の処遇の問題、研究資金の問題について時間を割いてお話をいただきま

した。

資料 3-2の 議事概要の 1ページロ、議題の2と いうのが下半分のところにはございますが、

ここからが山中先生のお話の内容とその後の懇談の内容を掲載した議事概要となっております。

最後の8ペ ージの下から4行 日からが、最後に前原大臣からいただいたコメン トとなっており

ます。なお、明日は総合科学技術会議本会議が予定されており、総理始め関係閣僚のご出席の

下、山中先生に再度お話をいただくこととなっております。以上です。

○福井座長 あ りがとうございました。この件につきまして、何かご質問やご意見はございま

せんでしょうか。

庄田副座長。

○庄田副座長 本 日の会議のメインである議題4の仕組みとも関連をするのですが、この資料

31の 15ページに、研究支援人材の日米比較がございます。その一方でブルーのパインダーに

科学技術基本計画の、42ペ ージですけれども、このようないわゆる研究者を支える機能の重

要性をうたっています。例えばサイエンステクニシャンですとか、知的財産専門家ですとか、

リサーチ ・ア ドミニス トレーターとか、こういった人材をしっかり養成、確保 していく必要が

あるということがうたわれているわけですけれども、今、国がこの分野で実際にどういつた強

化策をされているのか、後ほどの仕組みとも関連すると思いますので、ちょつとお伺いできた

らと思います。

相澤議員。

○相澤議員 今 、ご指摘いただいたことは、実は山中教授が2007年にヒトの iPS細 胞を論文

として発表したその時期に、山中教授がいろいろなところでオールジキパンで進めたいという

ことを強調されました。と同時に、オールジャパンの中に研究者だけではなく、いろいろな支

援体制が整備された形で進まないとならないということを強調されました。当時、自民党では

ありましたが、政治レベルでの検討も行われ、それを活かした形で基本計画策定以前からいろ

いろな検討を進めておりました。その 1つ が先ほどのリサーチ ・ア ドミニス トレーターという

ことで、これは文部科学省が具体的に政策展開を既にしておりまして、各年度着々と実施され
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ております。

ただ、そのときに総合科学技術会議として強調 したことは、リサーチ ・ア ドミニス トレータ

ーというのは実は大学においては教員系の人事とそれから事務系の人事の狭間にあるところで

す。こういうような不安定な立場というのは、プログラムが終わるとたち切れになつてしまう

恐れがありますので、ぜひこれはプログラムが終了してもきちんとした安定した職位 として定

着させるようにということを強く要望して進めているところです。

まだ、いろいろな立場で整備が必要だと思います。これは継続 して検討 していく必要があり

ます。

○庄田副座長 山 中先生のこの資料の15ペ ージで言うと、 “リサーチ ・ア ドミニス トレータ

ー"と
いうのは、 “リサーチ ・プロジェクトマネージャー"を

意味するのか、あるいはこの

“
事務

力
ではないはずだと思うんですけれども、どこまでを包含したような概念なのでしょう

か。

○相澤議員 山 中教授が指摘していることと、それから総合科学技術会議で具体的に検討した

というところには多少の広がりというのか、位置づけが変わつております。これは山中教授が

求めたところを基軸にむしろ全体的な位置づけを総合科学技術会議でしていきましたので、多

少広めになっています。私が既に進んでいると申し上げたリサーチ ・ア ドミニス トレーターは、

山中教授が最大限カバーする範囲のところまでを意味しているととっていただいたほうがょろ

しいかと思います。

したがって、大学においては教員系とそれから事務系の本当に狭間に入つてくる、第二の立

場というようなところではないかと思います。ですから、プログラムをただマネジメントする

だけではなく、例えば知財、その他のプログラム推進だけではなく、もつと広くカバーするも

のが含まれているというふうに解釈 していただければと思います。

○福井座長 ど うぞ。

○中川参事官 さ らに補足させていただきますと、当日の山中先生の議事録がお手元にありま

すので、や り取りをご覧いただくとわかるのですが、今、相澤先生のほうからお話がございま

したように、山中先生の思いは、研究者は研究に専念して、実績主義ではなく、絶えず世界の

競争にいつもさらされるんだと。一方、研究支援人材というのは、支えるということである意

味安定的な雇用が必要であるというような問題提起もこのときされておられます。

その意味では、米国ではこういつた多様な人材が、知財であれ、経営であれ、リサーチ ・マ

ネジメントであれ、多様な人材が研究者のまわりにいる。これを今、相澤先生がお話しされた
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ように、42ページにございますように、例えばリサーチ ・ア ドミニス トレーターという施策は

文部科学省がやつている。例えば、知財専門家ということであれば、これは経済産業省、文部

科学省連携して知財本部事業とか、TLOと かこういう形でやつている。こうした多様な事業

で回りを固めるということはこれまで少 しずつ進めてきているわけでございますが、そういつ

たものが、競争的資金などで行われるため、安定的に雇用されない、資金が終わつてしまうと

なくなってしまう、例えば今の大学の中で、そういう意味では、技術員という方もそうなんで

すが、山中先生の問題意識としては、例えば大学が総人件費が頭打ちな中で、結果的には研究

者が残ると、技術員が先に切られていくというような形で、そうして支援人材が確保されない

なかで安定的に世界と競 う研究をやるとい うことができない、そうするとこの周 りの支える

方々について安定的に雇用するようなことを大学、産業界、全部挙げてやつていかないと世界

の研究はできないというような問題提起で、このことは各省も大変真剣にそのメッセージをと

らえ、今、お話がございましたように、明日、総合科学技術会議の本会議、総理のところでそ

ういうお話が、同じような問題提起がされると思 うんですが、そこでやはり関係省庁すべて一

九となってこういうものをどうとらえていくかという議論がまたされていくと思います。継続

課題だという認識で一同とらえているところでございます。

○小原委員 関 係することですけれども、前回も議論があつたと思いますが、競争的資金が頑

張つていただければいいんですけれども、中途半端に続くと、今度いわゆる労働契約法改正に

なりますと、5年 を越して雇用すると、任期を付さないで雇用しないといけないという法律に

なりますので、そうすると非常に雇用が難 しくなるんですね、来年の4月 から。

これはもちろん労働法ですから、益する人もたくさんおられるので、一概にこれをどうこう

することができないんですが、研究開発分野におきますと、特に支援人材、5年 を越して、5

年で育成しますという、本当にこの人なしには研究できないというのはたくさんあるんですけ

れども、これが5年 を越 して雇用することが非常に難しくなってくる状況、雇用してあげたい

のだけれども、定員はありませんから、それをどうしていくのか。競争的資金がずつと続けば

それはいいのですけれども、そういうこともなかなか難 しいでしょうから。大変難しい、労働

問題が発生します。これは簡単ではないのですけれども、もし総合科学技術会議があるのでし

たら、我が回のまさにこのイノベーションを進めるためには、非常に院路になると思つていま

して、各大学、研究機関、今は本当に頭を抱えている状況です。これをちょつと、前回も問題

提起いたしましたけれども、ぜひ山中先生もこの二百数十人、二百人ぐらいは多分そういう人

だと言つていましたから、その人たちをきちんと長期的にできるようなことを考えていただか

- 6 -



なければいけないと思つております。とりあえず以上です。

○福井座長 相 澤議員。

○相澤議員 た だいまの有期雇用に関しては、労働法の改正が行われる時点に、総合科学技術

会議として検討した結果を既に出しております。これは法案審議にプラスになるようにという

ことで、問題点の指摘をしております。その段階では研究職という特殊な分野については、そ

れなりの配慮があり得るということで、その時点で厚生労働省とのや り取り等を含めて、法律

全体として特殊例を列記することはできないけれども、それぞれ状況の中で必ずしも一般則に

則らないわけではなく、そこをクリアできるようなことができ得るということで当時の見解を

まとめております。

ただ、これは楽観を許されないところでもありますので、今年度のうちにまず、特にヨーロ

ッパにおいては、この制度がもうきちんと定着している。そして、それに対応 している。そう

いうようなところも調査した上で、これから起こり得る問題に対 して、どう対応 していくかと

いうことを引き続き検討するという状況ではあります。

そのときの報告といいましょうか、総合科学技術会議が出したものについては公表されてお

りますので、ご参考にしていただければと思います。

○福井座長 あ りがとうございます。

樋口委員。

○樋口委員 ち ょっとすみません、時間をとって、アネク ドー トというか、自分の周りに起こ

ったエピソー ドを1つ だけ、15ページのところのこういう絵が出てきたものだから、その関連

なんですけれども、私は法学部、あるいは法科大学院というところから出てきているものだか

ら、日本の法科大学院制度というのが2004年にできました。そのときにやはり最先端の実務で

あるとか、研究であるとか、そういうものと国際的なものにとにかく立ち向かえるような弁護

士というのを、最先端とか国際的という中の一つの代表的なものはfrlえば知的財産法だったわ

けですよね。しかし、これが2004年からもう10年になるんですか。今のところ失敗ですよね。

誰も責任は取らないけれども、とにかく大きな失敗になっていて、非常にやはり大きな社会問

題にもなっていて、一方、去年ですが私の授業に遊びに来たアメリカ人のロイヤーがいて、そ

の人の話を聞いたわけです。

その人は、前に東大に客員で来たりということで、専門が知的財産法で、アメリカに帰つて

自分の大学でと言つたつて、この中でご存じの方がおられるかどうか、ウィリアムミッチェル

ロースクールというミネソタのロースクールですけれども、そこに知的財産のセンターをつく
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つて、知的財産法を何科目教えているか。 1人 でやつているんじゃないですよ。センターをつ

くっていますから。何科目教えているだろうかというので、聞かれて、普通に日本ではそこを

重視するといつたつて、4科 目とか、5科 日、5科 目並べているところは多分ないと思います。

22科目……。

それで、アメリカのロースクールでも基本的なところはみんなが教えるというちゃんと規定

はあるんです。それ以外は自由につまりそこのところで売りをつくっているわけなんですよ。

それが日本の法科大学院にはできないです。絶対にできない。それどころか試験に何パーセン

ト受かるかとい う、その試験科目の中で知的財産法が重要だということはないから、そんなこ

とは後でという話になっているので、やはり知財高裁というのはご存じかどうかわかりません

が、裁判も知的財産の専門的な高等裁判というのを何年も前につくつているんです。ロースク

ールの中で、 1つ だけ知財ロースクールというのを1つ はつくつて、もちろん基礎は大事です

から、基礎をやった上での話ですけれどもね。

そこの試験はやはり特別なもので、そういう人材を育てるんだ、ぐらいの話がないと、こう

いう絵は描かれてこないという感 じがしました。ちょっとすみません、長くなりました。

○福井座長 ど うぞ。

○中川参事官 た だいま大変大事なご議論かと思いますので、もう1点だけ補足させていただ

きます。特に、このライフイノベーション戦略協議会の関連ということでございますが、実は、

この山中先生、この10月18日にお手元にある資料のプレゼンをこの会議でされたわけでござい

ますが、これ以外に関係の省庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省等の大臣のところにも

直接いらっしゃいまして、報道等もされておりますが、これにとどまらず、特にこの協議会の

関係で言えば、 iPS細 胞の再生医療への応用、あるいは産業化、創薬、国産機器、こういつ

た面も多々問題提起され、それに対して各省大臣がお答えになられたということを聞いており

ます。

明日の本会議は、総理の下、関係省庁の大臣がみんな集まりますので、山中先生から恐らく

お手元の■8日 の議論にとどまらず、むしろこの協議会により密接関連のあるライフイノベー

ションという観点からの問題提起もなされ、関係大臣、あるいは総理との間でそれに関する意

見交換がされるということが予想されますので、またそのご報告は、プレスフルオープンでご

ざいますが、次回させていただければと思います。

それから、先ほどご案内のございました労働契約法につきましても、関係省を訪問された際

に山中先生が具体的な問題提起をされております。相澤先生からもご紹介のあったように、研



究者に不安がないように、プロジェクトリーダー、あるいは経営者各レベルが不安がないよう

にという観点から、総合科学技術会議でもこれを扱つたところでございますが、ここにつきま

しても山中先生の提起を受けて、私ども総合調整の立場で見ている限りは、関係する省が非常

に難しい問題なのですが、例えば労101担当部局の方がこの法律解釈で誤解がないように、大学

等の関係者にきちんとした手引きをつくっていくということをやるべく、大変誠実にそういっ

た動きをしているように承知しています。現場でかなり混舌Lしているということも私ども聞い

ておりますが、できるだけ不安がないように、関係省庁一九となってやってまいる。こういつ

たことも明日話題に出るかどうかわかりませんが、やられているという状況をご報告させてい

ただきたいと思います。

○福井座長 あ りがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。

埴岡委員。

○埴岡委員 今 の議論は、山中先生のおっしゃっている支援チーム体制の強化をしようという

こと。これをその次の議題にありますライフイノベーション促進のための仕組みの改革、 6つ

挙がつているものの7つ 日として加えようというご提案だと考えていいんでしょうか。庄田さ

んがおつしゃっているのは、そういうことも含めて… :。

○庄田副座長 私 は逆にこの6つ の中に既に入つているのではないかということで、後ほどま

た議論していただければと思います。すなわち7つ 目ということではなく、逆にこの6つ解決

すべき課題の中含まれている課題であるという理解です。

○埴岡委員 そ うですか。いずれにしても、その辺は引き続き課題だと思いますので、強化し

ていただければと思います。

○福井座長 あ りがとうございます。大変重要な課題だと思います。

私も1つ、質問というかてお願いです。樋日先生のご意見とかなり似ていますが、支援人材

の教育をどうするかということは非常に大きな問題だと思います。ある日突然、こういうこと

が分かり、できる人が周囲に現れるというわけではありません。私がアメリカのグループと一

緒にやつた経験では、大きなプロジェク トにはマネージャーが必ずいました。そのうちの 1人

は実際に自分でもかつて研究していたPh Dで 、マネジメントの勉強をして、そのポジショ

ンについたということでした。教育とも連動させて、雇用とか、キャリアパスを考えていただ

ければありがたいです。

繰 り返し出てくるテーマかもしれませんので、このテーマはとりあえずここまでにして、次

の議題、科学技術イノベーション促進のための仕組みの改革について、に移 りたいと思います。
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本日の議題のメインです。このことについては、既に事務局からご案内があつたところですが、

今一度委員の皆様に取りまとめの趣旨と今後のスケジュールについて、ご説明をお願いします。

○北窓参事官 先 ごろよりご案内させていただいておりますとおり、12月20日に開催いたしま

す科学技術イノベーション政策推進専門調査会、専門調査会と略させていただきますが、そこ

において科学技術イノベーション促進のための仕組みの改革を取りまとめ、その後、総理にご

報告することとしております。

12月20日までのスケジュールについて、ごく簡単でございますが、ご説明させていただきま

すと、この協議会を含めた3つ の戦略協議会及び基礎研究及び人材育成部会という部会がござ

いますので、その4つ の会議体において、それぞれの改革についてのご提案を検討いただき、

その後、11月19日の専門調査会において、4つ の協議会等の議論を踏まえ、総合的、横断的に

全体骨子を取りまとめる予定であります。次回、12月11日のライフイノベーション戦略協議会

で、提言書の最終確認をお願いすることとなります。以上でございます。

○福井座長 た だいまのご説明につきまして、何かご質問ございませんでしょうか。

それでは、本日提案のたたき台として、資料を準備いただきましたので、事務局より資料4

を使つて、説明をお願いいたします。

○北窓参事官 そ れでは、資料4で ご説明をさせていただきます。これまで協議会で委員の先

生方からいただいたご意見を踏まえ、座長、副座長と相談いたしまして、6つ のご提案をさせ

ていただいております。本日の議論のたたき台としてまとめたペーパーが資料 4で ございます。

必ずしも先生方からいただいたご意見のすべてを反映できておりませんが、今までのご議論を

踏まえ、このタイミングでライフイノベーション戦略協議会からご提案いただくテーマとして

は、真ん中のカラムに仕組み見直しの対応方針ということで括らせていただいております 6つ

のテーマが考えられるのではないかということから掲げさせていただきました。

なお、解決すべき課題及び具体的対応策については、主として今まで先生方からいただいた

ご発言、あるいは先行する計画、戦略というところからの文言を引いてきたものであり、対応

策の例示という性格のものでございます。これにこだわらずに本 日は一つ一つのテーマ、ある

いは他のテーマのご提案でも結構でございますので、議論を深めていただければと考えており

ます。

○福井座長 た だいまのご説明ですと、恐らく実質的に討論しますのは、今 日が最後というこ

とでしょうか。11月19日の専門調査会に諮るということを考えますと、かなり突つ込んだ議論

は恐らく今日が最後になるように思いますので、十分ご議論いただければと思います。
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資料4の 6項 目がございますが、これについて事務局のほうから何かつけくわえることはご

ざいますでしょうか。

○北窓参事官 仕 組みの見直しの対応方針で6つ掲げさせていただいておりますが、まず最初

のプログラム強化についてでございますが、これは研究のヘッドクォーターについては、繰 り

返し複数の委員の皆様からご提案をいただいているところでございます。省庁を超えて、ある

程度研究の中身まで日配 りできるような、ヘッドクォーター機能がないと研究課題、あるいは

研究予算も効率的に費やされているかどうか評価できないというご指摘でございます。

開発研究ということでは、例えば一定水準を超えた研究プロジェク トについては、省庁を超

えた合同管理ができないかという趣旨でございます。例示するならば、創薬科学については、

今後創薬支援ネットワークの整備ということも伺つておりますので、そういつたところでプロ

グラム管理を行 うことも考えられるのではないかという趣旨でございます。

○福井座長 こ の点につきましては、いかがでしょうか。省庁を超えて、いろいろな研究テー

マが出されますが、重複しているのではないか、あるいはテーマの大きな流れといいますか、

進む方向が十分議論されていないのではないか、などとときどき感 じるものですから、このよ

うな機能があればいいと思います。

桃井委員、お願いします。

○桃井委員 前 にも発言申し上げましたが、この点に関しては、すべての委員の方がそのよう

にお思いになっておられて、なおかつ速度の遅さということも大きな問題であろうと思います。

ここに対応策というのが書かれていますけれども、問題は、誰もがそう思われることがなぜ

今までできなかつたか。どこにネックがあるのかということが明確に言語化されませんと対策

の文章を列挙 しても実際の解決策に全くならないような感じがいたします。

○福井座長 こ の点につきましては、いかがでしょうか。

例えば、研究費全体の何パーセントかはこの機能のためにかなりの予算をつけるぐらいのこ

とはやるべきで、現状での研究の重複などのことを考えると、何億、何十億かけても十分ペイ

するのではないかと、個人的には思つております。

埴岡委員、どうぞ。

○埴岡委員 桃 井先生がおっしゃらたこと、福井先生がおっしゃつたこと、私は基本的に同じ

ような考えを持っているんですけれども、ちょっとこの 1番 で書かれている解決すべき問題、

課題に書かれているところが、ちよつと矮小化されている感じがするんです。これまでの議論

をもうちよつと大きな大局の話だつたと思うんですけれども、この研究費が分断されているこ
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とを含む課題なんですけれ ども、そもそも今おつしゃつた全体の流れ とか、戦略立案です とか、

全体のマネジメン ト、進捗管理、意思決定のところ、それも含めたところとい うことが課題に

なっていると、そ うい う捉え方をするとい うことと、それから司令塔 とは何かとい うことで、

人によって言葉の意味が違 うかもしれないんですけれ ども、ここで言われている司令塔 とい う

のは一部に関して、合同管理 とい うことですけれども、合同管理 とい う言葉が今までもいろい

ろな発想が出てきて、これまでもされてきたんですけれ ども、それ とどこが違 うのかとい うあ

たりを詰めておかない と、これまでと同じ繰 り返 しになって しま う恐れがあるのかなと思 うと

い う面で、お二人のご意見と同感でございます。

○福井座長 ほ かにはいかがで しょうか。

どうぞ、ご自由に発言 していただきたいと思います。

吉岡委員、どうぞ。

○吉岡委員 今 、緩いコンソーシアムみたいなイメージが出ていると思 うんですけれ ども、各

省庁にそれぞれのヘ ッドがいて、その中で協議 しながらやるとい うのではやはりもう無理で、

例えばせつかく医療イノベーション推進室みたいなものをつくっているわけですから、そこに

関連する人を全部移 して、そこの指揮命令の下に、全部動かす とい う、そのくらいの大胆なこ

とを考えないと、今までの繰 り返 しになってしまうのではないかと思います。そこまで大胆な

ことをやろ うとすると、やはりいろいろ障害があるんですかね。そこら辺がよくわからないん

ですけれ ども。

○福井座長 こ れはどなたに答えていただけるんでしょうか。

いろいろな案を出していただくことが重要ですが、います ぐに答えられないことも多いとは

思います。あま り深い考えでなくて申し訳ないんですが、私も例えば総合科学技術会議が国の

研究の非常に大まかな方向性を決めて、その中でそれぞれの分野について、造詣の深い複数の

人々からなるグループで、ノーベル賞級の研究は何なんだとい うことを十分話 し合い、それに

基づいていろいろな施設の研究者が具体的な研究を考えるとい う2段 階ぐらいのコン トロール

タワーが必要かと思います。

○福井座長 は い、どうぞ。

○庄田副座長 少 し具体的な議論も必要かと思いますけれ ども、今回、アクションプランを決

めて、重点的な取組、それに施策がこうあるわけです。それ らの施策は実は同じ分類 とされる

べき施策群、例えばライフイノベーションで今回のアクションプランから来ているわけです。

このブルーの資料で、例えば月当科学、Brain Machine lnterfaceとい うプロジェク トが総務省
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にもあれば、厚生労働省、文部科学省にもあるわけでこれは 1つ のプログラムといえるわけで

す。それを単に連携とか、合同管理という言葉ではなしに、どなたが統括リーダーだというの

を決めていくということが、まず 1つ の第一歩のやり方ではないか。例えば iPS細 胞研究と

いうのはいたるところに出てくるんですね。それぞれのものを全部東ねて、 1つ の施策群をし

つかり見ていくという、こういう具体的にはそういう進め方なのではないか、それは何か今の

この合同管理とちょつと概念は違 うと思うのですが、もし実行するとしたらそこにはどのよう

な支障があるのでしょうか。

○中川参事官 ご 議論の中なので、ご議論の点として、こういう議論がよくされますというお

話として、ご紹介させていただきますと、その司令塔機能といったものが一体何であるかとい

う議論があったときに、その本当に司令塔というのは全体の政治と一緒になつて、司令塔の部

分だけやるものである。というところからあるいは各省を全部一緒になって、実行部隊まで含

めてやって、一九となってやるという両方があつて、今は医療イノベーション推進室にしても、

総合科学技術会議にしても、そういう中で、どこまでオールジャパンでやるのかというような

議論がされているところかと思います。

一方、例えばライフイノベーションといったときに、私どもが実感 しておりますのは、それ

は厚生労働省、経済産業省、文部科学省、それぞれの省の責任の中で、やはり例えば産業行政

というプロフェッショナルの中で、本当にこの産業化に向けてライフイノベーションをどうや

って達成するか。という部分について、例えば中小企業対策、ベンチャー対策、あるいは知財

戦略といつたところのプロフェッショナルはやはり産業行政に責任を持たれる役所が持ってお

られる。薬事法の関連、あるいはそれを医療でどうやっていくか、ここの責任は厚生労働省が

持っておられる。基礎人材、基礎研究といつたところは文部科学省が持っておられる。施策と

いうのは多分こういうものの総合で、それを多分全部ひとつのところに集めた途端に、恐らく

産業行政のプロはいなくなるし、基礎研究のプロはいなくなる。そこの調和がどこまででしょ

うかという観点をどこまでやるかというようなご議論を具体的に多分考えていかなければなら

ないということかと思います。

NIH型 でやつたときに、そうすると産業化のところは一体、誰がどういう責任を持つてど

ういう観点から、外交のときも同じだと思います。科学技術外交といったらヽ 外務省のある部

分だけとりあげてしまうとそれは外交のアマチュアがそのことをやる、そこをどこまでやるか

といつた議論だと思います。

そういう議論の中で、今までいろいろな取組、省庁連携とか、縦割 りとか、合同管理、こう
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いうことが言われているということがあろうかと思います。そのときに 1つ だけ恐らく各省が

やつていたのと全く違 う取組をやっているというものが、先生おっしヽられた 「アクションプ

ランJと いう形でやつたアプローチであって、あれは各省がいろいろ提案 し、それを連携する

という通常行われる形とは全く別のアプローチでございまして、 「課題達成型」というこうい

う課題があるんだと。こういう課題を達成するんだという形を先に持つてきて、各省がやりた

い研究が先にあるのではなくて、課題があつて、そこに必要なものを全部集めて総力をあげて

誘導しましょうと。各省は寄つてきなさい、という取組で、なかなか理想形にもつていくのは

大変ですが、本来であれば、そういう課題達成型というのを愚直にやつていけば、やりたいの

は iPS研 究をや りたい、このことをライフ研究をやりたいということはなくて、課題を解決

したい、これが第4期 基本計画の基本だと思います。

アクションプランのこうした逆側からのアプローチというのは、非常に真面目にやれば、そ

の解決策になっているはずなんですが、ただ実際は今回、現実にあるように、各省の予算要求、

あるいはいろいろな施策の取組というのはそれぞれの省庁がそれぞれの形で考え、できるだけ

誘導しているようになつてもその課題にそろえなさい、というのはなかなか困難で、それぞれ

各省が施策を考え、それを連携して課題達成に近づけていこうというのが現実的なので、実際

にはその現場の施策と少 し乖離がある中で進められていくというようなことを悩みながらやっ

ているというのが現実でございます。

O福 井座長 向 井委員、どうぞ。

○向井委員 司 令塔機能とプログラムディレクターの話ですが、司令塔が全機能を備える必要

性はないと思います。司令塔は、指揮権を発揮すればいいわけです。一般的にはプログラムデ

ィレクターというと研究プログラムを統括する役割と思いますが、このような役割を例えば医

療イノベーション推進室において、内閣府が選抜した複数の重点テーマを統括し、司令塔機能

をサポ‐ 卜すればいいかと思います。つまり、各省庁が重要テーマを実施する際に、何をやっ

ていて、どこが重なつていて、どこが抜けていて、お金の使い方のコス トパフォーマンスがど

うなのかなどです。各省庁が行 う予算要求、研究実施、結果評価等をいわゆるプログラムディ

レクターが行 うような手法で内閣府が行えるようにすることが司令塔機能強化として必要と思

います。

まずは、プログラムディレクター的な職務を、きちんと定義 して、その人 (あるいはチー

ム)の 責任と権限を明確にし、いろいろなレベル (内閣府、各省庁、研究実施者等)に その役

割を担える人 (チーム)を 置く。そして、その人 (チーム)が 各レベルでPDCAサイクルを回し、
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各レベルでばらばらになっている情報をまとめるというふうにすると良いかと思います。各省

庁の専門性の縦割 りで出せる禾」点を司令塔がプログラムディレクター的役害Iを通じて、うまく

指令することによって、同じ予算で効率の良い実施体制ができるのではないかと思います。

○福井座長 あ りがとうございます。埴岡委員。

○埴岡委員 先 ほどの説明で、今まさに司令塔的な動かし方をや り始められているんだという

話があったんですけど、それはかなりよくできていると見るかどうかなんですけど、前回のプ

ロセスは割とテーマは決めているんですけど、各省庁にそれに合 うテーマを出していただいて、

ホチキスで止めたという感じが、ファ,ス トサイクルだからということかもしれないんですけ

ど、やはり否めなかったので、このままではちょっと限界があるんじゃないかという、その焦

りと責任感の気持ちがこの委員の中で少 し共有されていて、そのままで何年かかるんだろう。

このままで責任は我々がとれるのかなというところではないかと思うんです。そういう意味で、

もう少し踏み出す必要があるのかなという意識ではないかと思います。

司令塔といつたとき、もう少 し因数分解すると、やはり意思決定と責任が伴っているという

ことと、専任の組織があるというところと、それから予算を一元管理するというか、幾つか因

数分解する主要機能があると思 うんですけど、その辺が合同委員会というのがそれがそうなつ

ているのか、なっていないのかという、そのあたりが少し議論の場所かもしれないと思います。

○福井座長 ど うぞ、相澤議員。

○相澤議員 い ろいろとご意見が出ておりますが、ぜひ抽象的な意味の提言ではなく、システ

ム、あるいは制度、そのどこを改善すればいいのかという形でご提言いただくことが最も効果

的だと思います。

司令塔機能にかかわることですが、科学技術政策がどう策定され、どう実施されるかという

のは、現在のところコンセプ トとしては4段 階に分けて考えております。まさしく国家戦略と

なるような基本の法律や政策を決定する段階。それに基づいて具体的な各府省の施策を決定す

る段階。その施策が実行されるに当たつて、資金配分を決定していく段階。それから、研究開

発を実施する段階、という4層 構造があるというわけです。

最上位の科学技術の国家戦略に当たる法律や政策決定は具体的には科学技術基本法とそれに

基づいた基本計画、それからそれに準ずる重要度の高い政策、これが基本になります。ここに

は総合科学技術会議及び政府、内閣といいましょうか、それがそこに当たるわけです。同時に、

今度は個別施策の段階になってまいりますと、これは総合科学技術会議とそれから各府省がこ

こにかかわつてまいるわけです。
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それに基づいてどう資金配分をし、研究開発が実施されるかというのはある意味では、総合

科学技術会議から離れるわけでありまして、先ほど来出ているところが、その研究実施、資金

配分が行われ、かつ研究開発が実施されるところまですべてをコントロールするというか、こ

このところが司令塔ということで、考えていただくと、それぞれ独立性をある意味では維持し

ながらやっていくわけですから、それ全体を効果的に進めるような立場であるけれども、その

細かなところまでを指定するという立場ではないということはご理解いただきたいと思います。

それぞれの段階のところにしかるべきPDCAと いうサイクルを回しながら、総合政策に反

映してくるという立場のものだという、この位置づけはぜひご理解いただきたいと思います。

今、ここで問題になっているのは、そこのどこをどう改善すればいいかということをもう少し

議論を深めていただいて、クリアにしていただけるとよろしいかと思います。

先ほどのアクションプランというのは、そういう意味では、個別施策をどういう重点化して

いくか、どういう方向に向けていくかというところで総合科学技術会議がまさしく司令塔機能

を発揮するために、アクションプランという方策と重点施策パッケージという方策で進めてい

きますが、ここで重要なことは、十分な各省 との協議です。その実施する具体的なところとし

て、この戦略協議会を設置したというようなことでございますので、その仕組みでは、ここが

不十分である、あるいはこういう新しい仕組みが必要であるというご提言をいただけるとあり

がたいと思います。

○福井座長 当 初出てきた意見では資金配分のところの司令塔機能だったと思います。途中か

ら向丼委員がおつしやったような研究実施の段階でのプログラムディレクター的なところが入

つて、その 2つ が 一 。

どうぞ。

○向井委員 私 が多分舌足らずなので、そういう議論になってしまったかもしれないのですが、

政策、施策、資金、そして研究実施とありますが、政策の部分は国家戦略なので、これは内閣

府が中心で考える。施策 ・資金 ・研究実施のところは各省庁が専門省庁として行 うべきと思い

ます。

何が抜けているかと言 うと、今、議員がおつしゃるようにPDCA実 施の方法かと思います。

政策と施策の間、施策と資金の間、資金と研究実施の間でも行 うべきです。さらに研究実施と

政策間でも行い、基本政策が、きちんと各省庁の研究実施レベルで、それに沿つた形で行われ

ているか、無駄がないかを、コス トパフォーマンスを考えた形で見ることが必要と思います。

つまり、全体像が見られるPD機 能を内閣府内で充実させるべきであるという1/FT言です。
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○庄田副座長 私 も基本的に向井委員のおつしゃっている意味と同じことを思っていると思い

ます。一つ一つの研究プログラムももちろんプログラムディレクターの方がいますけれども、

それらの研究はそもそも特にアクションプランで決めている重点的取組は 1つ のパッケージな

んです。その段階で、全体像が見える人が今はいないのではないですか。ですから、それは例

えば連携だとか、合同委員会では実行できない。もつと具体的に1人 の方なのか、グルニプな

のか、専任でそのプログラムを見ていくという、そういう機能は必須ではないかとぃう意見で

す。

○福井座長 い かがでしょうか。

同じことを申し上げるかもしれませんが、先ほどのアクションプランという課題からスター

トするタイプのものを愚直に進めていけばというご説明について

それを愚直に進めていくためのシステムとして、具体的に出てきた案やその誘導策の段階でい

かに全体像を見渡したシステムになるのか、ということかもしれません。

○樋口委員 こ れもちょつと、最近昔話しかできなくなって、そんなに昔の話ではなくて、2

005年 に個人情報保護法というのができたんです。それでいろいろな騒ぎがあったり、今だ

つてもちろんあって、余計なことだけど、今 日、私がUSBを ここに落として帰ると、明日の

トップニュースになるわけです。私のゼミの学生の名前、何であれ載つているわけだから、個

人情報漏えいしましたとか、紛失 しましたとか、余計なことを言うのはやめてちょっと先に行

きますけれども、それであれには2つ誘因があつたんです。なぜ個人情報保護法をつくったん

だろうかと言うと、内閣府の説明でも私もそう理解 していたんですけれども、 1つ はもちろん

こういう情報社会にどうやつて対応するかという話です。今まで紙の上のデータだけしかなか

ったから、なくしたって大したことないけれども、このUSBの 中には何十万人、何百万人と

いうデータが簡単に入るような時代で、それをポンと一本押すとどこか地球の向こうまで行つ

てしまうんですから。だからそういうことについて安全管理をしたり何なりという話は絶対必

要だねと。これはもう当たり前の話です。

もう1つ 、EUの 圧力というのがあって、1995年だつたと思いますが、EU指 令というので、

EUは 自分のところの加盟国に個人情報保護の一定の基準を要求しただけではなくて、そこと

取引をする相手国、世界中との国にそういうものでないと取引をしてはいけないと言つちやつ

たわけです。それでどうなったかと言 うと、日本は一生懸命つくつたという、それに対応する

話もあつたんですが、実際にはしかしEUは 認めてないんですね、日本の個人情報保護法を。

バツにしているんです。その大きな理由の 1つ は、個人情報保護に関する統括官がいないので
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すよ。各省別です、日本は。それぞれの主務大臣のところで自分のところの管轄の個人情報取

扱事業者がちゃんとやっているかどうかを一つ二つ見ていつて、行政的な指導だけで、最後は

本当は刑罰というものもあることにはしたんですけれども、実際にそんなものは発動した例も

もちろんないし、そういう縦割り的な話では全然駄目なんですよというのが 1つの理由になっ

ているんですよ。

今度、うまくいくかどうかわからないけれども、マイナーナンパー法案の次に、医療、介護

も含めて、医療等情報個別法をつくろうとしていて、その中で、多分、それをつくればみんな

解決するかと言 うとそんなことはないんですが、第二者機関というのがやはリプライバシー保

護みたいな話で必ず出てくるんですが、プライバシー保護だけではなくて、今度の医療情報の

活用、個別法はやはり医療情報の利活用ということをいろいろ考えるという話になっているは

ずなんです。

それで今 日のここでもビッグデータであるとか、幾つかのところで、このデータの中で資料

という形で、例えば血液その他というのも含めていいと思うんですけれども、実際には血液自

体が大事なのではなくて、細胞の場合はそれ自体が大事だということも多分あると思いますが、

やはりそこから出てくるデータという話なので、やはり英語で言うと、data controllerみた

いな、統括官というのをつくるチャンスはあるんじゃないかと思います。そういう特別な法律

があつて、医療情報の、ここでもいろいろな形で情報の使い方が、小児科であれ何であれ、あ

るいは東北の震災復興であれ、いろいろな形のものが出ていて、すごく素人にはわからないん

ですよね。たくさんいろいろなものが立ち上がっていて、各省別だしという話になっていて、

それを例えばそういうdata controller、もちろん日本語で言つたほうがいいと思いますけれ

ども、それを第二者機関の中に埋め込んで、そこで向井さんが言 うところの政策から施策から

一番下に至るところの、そういうことがわかるような、誰がやるのかなとは思いますけれども、

そういう権限と機能とそれから予算をつけてあげるというのが一つの何かのきつかけになるか

もしれないというふ うに今、伺つて、この表を見ていて、やはリデータのところは何かで統括

してくれないと、やはりいけないんじゃないかなという気がしたもんですから、申し上げまし

た。

○福井座長 ど うぞ。

○原澤委員 産 業界は、第 2四半期の決算が終わって、今エレク トロニクス産業は非常に大変

な状態だということでマスコミも取り上げていますが、かつては自由闊達な研究開発でシーズ

のつくり込みをしていたが、それが出来なくなった、あるいはニーズに応えるような商品がな
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かなか生まれないという反省もあります。先ほどの基本施策の実施の基本というところは自由、

闊達なシーズ開発であってほしいと思いますし、そこからこれは行けるぞと先が見えてきたも

のはニーズ主体の研究テーマが組まれるのだと思います。ただ、そうしたときに我々企業は競

争ですから競争して勝てるかどうか、特に、その競争の中にスピー ド感を強く意識 します。ポ

ー トフォリオも考える・と思います。そういうことでは、ただいま話のあった司令塔なりをどな

たがやるにしても、それぞれの観点からデータが必要で、誰がやつても評価できるような環境

をつくることが最初に必要なのではないかと思います。検討にあたつてはそれぞれにいいこと

が述べられていますが、特に競争という観点からのデータを組み入れて判断できるほうがいい

のではないかと思います。

○福井座長 ほ かにいかがでしょうか。だんだんまとめるのが難 しくなりそうですが。

○中川参事官 も う一つご議論がありますので、本当に問題提起ばかりで大変申し訳ないので

ございますが、先ほどの 「課題達成型Jと いうものを、第4期 基本計画を私どもはこの2年 、

3年 アクションプランという形でや りながら、もう一つ気づきがあります。言つてみれば当た

り前のことですが、先ほど相澤先生がおっしゃられたようにこれを国家戦略という形でもつて

いく。総理がこのことをどう考えるか、国家戦略だと言つています。こうしたときに 「課題J

は国民の課題、国家としての課題があるよ、こういうふ うになったわけでございます。私ども

はこれまで科学技術を国家戦略にして、科学技術の関係予算を省庁連携させて科学技術を国家

戦略にしようと第 1期、第 2期 随分やつてきたわけでございます。ところが、 「課題達成型」

と言つてふと振 り返つてみますと、病気を治す、エネルギーをしっかり2030年に安定供給する

というのが 「課題」なのであって、ライフサイエンス研究が充実するとかエネルギー需給にか

かわる産業技術が発展するということが課題なのではない、つまり科学技術のための科学技術

ではないわけです。そういたしますと、私ども今回こういう議論をしましたとき、ライフイノ

ベーションの部分は医療イノベーション推進室と一緒にやっておりますので、医療イノベーシ

ョン推進室というのは科学技術、イノベーション、さらに出回の行政まで全体をやって、その

医療イノベーション推進室と連携をとつてやればライフイノベーションのほうはまだジレンマ

は感 じなかったわけでございます。例として適切かどうかはわかりませんが、ほかの協議会、

たとえばグリーンイノベーションについて言えば、私どもはグリーンイノベーションで関係省

庁のグリーンイノベーションの科学技術関連施策をたばねて、それに横串を通して一生懸命に

やって、これを連携 してやるということをやります。 しかし、国家戦略というなかで、片やエ

ネルギーの選択肢ということが議論されている。そうすると場合によってはそのエネルギー行
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政上の課題を解決するためには、科学技術は出番が少ない、民間だけでできるというものもあ

るかもしれない。例えば今の補助金でどうなっていくという視点は、これは科学技術行政ある

いは科学技術関係経費だけをやりくりするなかだけで論ずることはできなくて、ェネルギー行

政であつたり、資源行政であったり、これは先ほどお話しのあった例えば知財の話、周辺人材、

こういつた話にも関係するかもしれませんが、そういったほかの行政と組む、あるいはほかの

行政と一緒になって本当の国家戦略にするということが必要になってくるということです。

そうすると私どもは第 3期基本計画までやっていた 「科学技術関係経費を重点化してやる」

ということだけでなく、プラス、このシステムというのはまさに他行政あるいは産業界、現場、

国民、こういったほかのところと一緒になるような観点も含めて考える必要がでてくる。それ

がより如実にあらわれますのは、復興再生のアクションプランをご覧いただくとよくわかりま

すが、復興再生の現場の課題、復興再生の協議会でいろいろご議論いただきましたが、このな

かでは、科学技術だけで解決すべきものでないものもでてきうるその課題を科学技術という観

点で解決するのがいいのか、たとえば地方自治ということでやるのがいいのか、いろいろな観

点でみる必要があるということかと思います。

こういつた目線でいきますと、今私どもが省庁連携あるいは府省縦割りを打破 し、そこに横

串を通すこと、プラス国家戦略としてほかの行政、ほかの分野、ほかの業界、ほかのステーク

ホルダーの方々とご一緒にやる部分まで見込まないと 「課題達成Jあ るいは 「イノベーション

をなし遂げる」というところにはいかなくて、ここも先ほどのアクションプランを愚直に達成

しようとすると今までの行政であまりやつていなかったところまで踏み込まなくてはいけない。

それはまさにシステム改革という名の下で、その科学技術関係予算あるいはその周辺の予算、

関係省庁、プラ不その外にある、出口に近いところにあるいろいろなもの、それは例えば薬事

法、保健上のことあるいは医療現場に関することであれば厚生労働省基礎研究の話であれば文

部科学省の話を聞かなければわからないみたいなことまで含むことが、多分求められている国

家戦略なのだろうという悩みを、悩みばかりで恐縮ですが、考えているというところでござい

ます。

○福井座長 向 井委員。

○向井委員 第 4期 科学技術基本計画は切 り日が今までと違い課題解決型です。遂行の方法論

としてパラダイムシフ トが必要です。今までの省庁の縦割 りのや り方やPDCAサ イクルの回

し方では無理が出る。与えられた課題を解決するには、科学技術単独で解決 しようという発想

はなくなるはずです。まず課題があって、それをチームとして解決するためには文科省も必要



でしょうが、経産省や関連省庁間での協力が必要でしょう。つまり、チームワークがいかに上

手にとれるかが成功のカギです。各省庁の専門性を生かし、それを内閣府が統括 ,マネジメン

トすることが必要です。内閣府が各省庁の専門部署の実施レベルという細かいことまでがわか

る必要はありませんが、統括しマネージできるセンスと権限を持つべきと思います。従って、

私は司令塔機能の脆弱というのは、まずは内閣府の司令塔機能の脆弱を意味していると思いま

す。

○福井座長 相 澤議員。

○相澤議員 議 論を進めていただければ結構なのですが、先ほど私が申し上げたように何を改

善すればいいかということを明確にしていただきたい。それは本当にお願いでございます。

それで、先ほど来の議論が総合科学技術会議の機能そのものの問題と、もう二つ重要なのは

戦略協議会を設置したこと、今向井委員がご指摘になった通り第4期 の科学技術基本計画の目

玉です。これが今までの各省の縦害Jりを分野別重点化から大きく転換したところです。

そこで、今日のご議論はすべて戦略協議会に期待されている機能のようにも受け取れますの

で、この仕組みがまだそこまでいかない理由もいろいろとあるかと思います。先ほど中川参事

官が 「愚直に」と表現いたしましたが、これは適切な表現ではないと思います。というのはこ

の戦略協議会に託された期待は非常に大きなものです。このことを共通の認識にしていただい

て、それをどう改善すると今ご議論になったところにつくのかということを具体的にご提起い

ただくことが大変有効ではないか。

それにしても総合科学技術会議の機能はここが駄目ではないか。これをこう改善するべきだ

ということでつなげていただくと非常に具体的な提言になります。

もう一つ申し上げておきたいことは、今回ここでまとめていただいていることは、総合科学

技術会議の本会議で総理及び関連大臣が議論する場です。ですからそこは各大臣にも決断を迫

り総理にも決断を迫るという仕組みでないといけないわけです。その議論に値するといいまし

ょうか、そういうことで各大臣にも大きな刺激になるような形でやっていただくことが大変よ

ろしいのではないかと思つております。

○福井座長 座 長がしやべつて申し訳ありませんが、私も先ほどの課題達成型をちゃんとやる

ということであればいいのではないでしょうか。今、この戦略協議会の委員が何となく消化不

良になっていますのは、上がってきた研究について十分評価する時間がないまま素通りしたと

いう意識が′いの底にあるように思います。必要に応じて専門家を外部から入れるなりして、戦

略協議会として十分検討して、内容にも踏み込んでア ドバイスできるぐらいの評価体制がとれ
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れば随分違ったのではないかと思います。省庁によって似たような研究申請があり、その時点

で調整できることが随分あつたように思っております。

○相澤議員 今 座長が指摘されたのは、個別施策の特定の段階ではないかと思います。この戦

略協議会の重要なミッションは政策課題と重点的取組の策定ですが、そのときに課題と言つて

いるのは必ずしも研究分野から起こってくる課題ではないということ。この課題の設定が非常

に重要なところであります。この戦略協議会が閉じたところではなく、まず構成員がかなり広

い範囲のセクターから出てこられている。それから社会の期待というものを課題に反映する任

務があるわけです。そういう全体の重要課題を設定するところが第一義的なミッションではな

いかと思います。当然、その次の段階として個別施策を特定していくところにはそういうきち

つとした根拠となるようなデータを、あるいは専門家の意見を反映する仕組み、総合科学技術

会議そのものもそこには大きな トラブルを感じていますので、そういう仕組みをもつと整備す

るべきだということをここでご提起いただくことは極めて有効ではないかと思います。

○福井座長 す みません、私の理解が間違っていたらまずいのですが、課題の設定というのは

アクションプランの前の話でしょうか、それともアクションプランそのものの話でしょうか。

この戦略協議会の委員の大部分はゼロから携わつていなかつたように思います。我々はその次

の段階でかかわってきたような経緯ではないでしょうか。

○相澤議員 お つしゃるとおり今回は時間が短かつたことと、ライアイノベーションとグリー

ンイノベーションは昨年度から既にスター トしているということもありますので、政策課題の

見直しをお図りしているわけですが、そのお図りする期間が短かったために政策課題をどう設

定するかのところは、多分ここで議論していただいたというところが意識としても明確ではな

かったのではないか。ただその政策課題そのものを設定することがここに期待されているとこ

ろであります。

○福井座長 桃 井委員。

○桃井委員 半 年間議論、この会議に加わらせていただいて大変強く感じたのは、先ほどご説

明になられた政策、施策、配分、実施という中で 1番 と2番 のギャップがあまりにも大きい部

分があるのではないかという点です。 1番で議論されたことを2番 に下ろす。そのときにこの

2は ノーですと言つてフィー ドバックされて、また決定されるという仕組みがありません。ヒ

アリングというのにも1回参カロさせていただきましたが、あの場面で非常にもつともなご意見

が今回のこの1に関するご意見も含めて多々出たのですが、それはほとんど反映されずにその

ままスルーしているという形が一番大きな問題ではないかと思います。もちろん 1番 目の政策



を決めるところが一番重要でありますが、そこが完べきになされたとしても2に 下りるときに

大きなギャップがあっては、これは成果を期待できません。コス トパフォーマンスが非常に悪

くなるということもございますので、 1番 と2番 の間、フィー ドバックシステムをどうするか

ということが極めて重要であるように思いました。

○福井座長 埴 岡委員。

○埴岡委員 い つも賛意を表明するばかりに止まって申し訳ないのですが、おつしゃるとおり

で4層 構造という説明がありました。政策と施策と資金配分と実施、その一つ一つの間が途切

れてしまっている感 じがして、その間で逆に言うとこの協議会の任務である縦軸が通つている

ことを確認する作業がちょつと手に負えない感じがするというところがありますので、逆に言

うと横だけではなくて縦全体を通して見る人も必要なのではないかと思います。

○福井座長 向 井委員。

○向井委員 質 問です。先ほど桃井先生がおっしゃったように政策と施策以降にギャップがあ

るという件での質問です。施策 ・資金配分 ・研究実施、この三つは各省庁の仕事と思います。

一番上の政策は内閣府、この総合科学技術会議の仕事と思います。政策が施策以下のレベルの

作業に移つた場合に、特に、資金 (予算)が 施策を提出する各省庁についてしまうために内閣

府 ・総合科学技術会議が良い意味で日出しができない状態になってしまう。政策と施策以降で

PDCAサ イクルをまわすという状況を作るのが難しい。そのために、形の上では総合科学技

術会議が司令塔だが、その司令塔機能がうまく働かないのではないかと理解していますが、こ

の私の理解は正しいでしょうか?

○相澤議員 決 定段階にその4段 階があるということを今私は申し上げました。それから第 2

段階の施策と言いました。これはここで検討されるような個別施策というだけではなく、各省

の政策というのがその第 2段 階のところに入 ります。

それから総合科学技術会議は第 1段階と第 2段 階の両方が主ですけれども、各省の個別施策

になりますと科学技術政策絡みであれば資金配分、研究実施機関、ここのところにかかわるこ

とを各省が決定するわけです。そこにこの戦略協議会も絡んでくるということですので、そこ

のギャップは、いろいろな問題があると思います。ただ一般論としてギャップがあるわけでは

なくて、そこは上位概念の施策の中に全部含まれている。ですから、ここで予算関係だけで検

討していただくようなときには、各省から出てきている施策はどこで研究実施をするかという

ことが全部含まれています。同時に資金配分機関に回されて研究実施機関にいくものについて

は、その研究実施機関がどうプログラム管理するか。その他のところも全部入つています。で
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すから、その根つこのところをやっている仕組みは現実にもありまして、これはしつかりとし

ていると思います。ただ、それを先ほど来ご議論が出ている全体のPDCAサ イクルですけれ

ども、これは総合科学技術会議がその各段階における研究の評価、これをどういう基準でやる

べきかということで研究評価大綱というものを制定しておりまして、そしてそれをそれぞれの

段階のところでどう具体的に実施するかという基本を定めております。

ということで、システムとして先ほどのようなことができないという状況ではなくて、それ

はあります。そういうものがあるけれども、ここは問題だと、そういう形で言つていただくと、

そういう仕組みの改革に取り組めます。

ただいまの評価に関しては、現在、総合科学技術会議の中の評価専調が大綱を改定すること

で今最終段階に来ております。その座長は今 日ご欠席ですけれども奥村議員が務めておりまし

て、もう大体骨格が固まっております。これも今回のシステム改革の一貫として進めておりま

すので、最終案が今回のこのシステム改革を議論する本会議でも提示される予定になつており

ます。

○福井座長 ど うぞ。

○向井委員 今 の相澤先生のお話はこういうことでしょうか?科 学技術に関するものは、科学

技術という縦軸では総合科学技術会議が介入できるが、科学技術で読めない部分は、多分介入

できない。だから課題解決型の第4期 科学技術基本計画は必ずしも科学技術だけで課題を解決

するわけではないので、うまく課題が解決できない、そういう問題点がある。ということはつ

まり、内閣府内で総合科学技術会議のレベルに匹敵するような他の会議が連携して問題解決を

すれば、問題が解決できるという意味でしょうか?

○相澤議員 そ ういう部分もあるということはありますが、介入できないというスタンスでは

なく、課題解決にすると今まで分野別で取り組んできた仕組みの中で、むしろ科学技術関係の

中でも分野の縦割 りを排さなければいけない。これがむしろ大きな問題です。ただ制度改革、

それから海外展開の上で外交政策にかかわることという部分が今までより以上に近くなってく

る。そういうところは介入できないのではなくて、どうやつて相乗的な効果が出るかという仕

組みを双方でしていかなければいけないだろう。ということなので第4期 の基本計画に最初に

書いてあるところですが、科学技術政策は国家戦略であると規定されていますが、同時に他の

重要な国家戦略との密接な連携でという形で、さらにほかの国家戦略と密接に。こういう位置

で考えてぃただければと思います。

○福井座長 あ りがとうございます。 どうのように進めていく 。といいますのは、政府



の仕組みについて私も含め、委員の間で共通の認識がないようで、何か提言 しようと思つても、

今までどこにどうい う問題があつて、それについてどのように対応 されてきたか知 らないで発

言せざるをえないものですから、議論が進みにくくなっているのではないかと思います。とり

あえず課題ごとに委員の間で意見を交わした上で、まとめ方についてその後相談させていただ

きたいと思います。

それでは 2番 目の仕組み見直しの対応方針というカラム、先端医療開発特区ネクス トステー

ジ、このことについてはいかがでしょうか。先端医療開発特区が平成24年度で終了するため継

続の仕組みが必要だということに対応する提言です。

○庄田副座長 こ の24特区というのはすべてライフイノベーシヨン関連の特区だと思います。

先ほどのサポー トのお話はここにも関係してくるのかなということで、この特区のテーマが少

し細分化され過ぎてきて、もう少し広い概念で特区というものを捉える必要があるのではない

か。継続は賛成ですが、場合によっては特区単位なのか、あるいはその特区を超えてでも先ほ

どの支援の体制というものを一つ一つの研究機関とか大学に限定せずに国として準備をする、

こういうことがこの2番 の中の対応策の1つ ではないかと思 うのですが、いかがでしょうか。

○福井座長 24特 区のこれまでの成果というのは高く評価されるという結論なのでしょうか。

それを踏まえてさらに継続というふうなことでしょうか。北窓先生、いかがでしょう。

○北窓参事官 前 回にも資料としてご提示 しましたが、平成20年に設置し4府 省で進めてきた

経緯がございますが、実用化、製品化ということでは既に承認をとったですとか、販売に至っ

ているという、そういうアウトカムとしての成果もございます。当初始めたときに行政単位の

特区ではなく、テーマ重視の特区として始めたということで開発の早期からの既成当局と意見

交換を試行的に行 うということで開発実用化を促進する。ここの部分については委員の先生か

らスーパーというよりもソフ ト特区だねというお話も前回出ました。再生医療領域の先生方に

は高く評価していただいておりまして、これをやったということで早い段階に治験にいけたと

か承認申請にいけたという評価をいただいております。

またアカデミアと規制当局との交流が活発化されて、当初は審査の問題が実用化にとつて課

題があるというふうに認識 していたけれども、そこだけではなかったなというのがよくわかつ

た。実は産業化というところに非常に問題があるということもわかつてきたというようなご意

見をいただいております。

○福井座長 あ りがとうございます。よろしいでしょうか。

それでは3項 目目です。アカデミアのシーズを企業ニーズまで育てる機関 ・仕組みが存在し
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ないということで、オープンイノベーション拠点の形成 (アカデミアの創薬を支援するネット

ワーク等)と いう見直しの提案です。いかがでしょうか。アカデミアのシーズは企業ニーズに

マッチしておらず実用化に至っていないということ、そしてアカデミアと企業の橋渡しができ

る専門的知識を持つ人材育成が必要などの課題を踏まえた提言ということになります。特にヒ

ューマンリソースバンクの整備なども強く意見としては出てきたと思いますが、いかがでしょ

うか。何か付け力日えることはございませんでしょうか。

それでは4番 目が臨床データを承認データとして利用できない、あるいは一般医療に応用で

きないことについてです。従来のtranslational researchはbench to bedsideですが、その距

離が大きく、応用には長い時間がかかるという課題を解決する上で、その阻害要因が米国の I

ND(Investigational New Drug)に類似 した制度がない、国際標準に基づいて臨床研究が実

施されていない。したがって、質の高い臨床研究を支える基盤整備が必要だということです。

例えばこれなども大枠での提言になってしまうのですが、これはあまり望まれていない形の

提言なのでしょうか。それとももうちょっと具体的に個別に踏み込んだ言い方のほうがいいの

かがちょっとよくわかりません。どうなのでしょうか。

○北窓参事官 前 者の大枠のご提言で結構であると思います。

○福井座長 恐 らくこの中には先ほど庄田副座長が強調されたような人材育成とかそういうこ

とも全部かかわつてくると思いますし、電子カルテなどのレベルでデータを共有できる、これ

には個人情報がかかわってきますけれども、そういう仕組みとかマイナンバー制などを組み込

む必要があるのではないかと、私は個人的には強く思っています。

ほかにはいかがでしょうか。樋口先生、ご意見はございせんでしょうか。

○樋口委員 あ まり知恵は出てこないんですが、まず 6つ並んでいます。この資料が出ていく

のかな。総理大臣や関係大臣がちゃんと読んで、 「あっ、いいじゃないかJと 思 うようなもの

を出せと言うわけですね。そういうふ うに見えるかというと、この文章では見えないなとは思

います。そこで、じゃあお前知恵を出せと言われると困るなという、そういうことなんですけ

どね。非常に抽象度が、 「悪いことは書いていない、しかし……」という、何が足りないのか

をうまく指摘できなくて申し訳ないのですが、もうちょっと考えてみます。すみません。

○福井座長 い かがでしょうか。

堀江委員。

○堀江委員 私 も言葉の悩みがありまして、十分理解できていないかもしれませんが、私ども

がミッションオリエンテッドで課題解決しようとする場合には解決すべき課題のところには何
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をするかではなくて、今の日本の何をどうするのか。あるいはこういう日本をつくるみたいな。

動詞形で日本をこんな国にするというようなものがあったほうが言葉による理解の差を埋める

ことになるのではないかと思いました。

例えば4番 のところで、私は実は環境のエキスポージャーの話をどこかでしようと思つてい

たのですが、4番 なのか 5番 なのか。個別のテーマがどこに入るかわからないのですが、例え

ばここでも臨床研究デニタと書いてありますが、この臨床研究そのものの言葉がどこまで定義

されているかがちょつとわからなくて。環境因子に注目したフィール ド研究みたいなものもあ

る意味ではベッドサイ ドではなくて産業医学の場合は働いている現場ですが、そういったフィ

ール ド研究もここに入れていただくような言葉遣いをしているのであれば、創薬という問題と

は全く違 う、もつと働きやすい職場をつくるとか、四季折々の環境の変化、また南北東西に長

い日本列島の中でもどこでも住みやすい住環境をつくるとか、そういつたようなことも4番 、

5番 のあたりで取り上げられそうな気がするのですが、何となくどこにそれを読み込んでいい

のかがちょっとわかりにくいと思つております。

ですから、解決すべき課題というのは日本をどういう国にするかという動詞形で表現してい

ただいて、科学技術を使つてそれを解決するのであればこういったものが今後考えられるので

はないかというのをどこかで並べていって、あるいは一部には科学技術ではなくて制度を活用

するとか、情報を活用するとか、人材を育成するということも含めて、あるいは規制を撤廃す

るとか、そういつたことを課題として並べて、具体的にそれをやるかやらないかを何かの仕組

みで考えていく。ミッシヨンがあつて、そのミッションディレクターがいて、そのミッション

ディレクターが統括 し、 1個 1個 の課題に関してはプロジェクト、プログラムのディレクター

みたいなものが検討していくという流れがあるとわかりやすいのかなと思つてみておりました。

話が広くなりまして申し訳ありません。

○庄田副座長 今 の堀江委員のご意見に関連して、基本的にはアクションプランを決めたわけ

です。そのときに目指す社会像、政策課題、取組というものを決めていますので、これを推進

するためにどういう仕組みが欠けているのか、必要かというのが恐らく今 日の議論の内容だと

思います。それには重点的取組の下にある施策が全体として本当に調整されて、その課題を解

決する方向で動いているかを見る仕組みが要るのではないですかというのが先ほどのプログラ

ムディレクターのお話だと思います。ですから、アクションプランを決めたとき予算を決める

ためのアクションプランの検討のような印象ですけれども、基本的にはアクションプランその

ものが政策課題を解決するための取組はどうあるべきか。その下の施策までは残念ながら戦略
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協議会ではそれほど深く関与せずに決まっていったというところが少 しプロセス的には問題が

あるのではないかと思います。このアクションプランをしっかり実行する上で先ほど1か ら6

まであるこの仕組みを全部盛 り込むのか。あるいは骨太でこのうち2つ 、3つ に限定してしま

うか。そういうご議論が必要なのではないかと思いますけれども。私はどちらかというと1と

2は 実は同じことを言つて、仕組みとして例えばスーパー特区というものをもう少し広いこと

で省庁を超えてやるということで、実は同じことを書いてあるのではないかという印象を持っ

たのですが。

○福井座長 樋 口委員。

○樋口委員 今 の庄田さんのを聞きながら、どこがいけないのかというと、6つ 並んでいるの

がいけないですね。まず 6つ は覚えられない。焦点がぼける。それで非常に重なりが多いよう

な気がしていて、 3う ぐらいにしてくれないと私の頭では理解できない。きつと大臣もそう、

それは余計なことだと思いますけれども。

例えば1、 2は研究なんでしょう。下のほうで整理してあるけれども。

それから産業とのつなぎというのは3と 6の 話だし、そういうものを支える基盤というので、

ここはデータを中心にしているけれども、あとは人材なども含めて基盤づくりは4、 5の とこ

ろという、そういう大きな3本 の柱で、左から3つ 目のところの対応方針にむしろ注目してい

るのですが、そういうところから始めて、もう一段下ろしたものを書いて具体的対応策みたい

な話にしたほうがずつと説得力が増すような気がしました。

○向井委員 私 も同感です。 3本 ぐらいにまとまってしまいそうな感じですよね。

○福井座長 研 究の基盤整備というか、インアラ整備が一つのキーワー ドかもしれません。 4

番を主として、ほかの項目と重複するところはありますね。

○庄田副座長 一 番最後のベンチャーのところは、これは専門調査会でも常に出てきますが、

国としては、リスクマネーをベンチャー育成のために使 うのだということで例の産業革新機構

を何年か前につ くった り、あるいは今のこの基本計画にあります中小企業技術革新制度

(SBIR)という制度もあるので、なぜこの6番 にいまだに解決すべき課題で同じ課題が残つて

いるのかというところを議論しないと。例えば産業革新機構が実はリスクマネーにはあまり投

資をしていないのだというのであれば、やはり国はそういう方向へ誘導するとか。

すなわち、もう既に何回か同じテーマで国がやっている施策をさらに進化させるほうが大事

で、何か新しいものをつくるよりはベンチャーのほうも中小企業技術革新制度というものが何

が不足していて、それをどうすればいいかという議論が少し必要なのではないかと思います。
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○福井座長 今 おつしゃったことをキーワー ドで表すとどうなりますでしょうか。今後まとめ

ていく上で何かキーワー ドが明確になればアピールできるような形にまとめられるのではない

かと思うのですが。

○庄田副座長 原 点の基本計画の中にあることを実行するということに尽きると思いますが、

今何か新 しい仕組みを新たにつくるよりは、もともとその趣旨でつくつたものがうまく活用さ

れていないので、それをもうちよつといい言葉で何と言 うのはわかりませんけれども、そうい

う提言も必要なのではないかと思います。

○福井座長 埴 岡委員。

○埴岡委員 先 ほどからペーパーのつくり方のテーマが出ていたので、それに関連してですが、

この会議に出てくる紙がもう少しロジカルシンキングになっているといいなと思います。割と

標準的なロジックモデルにできているといいと思います。これも左から右に4つ の列になって

います。イシューがあるのは必要だと思いますが、あるべき姿も必要だと思います。その後

「対応方針」というのは一つのネーミングなのかもしれませんが、ちょっとわかりにくくて。

次の具体的対応策というと箇条書き的になっていて、イシューが何で、どう解決したくてゴー

ルが何で、それぞれの施策がどれぐらいそれに結びついているかがちょっとわかりにくくて、

読み方によつてどうでも取れるようなところがあります。それはこの紙だけではなくて、要件

審査の紙もそうですが、もう少しロジックモデルをビル トインしている形にすると共通認識が

得られやすいのではないかと思いますので、その辺そういうことも含めたマネジメント面を少

し配慮していくのかなと思いました。

○福井座長 か なりいろいろなご意見をいただきましたが、私が簡潔にうまくロジカルにまと

められなくて大変申し訳なく思います。先ほどの話の続きですと、 5番 目のオープンイノベー

ションを支える統合データベース戦略に、今まで出てきましたいろいろなデータベース統合利

用センターとか医療情報データベースの利活用の促進などが対応策に入つています。 6番 目は

バイオベンチャー支援のところになります。

それでは、これからの進め方ですけれども、今日いただいたご意見をもう一度、庄田副座長

と私と事務局でつくり直すという作業をさせていただいて、それを委員の先生方に見ていただ

きたいと思いますが、いかかでしょうか。事務局のほうから何かご意見はございますか。

○北窓参事官 い え、委員の先生方に事前にお送りして見ていただきたいと思います。

○福井座長 向 井委員。

○向井委員 先 ほどの先生のご指摘のように6項 目は覚えにくい。また、この書き方では頭に
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残らない。キャッチフレーズ的と考えると3項 目程度が良いと思 う。 3項 にまとめる提案があ

ります。 1と 2を 合わせると問題点としては、 「各省庁の研究体制が縦割 りで各省庁間の連携

が分断されている」ということと思います。その大項目の下のレベルに例示的に何かを示せば

良い。

3番 と6番 は、例えば 「産学官の連携が脆弱Jと いう話で、例としてアカデミアのシーズと

企業ニーズがマッチしていない等を列記すれば良い。 4と 5を 一緒にすると 「研究基盤が脆

弱」となり、その事例としてデータ ・ベースや人材育成の問題を列記すればいい。このように

整理すれば、キャッチフレーズ的には、 「各省庁間連携が脆弱」、 「産学官連携が脆弱」、そ

して、 「研究基盤が脆弱」という、3つ。これが大きな問題だから、この解決が必須。問題を

覚えやすいかと思います。

○福井座長 そ れに対して適切なレベルの提言をするということですね。テーマとしては、そ

の3つ にする方向で相談したいと思います。

どうぞ。

○小原委員 5番 の研究基盤ですが、国際的な観点というのも入れたほうがいいと思います。

もちろん国内でやることはあれですが、国際的には特にヒトの臨床データは世界的に見たらヨ

ーロッパと黒人と、アジア系はもう中国人になってしまっています。日本でちゃんとデータを

確保 しておかないと、もう日本は要らないのではないかという形になってきていて、取り残さ

れてしまう可能性があります。そういう意味でも国内でのデータ、いろいろ意味ですよ。DN

Aだ けではなくて、それを持たないと勝負にならない可能性があつて、かなり喫緊の課題であ

るということも、単に集めておかないといけないよだけではなくて、闘つていく上でのオープ

ンイノベーションのもととして必要だということもやつていただきたいと思います。

○福井座長 あ りがとうございます。それ以外にはご意見ございますでしょうか。

随分ご意見をいただいたわりにはうまくまとめられなくて本当に恐縮ですが、よろしければ

今日はここまでといたしまして、後日、委員の先生方には連絡をとらせていただいて、専門調

査会に出す案は必ず見ていただくということにしたいと思います。ご協力をお願い致します。

最後の議題で 「その他Jと ありますが、事務局から何かございますでしょうか。

○北窓参事官 特 にございません。

○中川参事官 す みません、ちょっとよろしいでしょうか。

○福井座長 ど うぞ。

○中川参事官 大 変深いご議論がございましたので、先ほどの今後のライフ戦略協議会、この
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第 4期 基本計画を支える目玉のこの協議会で今後予想されるご議論の中で今 日もあつたご議論

にも関係するのですが、また 「課題達成型」の話に戻るのですが、このお話を事務局、有識者

議員の先生方とご議論 しているときに論点となっているものをもうひとつご紹介させていただ

きます。本 日も、政策と施策の乖離というもの、あるいはPDCAと いったことが随分ご議論

にございました。私ども、この 「目指すべき社会の姿 政 策課題Jと いうこのアクションプラ

ンのこの取組で施策と乖離しているときに、先ほどご指摘があつた施策側からのフィー ドバッ

クというのをまだ十分にしていませんので、そういつたことを通してまた来年のアクションプ

ランに反映させていくものかと考えております。この中で科学技術関係予算の重点化のこと、

それからそうした施策をとりまくこと、システム改革、こういったところまでは現在議論がな

されているわけでございます。一方、先ほど 「愚直」というのを相澤先生からお叱りを受けま

した。思わず本音が出てしまったといいますか、というのは、ある意味日本の行政システム、

特に科学技術関係予算というものの予算プロセス、評価システムそのものが、例えば関係省庁

の各課長がその責任の範囲で一生懸命課題を考え、そちらから要求をする。要求をしてその施

策を実施して、その中で最高のものをつくり上げて、さらにそれを連携して組み上げて、それ

を評価するという仕組みになつています。今の、施策の実施と評価については、こうなってい

るわけです。ところが、 「課題J側 からみたPDCAと いうのを考えてみますと、ここでご議

論いただいた 「目指すべき社会の姿」、 「政策課題」という課題はそんなに毎年毎年変わって

いく、例えば政局が変わって変わるようなものとか、組織体が変わって変わるようなものでは

多分なくて、これは恐らくそれほどくるくる変わるようなものでなかろう、そうするとその

「課題J側 からみたPDCAと いうのは、この課題に対してどうであるかということを多分毎

年毎年そちら側からチェックしていけば、例えば研究の進捗がどうであるか、だけではなく、

その課題からみたときの国際競争力とか、産業競争力とかいう観点もあるかもしれませんし、

医療行政の観点から見るとこの辺はこうだということになつて、その 「課題達成」という観点

から個々の施策を評価するというのが多分あるべき姿ではないかと思われるわけです。

ところが、今の 「課題」側からのPDCAと いうのは、この施策が課題に向かつてどこまで

進捗して、大体良くなったねというやり方をしていくため、科学技術あるいはイノベーション

という観点からだけではできないところもでてくるかと思います。この戦略協議会で来年、再

来年も見通して 「課題」側からPDCAを 見ていつたときに、 「愚直に」の言い方は、要は行

政システムのほうは個々の施策立案という観点から考えてやってくるものを、逆側からPDC

Aを 持ちかけていくということをやるというのは全体に対するチャレンジだと。簡単にいくわ
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けがないわけですが、やはりそちらが本当なのかもしれないということを、第4期基本計画を

私どもやつているグループは、国家戦略室とか医療イノベーション推進室とか連携していろい

ろや りながら、国家戦略という観点から考えて 「課題」を考えたらこの 「課題達成型」という

のはやはり正しいアプローチかなと思つております。

もう一つよく議論される点ですが、今の予算システムについてよく言われることですが、P

DCAと いうのは予算要求前にPlanをつくって、予算を要求するというDoをして、重複がない

かそれをcheckして、予算原案ができ上がって予算がとれた。これでActだと。予算が取れたら

終わりというPDCAだ とよく椰楡されます。本来であれば、予算を取つて、執行して、執行

がDoで、その後 3年後、5年後にどうなって、それをチェックするということがCAであるわけ

です。今回アクションプランをやって、先生方、私どももよくわかりましたが、各省も去年出

した施策と今年出した新規施策で、去年何年度までに何をやるといつた継続施策についてはあ

る意味非常に達成目標が甘くなっている。去年はここの課題達成に向けてと言つているという

のが、継続施策になると途端に甘くなる、という傾向がみられる。新規予算を取るためには一

生懸命に労力を取るのだけれども、継続施策になると甘くなるというところがあります。継続

施策でそれが課題に向けてどこまでいっているかというところが重要であるのに、相対的にそ

ちらに労力が使われていない、これは役所のシステム全体の問題でもあるし、戦略全体の問題

でもあろうかと思います。

ところが 「課題達成」という側からのものさしでやっていけば、3年 目、5年 目、10年目と

いつて課題に照らし合わせてどうなつたかといってPDCAをやることが本来はあるべき姿ではな

いか、ところがそんなことはなかなか誰もやつていないというのが私ども事務局での印象でご

ざいます。この 「アクションプランJの ご議論の中で、これは恐らく年を越えてからのご議論

なのかもしれませんが、こうしたことをフィー ドバックしながら、各省も一緒になって、ある

いは産業界、国民、医療現場一緒になってやっていきたいというのが私ども事務局の考えでご

ざいます。いろいろ問題提起ばかり言つて大変恐縮ですが、よろしくお願い申し上げたいと思

います。

○福井座長 延 々と議論が続く可能性がありますけれども、大変重要なお話をしていただきま

した。

今 日はこれで終わりたいと思います。次回は12月11日13時からの予定になっております。ど

うぞよろしくお願いいたします。

それでは、ありがとうございました。
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ご静聴有難うございました

今後とも、ご支援をよろしくお願い申し上げます
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資料 2‐2

第 105回 総合科学技術会議議事要旨

(日時)  平 成 24年 11月 2日 (金)17:22～ 18:02

(場所)   総 理官邸 4階 大会議室

(出席者)

議 長   野 田 佳 彦  内 閣総理大臣

議 員   藤 村  修   内 閣官房長官

同   前 原 誠 司  科 学技術政策担当大臣

同   緯 床 伸 二  総 務大臣

同   城 島 光 力  財 務大臣

同   田 中員紀子  文 部科学大臣

同   枝 野 幸 男  経 済産業大臣

同   相 澤 益 男  常 勤 (元東京工業大学学長)

同   臭 村 直 樹  常 勤 (元新 日本製鐵 (株)代表取締役冨1社長、技術開発本部長)

同   白 石  隆   非 常勤 (政策研究大学院大学教授 ・学長)

同   青 木 玲 子  非 常勤 (一橋大学経済研究所教授)

同   中 鉢 良 治  非 常勤 (ソニー株式会社取締役代表執行役副会長)

同   平 野 俊 夫  非 常勤 (大阪大学総長)

向   大 西  隆   非 常勤 (日本学術会議会長)

臨時議員 郡 司  彰   農 林水産大臣

同   三 井 丼 雄  厚 生労働大臣

(議題)

1 開 会

2 議 事

(1)科 学技術イノベーシ ョンを巡る課題

～ノーベル生理学 ・医学賞受賞を契機 として～

(2)そ の他



3  配 布資料

資料 1  「 科学技術イノベ=シ ョンを巡る課題」

京都大学 :PS細 胞研究所 所 長 山 中伸弥 博 士 説 明資料

資料 2  平 成25年度科学技術戦略推進費概算要求方針 (報告)

資料 3  平 成24年度科学技術戦略推進費に関する報告

資料 4  最 先端研究開発支援プログラム (FIRST )「 次世代質量分析システム開発 と創

薬 ・診断への貢献」 (田中プロジェク ト)の 取扱いについて

資料 5  平 成23年度に係る先端研究助成基金の管理 ・運用状況のフォローアップ結果につ

い1〔

資料 6  第 103回総合科学技術会議議事録 (案)

4 会 議概要

(1)「 科学技術イノベーシ ョンを巡る課題」

～ノーベル生理学 ・医学賞受賞を契機 として～

資料 1に 基づき、京都大学 iPS細 胞研究所所長 山 中伸弥博士か ら説明がなされた。

具体的な内容は以下のとお り。

【山中教授】

私達が研究 しているのは、この iPS細 胞という細胞である。血液や皮膚の細胞に、山中因

子とも呼ばれる3つ や4つ の遺伝子を導入することによつて iPS細 胞と名付けた幹細胞に変

わる。この細胞になると、どんどん増やすことが出来て、増やした後に心臓や肝臓や神経、膵

臓といった様々な細胞を大量に作 り出すことが出来る。人工多能性幹細胞の英語の頭文字をと

つて IPS細 胞と名付けた。この研究は2003年に」STの CRESTと いう研究費を頂いた

ことによって一気に進んで、2006年に先ずはネズミで、そして2007年に人間で成功 した。ま

さに国から頂いた支援によつて完成した技術であり、この場をお借 りして御ネL申し上げる。

また、国か ら頂いた研究費とともに、1999年12月、12年前であるが、奈良先端科学技術大

学院大学で助教授として採用頂き、37歳だったと思うが、初めて自分の研究室を持たせて頂

いた。30代で独立させて頂いたということが :PS細 胞の樹立につながつた。研究費とこの

環境を頂いたことに心から感謝 している。
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また、この3人 は ,PS細 胞の本当の作成の立役者とも言える3人 であるが、左の2人 、徳

澤さんと高橋君は、私の初めての学生であって、また一阪さんは、私の研究室の初めての技術

員であつて、この3人 の努力によって IPS細 胞という技術が出来た。こういつた環境と、そ

れから人材が揃つて初めて出来た成果である。

この技術を使つてどういうことがしたいかということであるが、今回のノーベル賞の受賞の

対象になったのは、言わばここまでの成果である。分化した細胞が、また受精卵に近い :PS

細胞という状態に戻るという細胞の初期化、リセッ ト、コンピュータのハー ドデイスクや記憶

装置をリセットして真っ白に戻すと、そういうことが簡単に出来るというその現象に対して、

今回、ノーベル生理学 ・医学賞を頂いた訳であるが、これからが本当の勝負であつて、どうや

つてこの技術を医療に応用するかというところがこれから本当の正念場である。

2つ の応用がある。 1つは IPs細 胞から作つた様々な細胞を、その細胞の機能不全で病気

になっている方々に移植して治療するという細胞移植治療、若 しくは再生医療という使い方で

ある。もう一つは、 iPS細 胞から作つた人間の細胞を道具として使つて薬の開発を行うとい

う2つ の研究開発である。この研究開発を私達京都大学の IPS細 胞研究所、また日本、そし

て国外、多くの研究者が今取 り組んでいる。

日本の科学技術のレベルの高さは勿論言うまでもない。単純に主要な論文、主要なジャーナ

ルに掲載された論文数で見ると、これまで私達が行つていた研究、基礎医学の分野では、現在

日本は第4位 である。 トップは勿論アメリカであるが.イ ギリス、 ドイツに次いで第4位 であ

る。しかし、これから私達が行わなければならない、あるいは行つている臨床EdI学の分野で ト

ップ3の ジャーナルに掲載された論文数で見ると、日本は何位でしょうか。基礎医学は今4位

であるが、臨床医学は今25位である。日本より上に中国があり、またイン ドもある。基礎医

学では日本は非常に高いレベルを誇つているが、その応用を含む臨床医学になると非常に世界

の中でも25番目という状況であるので、これからが本当の正念場である。

先ずは再生EII療について簡単に御説明する。

IPS細 胞は、患者さんお一人一人から作れる訳であるが、実際問題として一人一人の患者

さんから iPS細 胞を作ると、 1人 当たり1,000万円以上のお金と、それから半年単位の時間

がかかる。色々な病気の方には間に合わないことになるし、それから経済的に見ても大規模な

治療、 1万 人、 2万 人という方を治療することを考えると、コス ト的に見合わないということ

になってしまう。

そこで、私達は患者さん御本人からではなく、予め健康な方、若 しくは賠帯血バンクの隋帯



血を利用させて頂き、そこから iPs細 胞のス トックを予め作っておこうと、そういう計画を

今研究所の一番の重要ポイン トとして進めている。

予め :PS細 胞を作つておくことによって徹底的に品質管理をして安全なものだけを提供し

ようと、それによってコス トダウンと時間短縮が可能になる。しかし、これは患者さん御本人

の細胞ではないので、拒絶反応が起こってしまう。

細胞の拒絶反応、また臓器移植の拒絶反応の際は、細胞のHLA型 と呼ばれている細胞の血

液型とも呼ばれている型を合わす必要があるが、これは何万種類もあり、その全てを揃えるこ

とは出来ない。しか し、数百人に一人の割合で非常に特殊なHLA型 をお持ちの方がいて、そ

の方から iPS細 胞を作ると、多くの方に拒絶反応が比較的起こりにくい。ゼロにはならない

が、かなり拒絶反応を抑えた iPS細 胞が提供出来るということが分かつているので、今はそ

ういつた特殊なHLA型 の方から拒絶が起こりにくいHLA型 をお持ちの方を見つけてきて、

その方から iPs細 胞を作るという計画を進めている。

そして、そういった IPS細 胞のス トックを色々な機関、京都大学自身でも使い、また大阪

大学だとか慶應大学だとか、理化学研究所、そういうところに提供 して、これから提供予定で

あるが、今どんどん臨床研究に向けた研究が進んでいる。パーキンソン病だとか目の網膜や角

膜の疾患、心臓の心不全等の疾患、脊髄損傷、血小板や赤血球が不足する血液疾患、そういっ

たものに対する IPS細 胞を使った再生医療、これがどんどん進んでいる。これまで文科省を

初め厚労省、経産省、内閣府等の支援で、今、 lPS細 胞を使った臨床研究では日本は世界で

トップを走っている。

今後この iPs細 胞を使った再生医療を本当に患者さんのもとに持っていくためには、様々

な課題がある。 1つ は、資金面での課題である。前臨床研究、これは動物を使って安全性や効

果を見る研究だが、前臨床研究を行い、また実際の患者さん、少人数の患者さんにお願いして

行 う臨床研究、更には、より大規模な治験 といつた一連の研究開発を行うためには10年、20

年という時間がかかるので、是非これを支える切れ目のない長期的な御支援をお願し`したい。

また、この研究開発には私達研究者以外に多彩な多様な研究支援人材が必要である。そうい

った方々の安定的雇用を今大学ではすることが出来ないので、是非その点についても御配慮頂

きたい。

今、日本の大学で常勤と言うか正社員と言うか、そういう形で雇用出来るのは、私達研究者、

教員と、それから事務職員だけである。教職員とよく言うが、教員と事務職員というポス トは

国から頂いている訳である。
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しか し、昔はこれで良かったが、今はそ ういった研究者と事務職員の方にカロえて、この右側

に書いてあるような知財の専門家や広報の専門家、また規制の専門家、また外国と英語でどん

どんや りとりするような高いレベルの研究秘書、そ して非常に高いレベルの研究の技術員、そ

ういった方々が必要であり、欧米を含め諸外国では、そ ういった方々を研究者や事務職員と同

じように適正な条件で雇用するメカニズムが出来ているが、残念なが ら日本では研究者、教員

と事務職員以外の方は、ほとんどの方1よ非正規雇用と言 うか、国から頂いている競争的資金で

数年単位の雇用 しか出来ない、そういう状況が続いている。何とか日本でもこういつた研究支

援の方々を適正に雇用出来る仕組みを作 つて頂きたい。

また、これは新 しい医療技術であるので、規制上の課題も沢山ある。再生医療の臨床研究を

行うためには、厚生労働省の ヒ ト幹細胞研究指針というものがあるが、現行の指針では、 ドナ

ーの方か ら細胞を採取 してす ぐ加工 しす ぐ移植するという一連の流れを一まとめに審議させる、

そういう概念 しかない。

片や、私達が今計画 している iPS細 胞ス トックというのは、―旦ス トックとして備蓄 して、

そのス トックを色々な病気の方の治療に使 うという2段 階の計画であり、その 2段 階の計画、

その 1段 階 目を審査する指針が今ない。実際のところ、 iPS細 胞ス トック作 りに年明け早々

にも着手するが、現行の指針では、これが本当に移植に使えるか どうか担保されていない状況

で、見切 り発車で今スター トしようとしている。

それから、 iPS細 胞の原料と言うか、作る材料としては、膀帯血が非常に有用である。隋

帯血というのはHLAを 予め調べてあるので、先程言つた特殊な拒絶反応が起こりにくいHL

Aの 型の情報も贖帯血バンクは既にお持ちである。

また、御存知のように踏帯血というのは10年経つと情帯血移植には使われなくなつて破棄

される運命にある。また、10年経つていなくても、細胞数が少ない場合には移植に使えない

ので、折角 ドナーの方から頂いていても、贖帯血移植としては使えない、そういつたサンプル

が沢山あるが、そういったサンプルからであっても iPS細 胞は作れて、新たな使い方として

使える訳であるが、現行のヒト幹細胞研究指針や、それから生物由来原料基準では、細胞を採

取する前に ドナーの方から同意を取得する必要があるので、これに従うと、既に存在する賠帯

血は、 iPS細 胞の原料として仮に作ったとしても移植には使えないという限界がある。

また、これから iPS細 胞研究というのは日本に留まることなく海外との連携が必須である。

既に先週もサンフランシスコのほうで今のNIHの 再生医療研究所の トップの方どお会いした

が、NIH、 アメリカでも IPS細 胞ス トックの計画があり、どうやつたら貴重なス トックを
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お互いにやりとり出来るかという話をしたが、その際、一つのハー ドルが、 ドナーの方から頂

く同意書が日本とアメリカ、また違う国では大分違うということでt国 内外での統一の必要も

喫緊の課題としてある。こういつた規制上の課題も是非御検討頂きたい。

産業面での課題であるが、私達、沢山の研究資金を国から頂いて、非常に高額な機器だとか、

それから非常に高額な試薬、 iPS細 胞を培養するための培養液と言うのは、500mη当たりの

値段で言うと世界中で一番高い、最高級のワインよりも更に高 く、ものすごくお金がかかるが、

そういつた高額の機器や試薬の大部分は外国製である。

2つ 問題があって、やはりそういう形でどんどん外国の企業に結果として|ま貢献 していると

いうことになつているし、また過去にも実例があったが、外国産に頼っていると、供給がス ト

ップした場合に、日本での研究開発もス トップしてしまうということで、両方の意味から国産

化が望まれるので、是非この点の推進をお願いしたい。

それから、再生医療で期待されている病気の一つに血小板が不足する方、また赤血球が不足

する方、こういった病気がある。今既に iPS細 胞から血小板を作る技術はあるが、これを治

療に使 うためには大量に血小板を作る必要があつて、その大量生産ということになってくると、

大学の研究者はなかなか経験もないということで、是非産業界の御支援が必須であって、その

辺りの仕組みについても現在も色々御検討頂いているが、今後も引き続きお願いしたい。

以上、再生医療についての課題を項目毎に挙げさせて頂いた。

最初に述べたとおり、 iPS細 胞のもう一つの使い方は、患者さんから作った iPs細 胞、

例えば、一番いいのは:ALSと 呼ばれる全身の運動神経が障害されて、運動神経が障害され

るので、結果として全身の筋肉が動かせない、1固、頭が腕を曲げよという命令を発 しても、そ

れを伝えるのが運動神経であるので、運動神経がだめになると、幾ら頭が動かせと言つても腕

は動いてくれない。結果として筋肉はどんどん痩せていくという、最終的には全身が本当にぴ

くりとも動かなくなるという病気がある。

以前衆議院議員をされていた徳洲会病院の理事長の徳田虎雄先生も今その病気と闘つている

が、そういった病気も、その病気は分かつてから100年以上経つて、多くの研究者が研究 して

きているが、未だに治療法がない。まさに医学研究の敗北、これまでは敗北のシンボルの一つ

だと思っているが、そういつた、なぜ研究がこれまで進まなかったかというと、先ず色々な病

気は動物のモデルがあつて、人間で研究する代わ りに動物で薬が開発されて、人間にも効くと

いうことが沢山ある訳だが、このALSと いう病気の場合は、動物モデル、ネズミのモデルが

あつて、そのモデルでネズミに効 く薬は何十、何百と作られてきたが、残念ながら、ネズミに
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は効 ぐが、人間の患者さんには効かないということで、ALSと いう病気の場合はネズ ミの細

胞ではだめで、人間の細胞が必要だ。で|よ、患者 さんにお願い して運動神経を頂 けるかという

と、運動神経 というのは本当に少 ししか存在 してない し、患者さんの運動神経は既にもう病気

になつた後の細胞である し、また運動神経は取 り出 しても全 く増やす ことが出来ないので、十

分な研究や薬の開発が行えないという限界があつて100年間治療法が出来ていない訳だが、 :

PS細 胞が出来たことによつて、患者 さんの血液や皮膚の細胞を頂 くと、それを ilS細 胞に

変えて大量に増や して、そ してそこか ら運動神経を作ることが既に成功 しているので、その患

者 さんの iPS細 胞か ら作った運動神経を使 つて病気の原因や治療薬の開発が急 ピッチで進ん

でいる。

再生医療もものす ごく期待 しているが、再生医療の対象になる疾患は比較的限 られている。

先程お見せ した 6つ の疾患についてはものす ごく可能性があるが、それ以外の疾患については

なかなか再生医療ではカバー出来ない。 しか し、薬の開発になると、全てとは勿論言わないが、

相当数の病気が lPS細 胞を道具 として病気のモデル、そ して治療薬の開発が進んでいくとい

うふ うに期待されている。

ところが、ある意味、だか ら iPS細 胞の本当の使い方は、再生医療よ りも、む しろ薬の開

発、病気の方か ら IPS細 胞を作つて病気の原因を解明 して薬を作るというものであるが、こ

ちらに関 しては、日本がちょっと後手に回っている。これは論文数を示 しているが、圧[1的に

日本以外の研究機関か らの、こちらの使い方に関 しては論文が多くて、日本はこれまでのとこ

ろ全論文の 1割程度の貢献 しか出来ていないという状況である。

何 とか再生医療 と並ぶ iPS細 胞の使い方である倉1薬についても、研究が今後 これまで以上

に進んでいってほ しい。そのためには、先ず研究費の支援であるが、再生医療については、こ

れまで手厚い御支援を頂いている訳だが、倉1薬についてはやはり研究費、単純な額か ら見ても

研究費の支援は少ない状況であるので、是非文科省や厚労省、また経産省 といつた各省庁一体

となつて、こちらの使い方に対する御支援もお願い したい。それか ら薬の開発であるので、製

薬企業との連携も必須であるが、これも今限定的であるので、これは言 うは易 しというのは分

か って敢えて書いているが、何 とか連携を進める仕組みについても御検討頂きたい。

以上、今日|よ敢えてお願いばか りを沢山並べたが、私達研究者、また研究支援者も日夜本当

に必死になつて努力 している。

iPS細 胞が出来てか ら私も難病の方、難病であるから子供 さんが多いが、患者 さんや、ま

たそのお母様、御家族の方にお会いする機会がものすごく増えた。看病で本当に大変な毎日を
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過ごされている訳だが、そういつた方々から、自分達のことではなくて、私達研究者や研究支

援者の健康を御心配頂 くような場面もいっぱいあり、そういう度に、やはリー日でも早く研究

開発を進めたい。これからも頑張るので、何とぞ御支援の程宜しくお願い申し上げる。

議題 (1)に 関する各議員の発言は以下のとおり。

【相澤議員】

山中教授|よ、常識を根底から覆す飛躍的な知を創造するという、基礎研究が目指しているこ

とを実現され、心から感動 している。更に、若い人々に大きな明るい夢を与えて頂いた。

また、 「個人の受賞ではなく、日本全体で受賞させて頂いた」と表現された点についても大

変心を揺さぶられた思いである。

2007年から総合科学技術会議の有識者議員を務めているが、当時、山中教授は 「オールジ

ヤバンでなければ戦えない」と強調され、それを受けて設定したのが最先端研究開発支援プロ

グラム (FlRST)で ある。今日伺つたことを更に展開していくため、総合科学技術会議の

有識者議員として努力してまいりたい。

【奥村議員】

CRESTが 大変役に立ったというお話を頂いたが、大変重要な意味を持っている。我々の

科学技術政策は1995年に基本法が出来て、現在4期 日である。この科学技術政策に基づく初

めてのノーベル賞である。しかし数々の重い宿題がまだ残されているので、我々は真摯に解決

していかないといけない。

特に創案について、日本はまだ力の入りようが少ないというお話を伺って、極めて衝撃的な

印象である。製薬産業は極めて重要な産業である。この IPSと いう強みを活かさないで何と

すると思つている。日本の民間企業でボス トンで研究開発 している方とお話 しした際、その中

に3社 製薬会社がいたが、異口同音に言つていることは、研究者がそこに集まっていて、日々

切磋琢磨、競争をしており、その情誓がまた自分のところへ返ってくる。この iPSの 創薬応

用課題についても、より多くの先生方、民間の人が創薬の問題に取り組むような仕組みを作る、

あるいは予算措置をお願いしたい。

【枝野経済産業大臣】
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山中先生の御指摘を踏まえて、経済産業分野で出来ることを最大限進めてまいりたい。特に試

薬や機器については、産業政策の観点からも大変重要である。これについては、企業の取 り組

みを促す財政的な支援をしつかりと経済産業省は強化をしてまいりたい。同時に、阻害要因に

なっている制度面については、厚生労働省等ともしつか りと連携してまいりたいとので、関係

省庁の御協力をお願いしたい。

また、創薬を初めとした応用分野への、民間参入は大変重要であるので、こうした民間企業、

産業界との共同開発プロジェク トに対する支援を強化 してまいりたい。これも文部科学省をは

じめとして関係省庁の御協力も必要であるので、宜しくお願い申し上げる。

【田中文部科学大臣】

山中先生のお話の一番インプレッシブなことは、研究者チームのことを非常に大事にしなが

ら、更に新しく進めていこうとなさつていることである。

創薬のことは勿論であるが、 IPsの 臨床応用の中で、やはり贖帯血のことは随分国会でも

議員達も、それからドクター達も皆様関心を持つており、飛躍的にジャンプするための一番キ

ーである。あらゆる機会をとらえて少しでもお手伝い出来るようにと考えている。

【三井厚生労働大臣】

山中先生が厚生労働省にお見えになった際に、主に3点 の御要望があった。

厚生労働省としては、従来より臨床研究中核病院の整備を進めてきたが、今年度の予備費を

活用した経済対策の中でも再生医療に関する研究開発費を盛り込むこととした。

また、山中先生から御指摘頂いた安全面、lel理面のルールの確立や IPS細 胞を用いた創薬

研究の重要性については、同じ考えである。

それから研究を支援する方の処遇の問題については、関係省庁による財政支援が重要である

改正労働契約法の趣旨が理解 されるよう大学等に対 して丁車に説明 してまいりたい。

【城島財務大臣】

前回、山中先生 とお話 しした時もそうだが、やは り安定的雇用が大事だということをおつし

ゃつておられ、非常に刺激的だった。研究開発に必要な人材の安定的雇用が資金面での課題の

一つでもあるので、最大限努力をしていきたい。
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【前原科学技術政策担当大臣】

担当として3点 申し上げたい。

先ず第 1点 は、 IPS細 胞の臨床応用に向けて研究費の支援を充実させてほしい、そして息

の長い支援をということだが、10月17日に総理から御指示を頂いて、各省の再生医療関連事

業を加速させるとともに、平成25年度アクションプランに従つて基礎研究、臨床研究、実用

化へ切れ目なく省庁連携して推進する具体的な姿を年内にお示しをしたい。

2点 目の IPS細 胞等を用いた創薬研究の支援の重要性だが、この実用化に向けて、再生医

療への応用はもとより、倉1薬研究のツーシレとしての活用を明確に意識 した支援を充実させるこ

ともしつかりと確立をさせていきたい。

最後だが、山中先生は色々な方々に支えられているというお話をされた。また欧米、シンガ

ポールとの比較では、支援体制が日本は手薄であるという話をされた。つまりは研究支援人材

を多様に安定的に確保 して、適正な雇用も必要だ、また細切れでない研究支援ということであ

り、これについては、研究支援人材の分散を防ぐためにも、世界一流の質の高い研究に関して、

研究開発プロジエク トの長期化、次期プロジェク トヘの円滑な移行のあり方について検討を進

め、年内に方向性をまとめたい。

FIRSTは 25年できれるので、次がどうなるかということを心配されている方々もおり、

この方向性をしっかり示さないと人材が分散する。例えば海外に行ってしまうと日本にとって

の損失であるので、ここはしっかりと取 り組みを年内にまとめさせて頂きたい。

【野田総理大臣】

今日御説明頂いた課題というのは、 :PS細 胞を活用して再生医療を実現するとか、新たな

治療薬を開発するとかという課題ではあるが、それに留まらず、科学技術イノベーションを推

進する上でのある種普遍的な課題だと受けとめなければいけないし、その課題を克服すること

が第二の山中教授、第二の山中教授を我が国から次々と生み出していく、その環境整備になる

のではないかと受けとめさせて頂いた。その上で、3点 、政府が一丸となって推進をしてほし

い取り組みを指示させて頂きたい。

第 1に 、 IPS細 胞を用いた再生医療を実現するために、次期通常国会で薬事法を改正する

など関連法制の整備を行うとともに、安全規制面での基準整備、倫理面の検討を加速すること、

第2に 、日本の研究の中核となる大学などにおいて、研究環境の大胆な改革を進め、必要な研

究支援人材群の確保を進めること、第 3に 、独創的なアイデアや技術を持つ若手研究者を育成、
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発掘するため、新たな操択方式の採用など研究費の改革を行うこと、このような取り組みを通

じて、国家戦略の主要な柱である科学技術イノベーションを強力に推進をし、 IPS細 胞は更

に勿論後押しをしていくが、それに続 く新たなるイノベーションを幅広い分野で生み出してい

くように皆様とともに知恵を出していきたい。

【前原科学技術政策担当大臣】

総理から明確かつ大事な御指示を頂いたので、しつかり我々受けとめてそれに道進をさせて

頂きたい。以上で会議を終了する。なお、この第 105回 の議事録と本日の資料は公表とする。

以 上
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資料2-3

総合科学技術会議における総理指示等への対応状況について

第103回 総合科学技術会議 (平成24年 7月 30日 開催)、第105回 総合科学技術会
議 (同年11月 2日開催)に おいて、イノベーション倉1出のためのシステム改革、研究環境
の改善、iPS細胞を用いた再生医療の実現や創薬研究の推進等に関する野田総理の指示、関
係大臣の発言があった。現時点におけるこれら総理指示等への関係府省の対応状況は、以下
のとおり。

Oイ ノベーション創出のためのシステム改革等

【総理指示の概要】

システム改革等イノベーション実現に必要な施策のあり方について、年末までに対応方
針を取りまとめていただきたい。(第103回 総合科学技術会議)

<対 応 >

閣府 (関係省)
・科学技術イノベーション政策推進専門調査会において、課題達成型のイノベーション

実現に必要な国の仕組みの改革提案を12月 中にとりまとめる。

O研 究環境の改善等

【総理指示の概要】

日本の研究の中核となる大学等において研究環境の大胆な改革を求め、必要な研究支援
人材群の確保を進めること。(第105回 総合科学技術会議)

・京都大学 iPS細胞研究所への 10年程度の長期支援 (研究支援人材費用含む)等 のた
め、再生医療実現拠点ネットワークプログラムを平成25年 度から実施 (一部につい

て10月 26日 の経済対策(第一弾)にてすでに実施(20億 円))。
・集中的な研究環境改革を推進することにより、マネジメント改革を促し、高度研究支
援者の確保などを含む研究環境改革の支援を平成25年 度から実施。



【総理指示の概要】

独創的なアイディアや技術を持つ若手研究者を育成・発掘するため、新たな採択方式の

採用等、研究費の改革を行うこと。(第105回 総合科学技術会議)

・戦略的創造研究推進事業について、単なる実績主義や合議制によらない採択を更に徹

底する制度改正を実施。平成25年 度より措置 (″ 本再生加速プログラム』、平ま 2

イタ 77″ θθ癖 蒻 緩 J ρ アイ、′イ 0数 副″な君≠研究者育成、発掘の/_―

″の機度改革 =別添))。

【前原科技担当大臣発言の概要】

研究開発プロジェクトの長期化などについて、年内に方向性を取りまとめる。(第10
5回総合科学技術会議)

・FIRSTプログラム中間評価のなかで、方向性を年内にとりまとめる。

【三井厚労大臣発言の概要】

改正労働契約法の趣旨が理解されるよう、大学等に対し丁寧に説明する。(第105回

総合科学技術会議)

<対 応 >

生労働省、文部科学省、内閣府、
・厚生労働省と文部科学省において、大学団体等と緊密に連携しながら、現場の指針と

なる実践的な労務管理に関する手引きを作成しており、改正法が全面的に施行される

平成25年 4月 までに、各大学等における就業規則の改定が円滑に行われるよう、こ

うした新たな資料も活用し、改正労働契約法に関する大学等への周知や支援を一層積

極的に実施する。

また、これにあわせ研究開発独法への水平展開を同時並行で行う (内閣府、各省)。

<対 応>

<対 応 >



【総理指示の概要】

IPS細胞を用いた再生医療の実現のため、次期通常国会で薬事法を改正する等関連法制
の整備を行うとともに、安全規制面での基準整備、倫理面の検討を加速すること。

(関連 :厚生労働大臣発言) (第 105回 総合科学技術会議)

・次期通常国会に関連する薬事法改正法案を提出する (僣 本再生加速プログカリ r平
成′イ事 フア″θθ躍 霧 狭″  ′ ア」.2δ  O般 辮僣 を用ι1/_―再生医療実現
の/_―めの瑳雷″ t獄添))。

・再生医療の臨床応用の推進に必要な安全規制面での基準整備等を加速する。具体的に
は、再生医療の安全性確保と推進に関する専門委員会において、法制化を含めた検討
を急ぎ、年明けに中間とりまとめを行う。

内閣府
・12月 6日の総合科学技術会議生命倫理専門調査会において、今後の検討スケジュー

ルを示す。

【前原科技担当大臣発言の概要】

25年 度アクションプランに従つて、基礎研究 ・臨床研究 i実用化へ切れ目なく省庁連

携して推進していく具体的な姿を年内に示す。(第105回 総合科学技術会議)

く対応>

閣府(関係3省 と連携)

省庁連携して推進していく具体的な姿について、科学技術イノベーション政策推進専
門調査会に12月 中に提出。

<対 応>

厚生労働省



【前原科技担当大臣発言の概要】

iPS細胞の実用化に向けて、創薬研究のツールとしての活用を意識した支援を充実させ

る。(第105回 総合科学技術会議)

<対 応>

労働省、文
・厚生労働省の iPS細胞を利用した創薬の基盤となる技術開発に関する個別研究を支援

するための事業、文部科学省が厚生労働省と協働で実施する疾患特異的 iPS細胞を活

用した難病研究を行う事業、文部科学省が疾患特異的 IPS細胞の収集 ・保存 ・提供を

行う事業(理化学研究所)等を実施(厚生労働省に係る予算は、一部を 「日本再生加速

プログラ4角 平成 ′イタ ア/″ Jθ 日閣議決定)に て実施 (′δ ″ ″F務 ″ど〃

″ ι/_‐飩薬研究支援 〔厚生労働夕 2θ 億円  i別 添)))。

・『iPS細胞研究ロー ドマップ』に沿つて、疾患特異的 iPS細胞の活用による新規薬剤等

の臨床応用を平成 29～ 34年 度までに実現する。

【枝野経産大臣発言の概要】

試薬、機器について、産業政策の観点からも重要なので、財政的な支援を行うとともに、

厚労省をはじめとする関係省庁と連携していく。(第105回 総合科学技術会議)

・幹細胞を効率的、安定的に培養する装置や培地等の開発や iPS細胞から作製された細

胞等を用いた創薬スクリーニングシステムの開発のための事業、再生医療産業化促進

のための支援を平成25年 度から実施。これら国産の試薬、機器等の普及に必要な環

境整備に向けて関係省庁と調整を行う。
・11月 5日 に、『再生医療の実用化 ・産業化に関する研究会』の中間報告書をとりま

とめ。その中で、周辺機器、試薬、培地等について、安価で高品質な国産製品の開発

や必要な基準の策定の推進が必要である、とされており、再生医療の周辺産業拡大の

<対 応>

ための支援措置を含め、年度末までに最終とりまとめを行う。



(別添)

「日本再生加速プログラム」(平成 24年 11月 30日 閣議決定) 抜 粋

I 具 体的対応策

1「 日本再生戦略」における重点 3分 野をはじめとする施策の実現前倒 し

(2)ラ イフ (ライフ ・イノベーション創出及び医療 ・福祉の基盤強化)

① ラ イフ・イノベーション創出

国際的な開発競争の激化に対応し、iPS細胞等を利用した再生医療 ・創薬研究支

援重薬事法等の関連する規制 ・制度改革とあわせて加速する。また、医療機器等に

係る研究開発等を加速する。

く第二弾として予備費により実施する具体的な措置>

iPS細胞を利用した創薬研究支援 (厚生労働省) 20億 円

3 規 制改革や民間の融資 ・出資の促進策など財政措置によらない経済活性化策

(1)規 制 ・制度改革

【「人」の動きの活性化】

く具体的措置>

の制度改革

を更に徹底する制度改正を行う。

<別表 規 制・制度改革事項>

26 独 創的な若手研究者育成、発掘のための制度改革

独立行政法人科学技術振興機構が実施する戦略的創造研究推進事業について、iPS細胞

樹立の成果創出を踏まえ、研究総括 (PO)の 責任の下での裁量的判断等により、事業実

施の成果が最大化されるよう、事業全体を総括する研究主監 (PD)会 議による事業横断

的なクオリティ・コントロール強化などを通じて、単なる実績主義や合議制によらない採

択を更に徹底する制度改正を行う。

【日本再生戦略重点3分 野の活性化】

くライフ分野の具体的措置>

O iPS細胞を用いた再生医療実現のための法整備等



める。

<別 表 規 牛1・制度改革事項>

54 iPS細 胞を用いた再生医療実現のための法整備等

iPS細胞を用いた再生医療を実現するために、次期通常国会における薬事法改正案の提

出等の関連法整の整備を行うとともに、安全面の基準整備等を進める。



資料3-1

科学技術イノベーション促進のための仕組みの改革について

一イノベーション創出環境の革新一

(専門調査会の構成案 (12月 11日時点))

総合科学技術会議の科学技術イノベーション政策推進専門調査会、

復興 ・再生戦略協議会、.グリニンイノベーション戦略協議会、ライ

フイノベーション戦略協議会、基礎研究及び人材部会は、それぞれ

の幅広く専門的な観点から数か月の審議を行い、それら審議の結果

を、科学技術イノベーション政策推進専門調査会が取りまとめる。

I 課 題達成型科学技術イノベーションのための構造改革

1.課 題達成のためのプログラム形成の革新

2 多 様な担い手が活躍する研究開発環境の革新

3 科 学技術の活用による復興再生の加速

Ⅱ 基 礎研究力の充実強化

1 大 学の研究基盤の強化

2.研 究支援体制の充実

3.科 研費制度の見直 し



資料 3-2

ライフイノベーシ ョン促進のための仕組みの改革について

(中間 とりま とめ案)

平成 24年 12月 11日

ライフイノベーシヨン戦略協議会

1   検 討の背景

第 4'切科学技術lL本計画に基づいて、総合科学技fl会議に設rtされたライフイノベーシ

ョン ll●略協議会 (以 ド、「協議会Jと い う)で は、ライフイノベーションに係る平成 25年

度科学技術重要施策アクションプラン (以下、「アクションプランJと いう)を 策定すると

ともに、その実現に向けた仕和1みの改■について検llを行った。

アクションプランの策定では、「′心身 ともに健康で/f力ある社会の実現J及 び 「“i齢者 ・

障がい者が自立できる社会の実現」を目指すべきIL会の姿とし、その実1/Lのための政策課

題 として 「がん等の社会的にlFt要な疾患の予防、L7X普及び治癒率の向 にJ、「身体 ・ル践器機

能の代林 ・補完」、「革新的医療技術の迅速な提供及び安全性 ・rl効性の確保J、「少子11齢

化社会における生活の質の向上Jの 4課 4111を取 り上げた。また、政策課題の下に8つ のll

点的llk組を設定 し、関係府省から施策17L案を受け、 30施 策を対象施策 として特定したと

ころである。

今般、協議会は、アクションプランを進めるための仕利1み改ギ1について、その検討結4_

をまとめたので ・ll告する。

2 改 ‖リンミき点

アクションプランについては、「1-領 域にlll数府竹からの方L策提案が認められた。複数

の府省から細分化 されたOF究′セが配分されているため、ll全体としての総合戦冊̀を欠いて

いる場合が少なくない。各府省が得意な分リテにり1彎づいて適切な役神1分担を行い、il携して

研究施策の立案及びlll illにあたることは、課題解決の迅速化につながることが期イ寺される

ため、さらに強化することが必要である。

一方で、戦略性を■iめ、il携を真に実 りあるものとし、課題解決に向けた研究成果の向

上を図 りつつ、研究の効率化、迅速化を行 うためには府省を越えたJ`ミカなプログラムマネ

ジメン ト及び口全体としての総合戦略 1ヽ案、すなわち司令塔機能が求められる。現在その

機能は必ず しも十分ではなく、特に医薬171、医療機器、再生医療キトのF71発うFクEが実用化の

段階に近づいている研究領域では、府イを越えた強力なマネジメン トが必要である。

また、1,4り切千1学技術 ll本計 l llにおいては、ライフイノベーション推/11のためのシステ

ム改革とtンて、レギュラ トリーサイエンスの充実 ・強化、審イド機 月の体市」1“備、医薬品等



の審査指針や基準の策定、官学民を挙げた創薬 .医療技術基盤の整備、国際基準に基づく

臨床研究の実施、バイオベンチャーの支援等を掲げている。 これ らのシステム改革は関係

省庁の取組のもと推進されつつあるがイノベーションを推進するための基盤のさらなる充

実が望まれる。カロえて、基礎研究の成果を実用化しライフイノベーションに結びつけるた

めには、評価 ・審査 ・資源配分体制の確立、大学等のシーズの発掘から事業化までの切れ

日ない支援、産学官連携機能の充実 ・強化、国民への分か りやすい情報提供 と広報及び国

民参加の仕組みの充実などに不trrの仕組みの改革が必要である。このため、基礎から応用、

開発の段階に至るまで、産学官の多様/1N研究開発機関が結集 し、非競争領域や前競争領域

における共通基盤技術の研究開発及び競争領域における緊密なる連携を中核 として、「協調l

と 「競争Jに よつて研究開発を推進するオープンイノベーション拠点を形成するとされて

いる。また、革新的な医薬品及び医療機器につながる新たなシーズの創出に向けて、バイ

オベンチャーを長期的視点から支援するための取組を進めることとされている。バイオベ

ンチャー支援のための リスクマネーの供給に関しては、産業革新機構や中小企業技術革新

制度 (日本版 SBIR)、財政投融資等 といつた制度があるが十分に機能しているとは言えな

い。

3 対 応方針

(1)府 省を越えた課題達成型研究開発プログラム注)の創設と推進

複数の府省から細分化された研究費が配分されている現状を改善するために、国全

体 としての科学技術総合戦略を描 くための司令塔機能を充実 させることが必要であ

る。例えば、各研究事業の情報を含めた科学技術予算の全体像を共有する仕組みを構

築 し、そのうえで、重要政策課題への対応を協議決定する等、関係府省 と連携 し、科

学技術予算全体の調整を行 うことが考えられる。

重要な政策課題に対 して府省を超えた研究開発プログラムを創設 し、強力な専任プ

ログラム ・マネージャーを設置する。プログラム ・マネージャーはプログラムの推進

と目標達成に責任を有 し、予算権限も含めた統括マネジメン トを実施する。また、先

端医療開発特区等の成果を踏まえ、イノベーションの除路となる規制や制度を特定し、

改善を進めるとともに、より確実に社会への還元を促す新たな開発の枠組みを構築す

る。

以上の取組みにより、ライフサイエンス研究の実用化に向けての効率化、加速化

が期待できる。



注)プ ログラムとは よ り上位の力i:策の日標,■成に向けた各手段を組み立てた計画や手順に基づく取組であり、

担数の研究川発‖:題 (プロジェクト)を 包含するものである。

(2)イ ノベーシヨンを推lllするための基盤の充実

今後、lll築が予定されている11薬支援ネ ットワーク、臨床データを含めたライフサ

イエンス分り子のデータベース統合、バイオバンク性ll、質の高い臨床つ1究のlll進等は

イノベーションをIFAllするための重要な基盤であり、総合科II技術会議は、これ らの

1「業がll実にlfl進され、実際に活用 されるよう支援することがマ!まれる。課題達成の

ためには、これまで各府省が独自に■llしてきた各frlの研究lL盤についても、積極的

に共用できるようにする必要がある。特に、近時のメガコホー ト研究の実施の成果を

含め、例えば仕様の共適化を義務付けるなど、共用を向1提にデータベース化されるこ

とが望ましいと考える。

創某支援ネットワークについてはアカデ ミアのltFれたり「究シーズやアイデアが医薬

品として実用化されるよう、国として産学官のil携をJイ[lllすることが不可欠である。

創薬]F究に対するシームレスな支援を実り1するためにも、公的競争的研究り‖発資金の

提りしについて、機能を11薬支援ネッ トワークヘ段階的に集約することを検::、1すること

が必要である。

また、公的rll究資金を利用 したライフサイエンス分野の研究成果をデータベースセ

ンター拠点に統合するとともに、公的〕「究資金の配分にあたつては、本データベース

に研グリ成果であるデータの提供を要件として課す仕糸「lみをつくる。

革新的な医薬計:及び医療機器の泊4出の1崚耐さとなる質の高い臨床,F究をlll lllするため

に、わがIJで惟ll lが進んでいない臨床データなど医療情 41データベースをlll築し、医

療情 tllを有効に利活用するためのインフラ整llilやマイナンバー法 ・医療佃別法などの

法整l ll、二次利用のためのルール作 り等を行 うこと、また、全l llll棋と同時に各産学

連Jち拠点にリンクした病FJl剤1縦リソースセンターを含む各TTlバイオバンクの整Fl l、コ

ホー ト研究などを一体的にlt進すること等が求められる。これ らによつて、臨床研究

の充実のみならず効率的な医療の提供牛の医療イノベーションがり切待できる。国際水

41の臨床研究や医師主導治験の中心的役苫Jを担 う臨床〕F究中1亥17j院の生rJ llを着実に進

めていくことも臨床研究の質の向上につながる。

以上の取糸■により、ライアサイエンス研究領域のオープンイノベーションのイ■進が

'切待できる。



(3)革 新的医薬品、医療機器、再生医療の実用化支援の充実

既存のバイオベンチャー支援の仕組みを拡充あるいは見直しするとともに、産官マッ

チングファン ドや企業からの資金供給を促進するための企業版エンジェル税制等の投入

を検討すべきである。これ らの産学連携拠点やバイオベンチャー支援等により革新的医

薬品及び医療機器、再生医療の実用化の促進が期待 される。また、現在までに審査当局

による開発初期からの薬事戦略相談のり‖設、臨床研究中核病院の整lHは端緒についたと

ころであるが、引き続き審査体制の整備、強化、レギュラ トリーサイエンスの充実、強

化を進めていく必要がある。また、希少疾病用医薬品 ・医療機器の開発支援の充実強化

が望まれる。

なお、再生医療及び医療機器については、その特性に応 じた医薬品とは別の規制のあ

り方が必要である旨の意見が複数の構成員から提出されたところである。これについて

は、厚生労働省において薬事法の改正等が検討 されていることから、継続 してその進捗

を見守ることとしたい。

以上の取組により、大学等におけるライフサイエンス領域の基礎研究の成果を革新的

医薬品 ・医療機器、再生医療の実用化へと結びつけることが期待できる。

4  おわり1こ

ライアイノベーシヨン戦略協議会が設置され、短期間でアクションプラン及び仕組みの

改革の検討を行つたこと、PDCAサ イクルの最初のサイクルであつたことから、総ての課

題について十分な検討を行 うことは困難であつたため、府省横断組織やマネジメン トのあ

り方、施策の評価を含めた政策循環全体の具体的手法、国民への情報提供と国民参加のた

めの施策など残された課題については引き続き検討を進める。



資料 4

平成24年 12月11日

平成 25年 度アクションプラン (ライフイノベーション分野)

反省点及び次年度に向けた検討事項について

1 課 題設定の妥当性について

○ 「政策課題」、「重点的取組」として設定したテーマは適切だつたか。
・次年度の検討に向け、新たに追加すべき視′点等、見直すべき事項はあるか。

(平成 25年度は新たに 「小児」に関する視′点を追加。)
。重点的取組として示したものの、登録施策の無い項目については再検討すベ

きではないか。(ex生活習慣病の合併症)

○ 目指す出口は明確か

・現状のアクションプランにおいて示 された重点的取組における目標は妥当か。

アクションプランをより実効性の高いものとするには、時間軸を入れ、出来

る限 り検証可能な目標設定をすべきではないか。

2 対 象施策の特定について

○評価の基準は妥当であったか

。一律の評価基準 としてよいのか。タイムスパンや、施策の性質なども踏まえ

た基準の設定とすべきではないか。
・また、新規施策、継続施策に応 じた評価基準も再考すべきではないか。(例え

ば、継続施策については、適切 ・誠実な進捗管理の是非を評価視点として加

えるべきではないか)

○ヒア リング等、施策特定のプロセスは適切であつたか

。限られた時間で評価する上で、より的確な説明が各省よりなされるよう、個

票を見直すべきではないか。
・ヒアリング等、施策特定のプロセスにおける戦略協議会の関わ り方を再考す

べきではないか。

○府省連携の誘導は十分であったか

・同一領域に複数の省庁から提案 された施策については、事業のプログラム化
×

を含めた、具体的な連携方策を検討すべきではないか。 (再生医療、BMI等 )

3 PDCAに ついて

○アクションプランの実効力を高める上で、どのようにPDCAマ ネジメン トを

行 うべきか。 (フォローアップの実施方法等)

* プ ログラムとは、より上位の施策の目標達成に向けた各手段を組み立てた計画や手順に基づく取

組であり、複数の研究開発課題 (プロジェクト)を 包含するもの。



AP・施策パッケージにおける施策連携の在り方(案)

H26年 度予算の重点化プロセスにおいて、AP・施策パッケージの特定に際し望ましい「施策の連携の在り方」を

明確化し、共通認臓を図るために現状の考え方を整理したもの。(腋綸のたたき台)

。 日 標、マイルストーンの共有と合意
・ 役 割、責任分担の明確化
・ 施 策の一体化推進による相乗効果の発揮

2施 策連携のイメージ

・【文】「緊急津波予測技術・津波災署

対応支援システムJの実現に向けた観
■1・研究開発
【国】津波予測情報の高度化

・【環】【厚】【文】子どもの脆弱性を考慮し

たリスク管理体制構築による安全・安心

な環境の実現
・【環】【厚】水質事故に備えた危機管理・

リスク管理の推進

・【総】【経】能動的で信頼性の高いtl報
セキュリテイ技術の研究開発

・【総】【文】【厚】BMI技術の活用

【文】【厚】【経】H25年度アクシヨンフラン対象施策「ライフイノベーション(再生医療関係)

【文】【経】【環】資源問題の解決に向けた希少元素の循環′代替材オ111製技術の開発

3府 省連携 施ヽ策連携方策について

○施策連携のためには、各府省が統一された目標

の一部について責任をもつて施策を進める事が

重要。

O省 庁、施策間の矢印 :[の 内容、時期を具体

化することが重要。

O研 究開発に直接的な相乗効果をもたらすことが

期待できる施策連携推進方策の具体例。

● (P)各省共通プロジエクトリーダーの設置
● (P)公募仕様の共同策定
● (D)中間評価試験、実証実験の共同実施
● (C)マイルストーンごとの共同評価、(A)施策

間調整

等

○共同研究拠点形成、アライアンス形成の場合も

上述のマネージメントの一元化が必要。

○シンポジウム、成果報告会の共同開催等も情報

共有に有効ではあるが、それのみでは府省連携

として十分とはいえない。

【一 共
同
研
究
拠
点
形
成
、
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
形
成



研
究
開
発
の
フ
ェ
ー
ズ

0加齢貴職壼性(2013)、ハ
・―キンソン病等(2017)を対象とした基礎研究を完了し、日床研究に移行する。

O角膜(20■2)、歯槽骨、関節軟骨(2013)の臨床研究を完了し、実用化する
0安 全性評価等に関する評価基準やガイドラインを2017年度までに順次整備する

(1)新 世代の通信技術の開発・普及が日標

(2)日 本政府と外国政府の共同研究開発プログラムを実施し、国際標準化の獲得を目指す

(3)日 本の技術が国際標準を獲得し、世界へ展開することで、情報通信分野における更なるイノベーション 創 出や
国際競争力強化を実現 予算要求総額 約37億円

フォトニックネットヮーク技術 新世代ネットワーク技術

E欧州コ
             ′

●●●・●翻●■0の
夫口m● ■に自けた0●

外■政府と連携した
ロロ美目研究の指遭

●
一　

一

口題通ロテストロ境に
よる日■研究の促遭 1 研

究者のロロ交驚拍遭
f



資料 5-1

ICT共通基盤技術検討 WGに おける検討事項 ・予定について

日程 検討事項

9月

第5回 WG開 催(9/20)
。アクションプランの報告
・ビッグデータについての意見交換
・関係省庁等からの情報提供
。今後の進め方

10月

11月

第 6回 WG開 催(11/2)
・最高速データベースエンジン

・日本の医療を取 り巻 く現状と医療 ICTの 利活用
・BEMSの 取組および効果

第 7回 WG開 催(11/30)
・社会情報基盤の社会主導型研究開発
・“Internet by Design''インターネット・フレームワークを適用した

社会インフラ設計 ・構築・運用

・農業とICTに 関する取組

12月
(12/11 ライフイノベーション戦略協議会)

(12/11 グリーンイノベーション戦略協議会)

1月

第 8回 WG開 催(1/2 予定)
・ICTイ ノベーションについての検討 (ケーススタディ)
・イノベーションのための課題
・戦略協議会等との連携

2月
第 9回 WG開 催(2/20 予定)

・ICT共 通基盤技術の重点化検討

・必要に応じ事務局調整ミーティングを開催予定。

・現時点での想定であり、今後、変更の可能性あり
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Qmr
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NTTセ キユアプラツトフォーム研究所

日本の医療を取り巻く状況と

医療ICTの 利活用

(Nπ の取り組み事例)
2012年 12月 11日

NTrtキ ュガ ラツトフオーム研究所

日本の医療を取り巻く状況

現行の国民皆保険制度破綻の危機 ::



@ nrr 年齢別の罹患率

高齢者 (65歳以上)

0～9歳 10～ 19歳 20～29歳 30～39歳 40～49崚 50～59歳 60～69歳 70～79崚 80～89歳

出展 :厚生労働省 『平成2■年地域保健医療基礎続計』
(※ 人口10万 人)

。罹患率は、50代から見て70代は3倍 、
60代から見て80代 は4倍と高齢に威ると急激に増加

O NTT 地域プロック別にみた高齢化の進展度合い

各エリアにおいて後期老齢人口は急激にUP
(特に、首都日を中心とした南関東エリア)
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ヒ陸 中部 近畿 中国 四国 九州．鴻

― 平成22年

(2010)
670 1′599 877 3.208 396 1,867 2,195 1,012 1.826

― 平成47年

(2035)
1,035 1′401 15′991

1     1
549 2.931 3.534 2.651

増加率 54% 34% 6096 、87%′ 39% 57% 61% 36% 29% 45%

フ,000 臨
』
』
協
銘
協
幌
』
』
』
％

出展 :日立社会保暉 ・人口同■研究所
『日本の都道府県刷将来推計人口』(平威19年 5月tll)

。後期老年人口 (75歳以上)は 、2035年 までに急増する
。特に首都圏を含む南関東匡リアでは高齢者向けの医療機関や介護施設の
供給が追いつかない状態が想定される



@ xrr 対応策

@um 地域包括ケアシステムの実現イメ…ジ

どこに住んでいても、その人にとつてヨ切な

E壼 ・介饉サービスが受lfられる社会ヘ

彙中リハヒリ
→ 撫

3

■ 富E亀 佳日への日籠資IB中 投入などの入鮨医壼強化
■ 在宅目凛の充実、地域包播ケアシステムの■員

マネジメント

・在宅願 連携拠点
・地域包括

支担センター
・ケ″、ネジヤー

ダ
f送1ら可下薔ヽ あ ｀
円滑な移行促`

・相晨彙3や サービス
のコーデイネート

地域の病院、拠点病院、回復期病院の役割
分担が進み、運携が強化.

・発寵から入院、回ltFJ、退院までスムーズ
にいくことにより早用の社会復帰が可能に

|「臨
r~1

く地鞄 播クアシステム>
(人口1万人の場合)

路れ 、1

o lHfr : FlEH@gr|t+FF.lt-fiel+eCEtg*Stzorz.fl



@ nrr 地域包括ケアシステムの実現に向けて

サ:婚■
tテム>

)

包括的  ｀
マネジメント

・在宅医療鵬 拠点
・地域包括

支援センター

・ケアマネジヤー

「心編 :

O NTT 医療ICTに関するN口「の取り組み

7※
EHR ElectHDnに Hettth Record、 PHR Persontt Heakh Reco」

口 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

◆日々のノビ タル情報と医療情報を活用し、病気になる前に異常
を発見し、高額な医療費がかかる重い病気にさせないことで医療

●N7‐Tは、医療機関や施設、情報および人を
″
つなぐ

″
ことをミツションとする

費削減に貢献



@ xrr 医療健康共通基盤 (EHR、 PHR)
ID連 携・情報流通基盤

の構築

収集・提供すべき個人の医療・健康

情報は、管理 (責任)主 体が異な

る複数の事業者に散在している

EHR/PHR実 現のための課題

異なる事業者間で医療・健康情報を流通するためには以下の課題を解決する必要がある

/1D…WSF2.0(EHR)、 OpenID2.0/Continua(

ヒ活用したID認証連携、情報流通や独自技術によるフ

情報管理

一　．．　．．．．．．．一一一一

S urr 医療健康共通基盤の概要
ID連 携 ・情報流通基盤

の構築

ヘルスケア
サービス

嘔
期ｒ樹

多血圧計

*at



@ urr 医療健康共通基盤実現に関する残課題
ID連 携・情報流通基盤

の構築

■地域医療連携は、先進的な医療固での導入が始まつている状況であるが、それ
それが個別事業

■今後、複数の医療圏での連携なが 発生してくると考えられる

◆複数医療団連携に関するビジネスモカレ、マイナンバーとの連携や、ベンダー間連携
の仕様の検討などが必要

■ほとんどの地域において、利用者は医者のみであり、看護師や患者は情報閲覧
できない

■医療、介護連携では、セキュリティポリシーの異なるフしットフォームを連携させる
必要 (EHR/PH腱 携)が ある

◆実証実験等を通してガイドラインを作成する必要がある

■今後の発展に向け、国としての統一的な方針策定が必要

◆マイナン′ゞ―との連携や既存システムを含む全国での医療日間の連携方針やセキュ
リテイポリシー策定等
●マイナンバーは国、自治体がシステム運用者。地域医療連携は医師会や協議会等が運用
者。異なる運用者間をつなぐ方針が必要

●ID認 証・情報連携に関するプロトコル (例えばヽ AML/1D¨ WSFな ど)の 規定が必要

■データの二次利用は始まつたばかり

― ― ― 一 一 “ J ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

@ xrr 遠隔医療・介護
ID連 携・情報流通基盤

の構築

遠隔健康相談システム

医菫綺口
: [ ) 1 零 幣

EH鰹 盤
SAML/10‐ WSF

PHR基 盤
OpenID J

※2013年 に∞ nunuaガ ィトラインに採用される予定



@ wrr 遠隔医療 (健康相談)の 事例
ID連 携・情報流通二盤

の構築

{6s
S;{E

59.5→ 57.7 69.0→ 66.0 54.1→ 52.6

147.4→ 128.

84.4→ 75.2

4089→ 7100

88.3→ 80.5

4238→ 8252

82.1→ 72.2

4003→ 6429

■古血圧100mmHg以 上
の■●者の627%メ 131以

上のIIの改善が見られた

最低血圧85mmH3以 上の

'加 者の 0596が1●I以上
の■の改善が見られた

地麟0人皆で取り嘔みに,
加する中で、―||に,く習
●が広がつた

24.1→ 23.6 24.6→ 24.0 23.8→ 23.3

O NTT 医療システムごとのICr化の効果
ID連 携・情報流通二菫

の構築

■医療費 :1′043.1億 円、収入/費用 :1′292.6億 円、社会便益 :3′217.1億 円

・/ステム Ｒ

出
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』̈
3日菫●システム

(■●■●‐ビス●●●l
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3●勁`化

57■
デジタル(ヒに,うフィル
ムレスIPACS,

2641

デジタル化に伴うベー′く
―レスでオーグリング露)
や人■口削減

7661 2 3
保健指■のキ務の鶴
率̀ ヒ

社会便盤 7 癖 彩
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111434
医薇綺間内のワークフ:
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注1現 在、EHRO薔 及率が推定できないため―としている工 仮に10%着 及すると仮定すると220.3億 円と試■される。

既存研究●からエビデンスが嘔 できた勁凛項目に田り定■`ヒが試みられており、十分なエビデンス収彙R會 なかつたものは定性的な「●にとどめられている

14 出 典 :平成24年版 情報通信自書       ___“ d■ ■■■■|||||||||||||||



O NTT 遠隔医療・介護に関する残課題
ID連 携憫 流通甚盤

の構築

■DtoDに使用される違隔医療機器は発展している一方、DtoPに対しては、
様々な機関で遠隔医療効果に関するエビデンスが蓄積されつつあるが、さらなる
エビデンス蓄積が必要
◆対面と同等の効果が必要

■医療費削減のためには、医療・介護連携により日々のバイタルデータのモニタリ
ングから悪化の早期発見等 (悪化させない、未病に防ぐ)ボ 重要
◆コスト面や情報リテラシーの問題により、情報化があまり進展していない介題分野で
の対策が必要

■cOnunuaな どNレスタア系デバイスの標準化は進んでいるが、医療系デバイ
スに関する標準化は進んでいない
◆ベンダ依存なしに医療系カイスを活用できる仕組みが必要

■医療デ′ヽイスとスマートフオンがセツトとなつた医療機器の薬事法での認可や、そ
れらを活用した診察の診療報酬化等が必要
◆日本での一般的な医療機器の認可期間は欧米諸国の約3倍.短期間化が必要
◆米国FDA(食 品医薬品局)はスマートフオンを活用した医療機器類の普及、それ
に伴う不具合の発生、またFDA審 査の長時間化への対応として、―定のルール作り
を開始
●一定のルールや標準を設けることで、新たな企業が,入 しやすくし、Ⅱ機器との連携を促進
するねらいがある

15関 連資料 第6回ライフイノペーション戦略協■会資料

O NTT 保健事業支援 医療・健康情報0活 用

PDCAサ イクノ



医療健康情報の二次利用 :臨床疫学への取り組み 医 療・側剌‖口の活用

0胴 型‐7

専門領増における取り組み例

じ凛  =次 ・三次予防

ON冒 医療健康情報の二次利用における残課題 医療・健康情報の活用

■大規模コホートの母体となる地域医療連携でのDBが
二次利用にほとんわ かわれていない
◆EHR、 PH曜 盤を活用し、匿名化DBの 構築が必要

●秘密分散・計算技術等の活用

■ほとんどの臨床疫学DBはプロトコル毎の小規模DB
◆手作業によるデータ入力がほとんど(医師のボラン粛 ア)

◆小規模DBを集めメタデータマイエン伽 能な大規模DBイい

◆デ…夕名寄せのためのデータ・クレンジング技術やビツグデータのマイエング技
術の確立が必要

■法的/ガイドライン対応
◆秘密分散保存と個人情報保護法との関係なと 解釈があまり明確になつて
ない

◆米国のHIPAA法 のような医療情報の取り扱いに必要な法制度の整備が
必要

18 関 連資料 第6回 ライフイノベーション戦略協日会資料
___口 “■■■■||||||||||||||||

【HE情 報処理技術】
・… 晰

●メタデータマイニング鰤
0日名化技術

【安全島 じなインフラ技術】
・●aru目 ●クラウト薦
●秘密計口、トレーサビリ"薔 ●プ
ライ′●H鳳田饉劇層



ON冒 まとめ

■今後、地域医療連携、地域包括タアシステムの推進を図るためには、情報通信
基盤を活用した中期的なエビデンスの蓄積・検証が重要であり、今後も継続し
た技術開発や実証実験が必要である

■さらに、以下の課題解決が重要となる

◆医療健康共通基盤 (EHR、 PHR)

●複数医療田連携に関するビジネスじ レヽ、マイナンバーとの連携、ベンダー間連携
の仕様の検討なと 国としての続―的な方針策定が必要

◆還隔医療・介護

●さらなるエビデンス蓄積が必要

●スマートフオンを活用した医療機器の案事法での認可きヽ 要

◆医療・健康情報の二次利用

●EHR、PH鰹 盤を活用し匿名化DBの構築が必要

●小規模の臨床疫学DBを集めメタデータマイニング可能な大規模bB化

●法的/ガイドライン対応
―秘密分散保存と個人情報保護法との関係など、解駅の明確化が必要

―米国のHIPAA法 のような医療情報の取り扱いに必要な法制度の整備が必要

―19
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以下、参考
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O NTT 世界の高齢{ヒ率の推移

２

的
“

アジア

〔督0 1螢り1 1 " lⅢ ,螂 知" " : 0おり κ“ κ"神
{r,

l¨ lⅢ l,019111颯prぃ ●lo椰や“●節"コ "
(■,

21

青ll tしヽ ■■,“ h“ ":■ |"摯 ■lR Tヽコ■ 1‐ も■
ただしU■ ,= 匈嗚“itま なコη:螂0調 奎: DO年 ,韓 ::` ユヽ'を企は崚 A:円 ●燎スF′●小。)鉦来“計A`」(■■13■1ゼll●雖)サ
●11■1'It r亡 中t¨  (とる書,I饉■,==る .

lt)λ 工t鑢 ヒニ t椰 ァメリカ :|+ ヨ ー●γ′` 十 ‐スト,■ アllびニュージー'シ =0ら なる““tい う。
に■21■ ltとは 7フ リヵ rジ ソ("41蛛 (1 ヽ卜"準  メ ,|シ ア ミ タ0ネ シずとびポリトレヂiう ■らを鑢ない).

出典 :平成23年蔵日齢社会自■

一 日本     oll
・ イタリ●  (196)
― スウェープレ:172サ
→―スペイン  (168
‐‐ ドイツ   (1● o,
・ フランス  〈 16●
● イイリス  (,al)
● ア メリヵ各劇コ

ー 彙 崚“
― 睦 趾 覺“ 【“)

― 日本    れ ,
` ■口    (26)
‐‐―インド   146)
~イ ンドネシア(55,
‐ フィリピン (39)
・ ●口    `9■ )
0 シ ン"′―ル(85)
● タイ    (71'
― "園 4
-日 鶴 上麒

@ urr 医療健康共通基盤 (EHR、 PHR)に おける課題解決
ID連携

瀕躍F路
盤

課題
対応機能 概要

ID連 携・

認証連携

【EHR】SAML2.0対 応。アクセス毎に仮名を発行し、仮名によ
る各ユーザtDの 紐づけを実現。シンカレサインオンが可能

【PHR】OpenID2,0対 応。シングルサインオンが可能。EC/広
告等の他分野サービスとの容易な連携が可能

／

フ

／

＼
／
亀

情報流通

・【EHR】ID…WSF2.0対 応。認証結果情報を用いた情報流通。
通信路における暗号化・署名

・【PHR】Continua対 応 (WAN、 HRNイ ンタフェース対応)

セキユリティ確保

アクセス

制御

【EHR】本人の同意に基づく柔軟なアクセス制御を実現

【EHR】ユーザ、組織、資格および関係に対しアクセス許可ルー

ルを設定可能

データ操作

運用管理 運用管理 ・各事業者で共通利用できる部分を集中管理

""口 ■

データフォー゛ット

医療健康

DB

。医療健康情報に関する標準規格 (SS‐MIX、 H L7、

Continua● ):こ力拓薔

フオーマツ
ト変換

・既存NTTグループ商品 (RhapsOdy)に より様々なフォー

マツトに変換可能
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O NTT 秘密分散・秘密計算技術

背景
機微度が高いデータをクラウNこ保管する場合、クラウト上での情報漏洩の脅威がサービス阻害要因となり得る

技術課題

保管のみであれば暗号化力惰 効助 や、暗号化すると情報処理 (検索、加工、集計等)ガてきない

文寸舅賃

秘密分散と呼|れる暗号方式によ"=夕 を保管し、秘密分散したまま情報処理可能な秘密計算技術により、クラウト

運用者でさえも生データに一
切アクセスできなしY情報処理が実現可能

データの平文はクラウト
に存在しなしlbl、データ

問合せ魔 きる

・復元には全体のうち
一

定割合以上の断片の収集が必要
=一 部の断片では復元できない

25

・秘匿されたデータを暗号化したまま処理をイテえる
。秘密分散技術との組み合わせにより、分散された
データを復元することなく検索や統計処理など任意
のデータ処理勁可能

O NTT JALSGと の臨床疫学における秘密計算技術の実証 (2/14報道発表)

～ 秘密計算技術により臨床研究データのさらなる安心・安全な活用が可能に ～
(2012/2/14プレスリリース)

医師 臨床研究者

【概要】
」ALSG(成 人白血病治療共同研
究グルーカ の臨床研究データに、
日音号化したまま統計分析力河 育ヒな
秘密計算技術を活用し、実用に十
分な速度性能を達成。

【技術のポイント】
データを日音号化して分散する秘密
分散技術は、統計解析の際にデー

タをいつたん復号化する必要性があ
り、脆弱性力漂 題であつたが、秘密
計算技術は暗号化したまま統計解
析力ヽ I能である。NTT独 自の高速
化アル劇 ズムの考案により、世界
トップの処理速度 (ソート演算で他

社比100倍以上)を実現。

「
秘密IFFシ ステム |

統計分析結果

秘密計算

続計分析

大幅に軽減した1

26 ―



OW 海外展開への取り組み

■eHeatth標 準化の国際情勢下におしヽて=TU(国 連の専門機
関、国際電気通信連合)を 中心に中国等アジア諸国の政勢が激
しくなつてきた

■NHc'は 、総務省と連携し、¬「C(― 般社団法人情報通信技
術委員会)の 健康・高齢化WPで の活動を通して日本の意見を
FG M2Mに 寄書として提出し、巻き返しを図つている状況

■Contlnuaを 活用した―連のeHealth、 mHea:thサ ービス方
式をITU‐T(通 信分野)で 標準化するとともに、ITU‐D(開 発
途上国における電気通信技術標準)で のガイトライン化とビジネ
ス展開を目指している

■2013年 2月4、5日 京王プラ琳 テル
Joint ITU‐D′=TU‐T eHealth workshopを 開催予定

27

mHealth lnitiative

■2012.■ 0.17 1TU Telecom World oDubai

■ITUとWHOに よるり団副染症 (NCDs)の ための
mHeatth ln:tiauveが 発足

■対象 :NCDs(癌 、心血管疾患、糖尿病、慢性呼吸
器疾患)

■世界的にNCDsが 重要な問題となつており、各国の医

療費増大の要因となつている

■ITUとWHOガ 連携することでこの問題の解決に向けた

活動を進める

■Mobileの 活用胸 スト的に必須であり、教育。医療な
どに利用が進む。持続可能なモカ レが必要

28



0■TT 医療機器市場の国際動向

医壼根喜市坦のシェア(2009年) "8 世界E鰊機器市場の推移 医襲 檀喜市場 のシェア予測 (2015年 )
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資料5…3

ナノテクノロジー・材料 ワーキンググループ事務局

９
２
１。
月

■

２

・２

月

１
２
３
月

【WG開 催スケジュール及び
戦略協議会等との連携】

[第5回WG]

(9/27)

[第6回WG]

(11/19)

[第7回WG]

(12/7)

[第8回WG]

(12/19)

[第9回WG]

[第10回 WG]   1-… 三==… …■_L=二……」

:★ 強化すべき技術・技術領域 !

現状整理・把握
。ニーズ (課題)サイド

戦̈略協議会からの課題インプット
‐AP、ノリケージ施策分析
‐経済産業省バリレーン=υプ分析

。シーズサイド
‐国際ベンチマーク
ーポテンシヤルマップ けリプデート)

。将来
″
課題の解決

″
に大きく寄与すると考

えられる技術または技術分野の検討
・阻路となる課題等の検討

。強化すべき技術についての達成目標、波

及効果、開発スケジュール、等の検討
・協議会等から意見、要請等を受けた強

化すべき技術の検言寸

□―ドマツプ、課題解決へのシナリオの作成
[第11回 WGJに 関する□―トマツフl課 題解 :

:決 へのシナリオの提案    |
L ¨_ _¨ _ _ _ _ _ ― ―¨―――――――¨――――――‐



強化すべき技術領域、強化方策の検討テーマ例 (事務局案)

1.強 化すべき手支イホテ領域

① これまでにあまり強化されてこなかつた技術領域のうち、適用範囲力ヽ広い (分野横断的)もの

/技 術ポテンシヤルが高い (高い革新性)もの

② 他の応用分野に展開することにより、さらに大きな効果を期待できる技術領域

③ 技`ホテポテンシヤルが高い技術/技 術領域の探索、発掘

④ これまでに強化されてきた技術領域の今後の強化の方向性
2.広 範かつ多様な研究開発に活用されうる基盤的技術の強化の方策

ナノテクノロジー 材料wG技 術ボテンシヤルとAp用 薫の対ぽ ツフ棄

¨̈̈
¨̈嗅

半導体関連領域のSi

化の方向性

(1-0)

た革 ■‐ 駆 |“1.

分高性月莫、光角虫媒等 ト
(1-(D)      |

|
■                   'T・ ・“・~l

他分野の技術の医療

等分野への展開

(1-12)

ロエ/合盾プロセス
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ネ鷹 ●ヴ“り l

ァ
Ⅲ.‐ G 3“ =

計 珈 ″ `

基2書的l支術の]全化策

(2)

シミュレーシゴ′ 菫計・理論

‐

|

・ ― T O・・ ・

相8…
・・・

‖            `,.ic■ .      ■ , G■

(テ′tイス】                         + ギ 、■■州
∬….彎… .彎             カ ーボン材料

~~~~ ・
― ―      (1~0)

■■o■ ●■n

|,,,_●        響 R

|



ナノテクノロジー0材料WG技 術ポテンシヤルマツプ案 ※赤字の
“
技術ポテンシヤル

"は
、例として代表的なものを抽出した。

★ 高 機能 高性能な電子機器、電子デバイス、センサ等
の実現により、人々の生活の利便性が向上する。
☆ 光 配線と電子回路の融合により、低消費電力な情報
通信網が実現する。
★ 超 低消費電力な電子デバイス 機器、次世代照明に
より 低消費電力社会が到来する。
★情報機器の高機能化 高性能化、新ICTサービスの創
出等により、日本の産業競争力が向上する。

★ 火 力発電の飛躍的な効率向上とコンバイントリイ
クル化により、化石資源の有効矛J用服 進する。
★ 風 力発電 太陽光発電、バイオマス発電など力稿
度化し、クリーンエネルギーの使用力拡 大する。
★ 高 エネ,レギ密度二次電池、高効率燃料電池によ
り分散型エネルギーシステムの導入力助口速する.
★ 超 電導送電や未利用熱Ю活用により、今以上に
エネ,レギーを有効に活用することが可能になる。
☆ 希 少元素の代替 リサイクル技術 新規材料、バ

イオマス由来材料等により資源制約から解放される。

★ 電 気自動車の普及 内燃エンジン車
の燃貴向上によりC02"1出 =が 削減される
★ 電 気自動車のチヤージあたりの走行距
離が向上し、ユーザーの利便性が向上する。
☆ 軽 量高強度構造材料等により、次世
代の高速 低消費電力車両が実現する。
★ 高 効率な輸送用機械の実現により、
低消費エネルギー社会が到来する。
★ 輸 送機械用の電池のリサイクル率が
向上し、環境負荷●」軽減する。

ヽ★指向性の格段に向上したDDSが

・☆皮膚 骨の再生治療法が普及

組織 器官再生の臨床研究力性 む。
ヽ★患者状態の分子レヘ

｀
ルでの迅速な

把握飼 能になり、状態に応じた治療
選択 発症前診断 ,台療が普及する。
・☆家庭や′ツ トサイトで簡便 こ健康
状態を把握する機器が普及する。

′ゞイス

※2ページロ
につづく

(材料)

● ノーマリーオフコンピューティング(G-26,卜105)
不揮発ロジックメモリ回路とアーキテクチャの検証完了

●MEMS/NEMSデ バイス、加エプロセス
技術、材料o124卜125,卜135"186)

250pm′V以上の薄膜圧電材料1 薄さ
3mm以 下、体積0 1cm3以下超小型の光ス
キャナーデバィスの量産技術開発が完了

買・高効率照明(:107 : : 3 8 )
2倍 (現状の蛍光灯 ヒED比 )

●半導体関連材料、プロセス技術

(B-4E-14,160-2021H-31-
:01 102:22:26130:40158」 -2124356273)

lnm精度の大面積パタニングDRAMハ ーフビッチ
(llnm)、FヒASHハ ーフビッチ(8nm)を実現するリツ技

術が確立 LsI処理の高度イじ 省エネ化の進展

● ● 分離膜

(D―!O F-9 C-1214 H-2324 1-155-!)

安価な水浄化システム C02N2高 効旱ガス

分離フィルム

費電力(lmw/Gbps)機 器間伝送(100bps/ch)

● 光エレクトロニクス(G-27,23.I-106) ●エネルギーキャリア(卜185」-28)

化石燃料 ′ヽイオマスのガス化 H2′C02膜分離の実現、
再生可能エネルギーキからの高効率低コスト水素製造、水素の長距離

●マイクロリア
クタ(E-17)

マイクロリアクタを

集積化した大型
化学プラントの

実現

●機能性建

材(B-l H-38:一

112)

温度 湿度を同

時に調整できる

内外装材料が実

現

●●診断・治療機器、デバイス
(E-10.12G-8H-2831 32,59,l―

127」-51)

超小型体内埋め込み型の診断 治

療―元化医療機器 (TheranOsuc
de■ce)が実現

新規な診断、ベットサイドで健康状

態を把握できる機器の普及

米粒程度の大きさで 疾病マーカー

の高速検出 遺伝子型判定が可能

● 省エネサーバ、ネットワーク機器、低消費電力
ァ′`イス(E-34E-3C-24G-25:-103)

0103V動 作テバイス、消費電力1/101/100等

●固体酸化物形燃料電池(,OFC)(D9,卜131.卜144)
出力密度が現状の2倍のSOFC発電セル 300500℃域で高効率運晰が可

能な小型SOFC電源1低コスト高耐久性セル
●低消費電力/高速書換メモリ(A2卜 153」40)
エネルギアシスト方式にて記録密度8Tb^n2(現状

1 2Tb.In2)

0● 生体分子情報解析
(E-7 0 10 11 13,F-12H-29 30 54 55 56 57 58)

個ヽ人にあう治療選択 発症前診断 治療の実現
プロテオーム解析の感度が従来比1000倍以上に向上

●デイスフレイ・ディスプレイ用材料、透明電極材料
(A-10【-104:-120J-22」-26)

in代替の酸化物及び導電性高分子の実現

●ツし1虫媒(B-3 :-155-1」-70)

レアメタルフリーで全ェネルキ変換効率3 (ヽ現状
004 )ヽ水 から水素を製造する光触媒のエネルギー

変換効率が現在から30倍以上に飛躍的に向上

0● 生体内分子イメージング
(F-8G-911-5657)

1分子の精度での生体内イメー

ジング
15分以内 90%以 上の精度で

の疾患の状態分析

●希 少 元素代替材 料(D-8H-37:1:31-155-2」 -70J-72)

電子材料、電池材料、触媒、蛍光体、超硬工具年に含まれる希少元素(h Co pt Oy Eu Tb Y W等 )の自1減 代替技術の実現

●バイオマス日連材料 (G15016H47H■ 8H49:154)
非可食性バイオマス由来化学品の製造プロセスの確立 プラステックの50%をバイオマス由来に置き換え C02排出■1200万トン′

年以上の自1減

薇● ドラツグ・デリ′'リー システム

(DDS)

(A-3F-lG―フH-26」-3674)

薬の効果的な輸送や放出を行

うナノキャリアの実現

ナノ粒子を利用した医薬品の

臨床lt験が開始

●新原理ナノデバイス(G22′23."4,H ll,12,
13.1●lS,16,17,1■2Q21′40′,14'20′,23′141)

原子レベル、10Tb以上/cm2の記録技術:従来のトラン
ジスタに比べ 室温で消費電カカ1/`0000以下の単電
子トランジスタの作製技術i不揮発性論理素子の実現

●低摩擦材料・トライボロジー技術(B6.卜 133」5)
るエネルギーロスが10%低減 ;動力用石油年間使用量を10 減ヽらすグリーントライボシステムを20 普ヽ及

●●革新的翻薬
(G-1l H-5: 5253)

い●lcoで薬物の体内動態 作用
のシミュレーションが可能となる。

●高性能パワーデバイス 高効率インパータ{E5,卜1022川148)

電力変換器の半導体ユニットの損失が70%低減

●高効率モーターo‐145)

モータのエネルギー損失が25 削ヽ減される(国内電力消費量の約25 をヽ肖1滅)。

●● 高 感度センサデバイス(HlH-2フト1321141■186M-4M―フ)
オフィスビル エ場の中に配置するセンサを用いてエネルギー消費量やC02排出量の把握、最適化が可能になる。1従来よりも感度、信頼性ともに向上したガスセンサにより、疾患のマーカーを呼気から分析する技術開発が進む。

●超電導材料、超電導デバイス・線材(卜142」19J-29J30J■5)
77Kで臨界電流密度400A/mm2の線材の実現 THz領域での高強度発振デバイスの実現

″●高性能磁石・レアアースフリー磁石、磁性材料(A311341151J16」 25)
180°Cで15倍の強さを持つ耐熱性ジスプロシウム(Dy)フリーネオジム焼結磁石が実用化

0● 綱胞・組織利用
(A-4E-OE-13G-6H-25」 -52)

新規細胞治彙の実現、細胞の接
着 増殖 分化が制御可能

●高効率 長寿命・低コスト太陽電池lA lB 5F 7G 5H-44J17● :8)
ラボレベルで変換効率25ヽ (現状16 )ヽi発電コスト7円/kWh以 下 変換効率40ヽ 寿命15年以上

各技術項目に記載のOの 色は、提
案先候補の協議会0との関連を示す。
「グリーンイノベーション協議会
● ライフイノペーション協ll会
●:復興 再生協腱会
●:重点化課題検討TF

(産業競争力の強化)

●ヽ大容量・高エネルギ密度二次電池、二次電池用材料lA l10 2‐ 6E15F3404H2ユ :39」-441

250いh′kgを超える高エネルギー密度の車載用大型電池が15円/Whの 価格で実用化されている:現状の3倍のエネルギー密度(550～600W"L)の 高容量リチウム電池
重量エネルギー密度250W′

′kg、出力密度1500W lg、寿命10-15年の二次電池



(デバイス)

※1ページロ
からつづく

● カーボンナノ材料(CNT.グラフエン等)(C■19■22卜12011501
超高速、低消費電力、不欅発性ナノカーボンメモリーによるHD、フラツシュメモリ、SDRAMの 代書:炭素繊維を

凌驚する力学特性ナノカーボン糸:電流密度が鋼のl CXl倍のナノカーボン等

●●●● カ ーボン複合材料 (D5,F6.1108卜 109:110卜 129■1371150)

強度フCPe弾 性率4000pa(現状強度6CPa弾 性率31XICPa)の高弾性率炭素織性が上市、航空機材料として適用瀾始;
従来の製造プロセスに比べて22万トンのC02排出量‖滅;従来自動車比で軽量化率60%の量産車の生産技術が確立; 121207版

0● 大審畳キヤバシタ。キャバシタ用誘電体材料(卜148)

誘電率50000以上(現状3∞0程度)のBo■03単結晶が開発される

●●●● 軽 量高強度構造材(レ7卜5■111「“9J152よ 2」-3J6Jフ J8,J ll)
超高強度(現状の最高強度の2倍)と高加工性(伸び率3倍)を両立i強度2倍 寿命2倍の材料開発が完了i従来の航空機用アルミ合金に比べ強度で10%以上向

上したアルミ合金等;超高強度(現状の最高強度の15倍)と高加工性(伸び率15倍)を両立し、かつ低コストな高強度高工性鋼板(中高炭素鋼〉
低コストと軽量高強度を両立した材料が介ll医 療補助具に普及する。さらに生体に優しい材料が埋めこみ型医療機器に普及する。 各技術項目に記載のOの 色は、提

案先候補の協膿会等との関連を示す。
●1グリーンイノベーション協臓会
0:ライフイノベーション協議会
01復 奥 再生協臓会
0:重 点化課題検討TF

(産業競争力の強化)

●高情度・超寿命金型用材料、加工技術{卜1:4J:43J147)

電気自動車のモーター用の電磁鋼板、ナノ、アモルフアス磁性材料を打ち抜き威影するための高寿命金型;雌加工材を高精度加工するための工具 金型材料
●●生体遭合材料(1136)

生体吸収Mg合金を用いたステン

トやインプラントが国内認可● ●熱マネージメント材料 デバイス{D‐4,E“,H‐41,Ⅲ18印‐27)
棒熱温度5∞℃で変換効率2%、 1∞℃で10%を実現; 自動車 住宅等の未利用排熱の回収 再利用が可能となる

● ●超耐熱材料(0■,D‐2,D3,1‐13〕
入口温度17∞℃級のガスタービンに適用可能な動翼材料、連熱コーティング材料 35MPa、フ∞℃の蒸気条件で使用できるポイラ タービン材料

ナノ材料等の安全性評薔技術(←18.H50.1159卜160 K lM 8)

製品並びに生体及び環境中のナノ粒子 材料の特性解明、8f瀾技術手法を開発
ナノ材料に適した各臓器への(特に慢性影響)有害性の試験 評価方法を開発

ナノ材料等の迅速・効率的な安全性評価技術が確立し、リスクの合理的な評価・管理が実現

材料創成プロセスの高度化・高付加価値イし

金属の精錬・鋳造・量造・プレス・焼結技

術(A-5,6フ9,1175)

低コストで劣質鉄原料から高品質鉄製造

単結晶の高品質化技術(:」-15,4269)

透過損失0 1dB/cm以下を実現する結品化
4インチダイヤモンド単結晶ウエハ

低欠陥、高品質なSC単 結晶(販売可能レベル)
高効率・省エネ石油化学プロセス技術

(:-15,1 1-157)
ナフサの分解温度を200℃低下させるプロセス

の実現

ナノ操作技術l」-4950.60.63)

高次ナノスケール材料創製プロセス

ナノ77イパー革新製造技術(卜11)
1ドル/kg以下のナノ77イバー

ボトムアッププロセスの高度化

ナノ操作による組織鋼御技術
(」-46 47 48 50 58 59 61)

ナノからサブナノメートルスケールでの相密な網
造及び分子機能が複合化した網目状の集1

自已組織化による材料形成(G,3H=
望む機能 特性を有する材料、構造、プロセラ

先進的解析法の開発

3次元ピコスコピー(SPHng-8)
非贔賞やヘテロ界面を含む物質内部構造を、
原子分解能で、非破壌的・3次元的に観察

X線 自由電子レーザー(SACLA)
アト秒X線パルス発生による主体分子の階

層構造ダイナミクスの解明及びピヨ フェム
ト秒ダイナミクスイメージング

3次元元素・形状・状態分析計瀾
(1-121」-3234 38 66)

表層(0 11Xlnm)及び広域(llXlnm2 1cm2)
における、3次元元素・形状 状態分析計用

加工・接合技術の高度化

コーティング・表面加工技術(F:O i 128」-4)

塗装技術に肉薄するlEコスト大面積威膜技術

難加工性材料の易加工化技術(114147166102
20mm鋼 材を仕上げ加工を要しない粗さで切断できる炭酸

ガスレーザー

異種材料の機合・積層技術(卜lFム H-461● 9)

各層の厚みが1いm以 下の樹脂積層光学材料創製

母材の強度と同等以上の異種材料接合技術

シミュレーション・設計・理論

新機能探索 ナノ材料設計

ナノスケール物貫・材料の構造・物性の理綸的解析
(H-1034 45」 -39 53 55 56 57∈ 3:3)

ナノスケール物質 材料の複合物性年の新規な物性の予測

マルチフィツクスシヨ レーション・複雑材料システムの統合シミュレー

ション(E-1.4J-54)

材料のサブミクロンオーダーのナノ診断が可能

熱・機械特性予瀾(H8.」1)

計算科学を用いて、高温での各種耐熱材料基材やコーティング層、
両者間の界面における組織・特性変化を予澤

インフォマテイクスを活用した分子設計(H55)
任意の分子認臓機能をもつタンパク貫の設針手法の確立

スーバーコンピュータ「京Jによるシミュレーション
ナノスケー,レデ′“スをシミュレーカ ンし、機能 材料特性予測を実現

計測・評価

計浸1・評価・観】1技術の高度化

化学材料の性能屏籠枝衛(卜156)

新材料 デバイスの効率 寿命 耐久性
等の性能評価手法を確立し、開発を加

速`し

X線 動画イメージン吹」641
～30ミリ秒レベ,レでその場計瀾イメージング

多元的なその場表面計瀾(J66)

単原子分解能を有する多元的なその場表

面計測

使用環境下t・0構造材料モニタリング技術
(卜149.J-37.L-3)

耐熱材料、高強度材料等の環境中その

場計用システムを実現

空間・時間分解能の飛躍的向上

ナノ材料の諄饉測定技術
(H-578.9)

20nrn以下の檄細形状、1∞nm以下の粒子、
10～20nmの檄小領域、CNT材料中の亀裂およびその進展挙動の計瀾・

87● (H-1.J-12L-2)
空間分解能数mm、時間分解能散nsの

超音波ホログラム映像法

検出感度の飛躍的向上

原子分析電子顕薇鏡(E2‐ 2■121,■67)

劉間分解能～“m

表界面スピン計瀾技術κJ 31)

衰界面単原子層のスピン分極分析

化学種同定高感度化技術 (」-65)

四極子核元素の観測を実現(NMR)
4ヒ学種を同定した原子分解像計瀾が実現

資源の有効活用

希少元素等のリサイクル・回収技術
(A-12B-7C― :フコー:23」-71)

レアメタリレレアアースの拡散最低減

不要物の資源化技術(B3)
レアメタルを利用しない002選元が
全エネルギー変換効率3%で実現

安全性
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国の研究開発評価に関する大綱的指針

国の研究開発評価に関する大綱的指針を別冊のとおり定める。

なお、国の研究開発評価に関する大綱的指針 (平成 20年 10月

31国  内 閣総理大臣決定)は 廃止する。
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はじめに

(科学技術基本計画における評価の位置付け)

我が国は、科学技術創造立国の実現を目指して、「科学技術基本法」(平成7年法律第130号)
を制定した。本法に基づき第1期科学技術基本計画(平成8年7月 閣議決定)、第2期科学技術基
本計画(平成13年3月 閣議決定)、第3期科学技術基本計画(平成18年3月 閣議決定)、第4期

科学技術基本計画(平成23年8月 閣議決定)が策定された。

第4期科学技術基本計画においては、科学技術イノベーション政策として課題達成のために科
学技術を戦略的に活用し、その成果の社会への還元を二層促進するとともに、イノベーションの源
泉となる科学技術を着実に振興することが必要であるとされている。また、このような科学技術イノ
ベーション政策の推進においては、研究開発の推進から、その成果の利用、活用に至るまで関連
する科学技術を一体的、総合的に推進すること、独創的な研究成果を生み出し、それを発展させ
て新たな価値創造につなげることが提言されており、これらのための具体的な取組として、評価シ
ステムの改善及び充実が位置付けられている。

(研究開発評価への取組経過)

研究開発評価に関しては、第1期科学技術基本計画に基づき、「国の研究開発全般に共通す
る評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」(平成9年8月 内閣総理大臣決定)を策定し
てその取組の定着化を推進してきた。また、第2期科学技術基本計画に基づき、「国の研究開発
評価に関する大綱的指針」(平成13年 11月 内閣総理大臣決定)を策定して厳正な評価の実施を
推進し、その後、改定を行い(平成17年3月 内閣総理大臣決定)、励まし成果を問う評価等を推
進してきた。さらに、第3期科学技術基本計画に基づき、「国の3/1究開発評価に関する大綱的指
針」(平成20年10月 内閣総理大臣決定)を策定して、評価の継続性の確保、評価の効率化、国
際水準による評価等の評価システムの改革を推進してきている。

(研究開発評価の改善への新しい取組)

研究開発評価においては、従来より、以下の観′点から取り組まれてきている。

① 優れた研究開発の成果を創出し、それを次の段階の研究開発に切れ日なく連続してつな
げ、研究開発成果の国民・社会への還元を迅速化する、的確で実効ある評価を実施するこ
と。

② 研究者の研究開発への積極・果敢な取組を促し、また、過重な評価作業負担を回避する、
機能的で効率的な評価を実施すること。

③ 研究開発の国際水準の向上を目指し、国際競争力の強化や新たな世界的な知の創造など
に資する成果の創出を促進するよう、国際的な視点から評価を実施すること。

これらの観点にカロえて、第4期科学技術基本計画の趣旨を踏まえ、我が国や世界が直面する
課題を解決するとともに科学技術を着実に振興していくためには、科学技術イノベーション政策を
二体的、総合的に推進していくことが不可欠である。
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こうした新たな政策の方向性に対応するため、

④ 研究開発政策各階層(政策体系)の相互の関連付けを明確化し、最も実効性の上がる階層
においてPDCA(Plan―Do―Check―ActiOn)サイクルを確立すること。

⑤ 研究開発の推進からその成果の利用、活用に至るまでを視野に入れて、取り組むべき課題
に対応した日標 (アウトカム指標等による目標)を設定し、その達成状況を的確に把握するこ
と。

等の観点から、さらに評価システムを充実することが必要となっており、今般の大綱的指針の見直
しは、このような状況を踏まえて実施するものである。

(本指針の性格)

本指針は、国の研究開発評価について基本的な方針を示したものであり、各種の評価を実施
する主体がその特性や研究開発の性格に応じて本指針に沿つた的確な評価を実施することによ
つて、研究開発に適した効率的で質の高い評価が行われ、優れた研究開発が効果的・効率的に
行われることを目指すものである。

本指針は研究開発を実施又は推進する主体(注1)が実施する評価及び本指針が対象とする研
究開発について第二者評価を行う機関(注2)が実施する評価について適用される。

(政策評価、独立行政法人評価及び大学等の評価との関係)

本指針による評価は、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号。以
下「政策評価法」という。)に基づく政策評価と対象とする範囲は異なるが、基本的に目指す方向
を同じくするものである。本指針は、政策評価に求められている諸要素を踏まえ、さらに、研究開
発の特性を考慮したものであり、本指針による評価の実施に当たっては、同法に基づく政策評価
と整合するように取り組むこととする:また、研究開発機関等の評価のうち、研究開発法人等につ
いては「独立行政法人通則法」(平成11年法律第103号 )に基づく評価、さらに国立大学法人及び
大学共同利用機関法人については「国立大学法人法」(平成15年法律第112号 )に基づく評価と
整合するように取り組むこととする。

(本指針のフォローアップ等)

総合科学技術会議は、厳正な評価、評価結果の適切な活用等が十分に行われるよう、本指針
に沿つた評価の実施状況についてフォローアップを行い、各府省へ意見を述べるとともに、必要
に応じ、本指針の見直しについて意見を述べることとする。

(注1)研 究開発を実施又は推進する主体としては、次のものが想定される。

・各府省

・大学(国公私立を含む。)及び大学共同利用機関、研究開発法人等(研究開発力強
化法第2条第8項に規定する研究開発法人及び同項に規定する独立行政法人以外
であつて研究開発を実施する独立行政法人をいう。以下同じ。)、国立試験研究機関
等



(注2)第 二者評価機関としては、次のものが想定される。

・総合科学技術会議

・独立行政法人評価委員会、国立大学法人評価委員会、大学評価・単位授与機構

等
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第1章 基 本的考え方

1評 1面の意義

研究開発評価は、国際的に高い水準の研究開発、社会・経済に貢献できる研究開発、新しい

学問領域を拓く研究開発等の優れた研究開発を効果的・効率的に推進するために実施する。

研究開発評価の意義は、次のとおりである。

① 研究開発をその評価の結果に基づく適切な資源配分等を通じて次の段階の研究開発に

連続してつなげるなどにより、その成果の利用、活用に至るまでの科学技術イノベーショ

ンの一体的、総合的な推進に資する。

② 評価を適切かつ公正に行うことにより、研究者の創造性が十分に発揮されるような、柔軟
かつ競争的で開かれた研究開発環境の創出など、より良い政策・施策の形成等の効果
が得られる。

③ 評価を支援的に行うことにより、研究開発の前進や質の向上、独創的で有望な優れた研

究開発や研究者の発掘、研究者の意欲の向上など、研究開発を効果的・効率的に推進

する効果が得られる。

④ 評価結果を積極的に公表し、優れた研究開発を社会に周知することにより、研究開発に

国費を投入していくことに関し、国民に対する説明責任を果たし、広く国民の理解と支持

が得られる。

⑤ 評価結果を適切に予算、人材等の資源配分に反映することにより、研究開発を重点的・

効率的に行うことができる。

2本 指針の適用

本指針が対象とする研究開発評価とは、研究開発施策、研究開発プログラム、研究開発課題、

研究者等の業績及び研究開発機関等の評価を指す。(注3)

研究開発の範囲は、国費を用いて実施される研究開発全般とする。具体的には、各府省、研究

開発法人等、大学(国公私立を含む)及び大学共同利用機関(以下「大学等」という)並びに国立試

験研究機関等が自ら実施又は推進する研究開発が対象となる。また、民間機関や公設試験研究

機関等で国費の支出を受けて実施される研究開発、国費により海外で実施される研究開発等も

対象とする。

各府省は研究開発評価の指針において、本指針に沿って、評価対象、評価 目的及び評価結

果の取扱い、評価者の選任、評価時期、評価方法など研究開発評価の実施に関する事項につい

て、具体的な方針を定める。また、研究開発機関及び第二者評価機関等は、本指針及び各府省
の指針に沿って、同様な事項について、明確なルールを定める。

これらの指針等は、政策評価に関する基本計画及び事後評価実施計画、独立行政法人に係る

評価基準等とも整合するよう定める。



3評 価関係者の責務

(1)研究開発を実施又は推進する主体の責務

研究開発を実施又は推進する主体は、本指針を踏まえ、公正かつ透明で、研究開発の特性や

その進展状況等に応じて柔軟で、優れた成果が次の発展段階に着実につながつていくための評

価の具体的な仕組み(評価指針、要領等の策定、評価委員会の設置等)を整備し、厳正に評価を

実施する。また、その評価結果を適切に活用し、さらに、国民に対して評価結果とその反映状況に
ついてわかりやすく情報提供を行う。その際t研究者が高い目標に挑戦するなどを通じその能力
が十分発揮されるよう促し、研究開発の質の向上や効率化を図るとともに、評価実施に伴う作業負
担により研究者が本来の研究開発活動のための時間や労力を著しく費やすことのないよう努める。
また、各府省においては、研究開発評価の実施及び評価結果の活用が適正かつ責任を持って行
われるよう、所管官庁としての責務を果たすものとする。

(2)評価者の責務

評価者は、研究開発評価に当たり、評価対象を正しく理解することに努めた上で、公平。公正で

厳正な評価を行うべきことを常に認識し、研究者及び研究開発を推進する主体の責任を厳しく間
う姿勢を持つとともに、独創的で有望な優れた研究者や研究開発を発掘し、又はさらに伸ばしてよ

り良いものとなるように、適切な助言を行う。

(3)被評価者の責務

被評価者は、国費による研究開発を行うに際し、意欲的な研究開発課題や研究開発プ■グラム

等に積極的に挑戦すること、研究開発の成果を挙げること、研究開発の成果が最終的には納税
者である国民・社会に還元されるよう図ること、あるいは成果が出ない場合には評価を通じて課さ

れる説明責任や結果責任を重く受け止めること、研究開発の目的に沿つて資源配分を適切に見

直すことなど、その責任を十分に自覚することが極めて重要である。

また、研究開発活動の一環として評価の重要性を十分に認識し、自らの係わる研究開発活動
について評価者の正しい理解が得られるように、十分かつ正確に説明又は情報提供をするなど、

積極的に評価に協力する。

4効 果的・効率的な評価の実施

本指針が対象とする研究開発の評価は、その対象ごとにあらかじめ具体的かつ明確な目標を

設定し、その目標、達成度合い及び研究開発成果について、国際的な水準に照らして行うことを

基本とする。

研究開発評価は、研究開発を実施又は推進する主体や評価対象、評価時期等において極め

て多様である。このため、研究開発の評価を実施する主体は、それぞれの特性や役害」等に相応し

た質の高い実効性のある評価が行われるよう、また、評価が研究者等にとつて過重な負担とならな
いよう、評価の実施体制の整備や具体的な仕組みを構築し、評価を効果的・効率的に実施する。

また、評価を実施する主体は、実施する評価について実効性及び効率性の向上等の視点から

適切な時期に検証を行い、必要に応じて実施体制や仕組みの改善に取り組む。
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(1)重層構造における評価の効率的実施

国費を用いて実施される研究開発は、それらを実施又は推進する主体の面からみても、また、
評価の対象となる研究開発の面からみても、階層構造となっている。評価は、このような階層構造
の下で各々の階層レベルにおいて重層的に実施されることから、同一の研究開発が複数の評価
の対象とされることが多い。

このため、評価を実施する主体は、同一の研究開発に対する評価が重複しないよう、関係機関
とも連携し、評価結果等の相互活用や評価方法の調整などを行い、全体として効果的・効率的に
運営する。

(2)評価の実施、活用等に関する責任主体の明確化

研究開発評価はそれ自体を目的とするのではなく、研究開発マネジメントの中で有効に機能す
るよう、評価が適切に実施され、また、評価結果が目的に沿つて確実に活用されることが重要であ
る。

このため、評価を実施する主体は、誰がどのような目的で評価を実施するのか、また、評価結果
は誰がどのように活用し、どのような効果を生じるのか等に関して、それぞれの主体、その役割と責
任などをあらかじめ明確にし、それを関係者に周知した上で評価を実施する。

(3)評価関連情報の機関横断的な活用促進と評価のための電子システムの導入

評価を実施する主体は、評価者の選任、評価業務の効率化等を図るため、研究開発成果、評
価者、評価結果等の評価関連情報について、標準化して蓄積し、これらを横断的かつ相互に活
用できるよう、利便性の高い電子システムを導入する。

さらに1評価業務を効率化するため、申請書の受付、書面審査、評価結果の開示等に電子シス
テムを導入する。

5評 価実施体制の確立

(1)評価実施体制の充実

評価を実施する主体は、評価部門を設置し、国の内外から研究経験やマネジメント能力を有す
る人材を適性に応じ配置するなど、評価の信頼性及び客観性を担保し、効果的・効率的な評価の
適切な運営と国際的な水準から見て評価の高度化が推進されるよう体制を整備する。

また、評価の実施やそれに必要な調査・分析、さらには評価体制の整備等に要する予算の確
保については、研究開発を実施又は推進する主体の責任で行う。

(2)評価人材の養成・確保

評価を実施する主体は、評価者や評価業務に携わる人材として、独創的で優れた研究者・研
究開発を見いだし、育てることのできる資質を持つ人材や評価に係る必要な調査・分析等を行うた
めの知識や能力を有する人材を養成・確保し、配置するよう努める。

このため、優れた評価の導入や普及、評価の手法等の高度化のための調査研究の実施、評価
部門に専門経験が蓄積するような人事制度での配慮、評価者の社会的地位向上と評価に参加す
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ることが評価者個人に有益となるようなインセンティブの検討、評価者を評価する仕組みの整備そ

の他評価支援体制の全般的整備に努める。

研究者には、研究開発の発展を図る上で専門的見地からの評価が重要な役割を果たすもので

あることから、評価者としての評価への積極的な参加が求められる。一方、特定の研究者に評価
実施の依頼が集中する場合には、評価への参加が大きな負担となり、また、評価者となる幅広い

人材の養成確保にもつながらないことから、評価を実施する主体は、海外の研究者や若手研究者
を評価者として積極的に参加させることなどにより評価者確保の対象について裾野の拡大を図る

よう努める。この場合、大学等、研究開発法人等の研究開発機関が、研究者の任用において、研

究開発評価に評価者として参加したことを履歴の一つとして認定するなど、評価者となることのイ
ンセンティブを高めることにより優れた人材の参加を確保する取組が重要である。

6評 価の国際的な水準の向上

経済社会のグローバル化が進展する中で、国費を用いて実施される研究開発においては、我
が国における科学の国際的な水準の向上、産業等の国際競争力の強化、地球規模の課題解決
のための国際協力の推進など、国際的視点からの取組が重要となっている。このような研究開発
の国際化への対応に伴い、評価者として海外の専門家を参加させる、評価項 目に国際的なベン

チマーク等を積極的に取り入れるなど研究開発評価に関しても、実施体制や実施方法などの全

般にわたり、評価が国際的にも高い水準で実施されるよう取り組んでいく必要がある。

(注3)第4期科学技術基本計画においては、研究開発の政策体系は、政策―施策―プログラ
ム・制度―研究開発課題の四階層とされている。
・「施策」とは、特定の行政課題に対応するための基本的な方針に基づく、具体的な方

針の実現を目的とする行政活動のまとまりをいう。
・「プログラム」とは、より上位の施策の目標達成に向けて、研究開発課題を含む各手段

を組み立てた計画や手順に基づく取組である。
・競争的資金制度等の研究資金制度は、本指針において、研究開発プログラムと同様
に捉えて評価の枠組みを適用するものであるため、「研究開発プログラム」に含まれるも
のと整理する。
・「研究開発課題」とは、具体的に研究開発を行う個別の実施単位であり、府省等が定め

た明確な目的や 目標に沿って実施されるもの、競争的資金制度等に提案された複数
の候補の中から優れたものが採択され実施されるもの等である。なお、比較的規模の

大きい研究開発課題や複数の研究開発課題からなるもの等については、「プロジェク

ト」と称される場合もある。
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第2章 対 象別評価の実施

評価を実施する主体は、評価の実施に当たり、評価対象を明確かつ具体的に設定し、また、そ
の評価対象ごとに、当該評価を研究開発活動の中でどのように戦略的に位置付け、誰がどのよう
に活用するかをあらかじめ明確にする。その上で、評価 目的を明確かつ具体的に設定し、その内
容を被評価者に事前に周知して評価を実施する。

研究開発施策の評価については、政策との整合性を確認しつつ、研究開発施策の構成要素
(研究開発プログラム、研究開発課題等)の進捗状況や政策評価法において示されている政策評
価の観点も踏まえ、あらかじめ評価目的及び評価方法(評価手法、評価の観′点、評価項目・評価
基準、評価過程等)を明確かつ具体的に設定し評価を実施する。その際、研究開発プログラム又
は研究開発課題における評価結果を活用しつつ、必要に応じて、研究開発プログラムの評価に
準じて実施する。

研究開発プログラム、研究開発課題、研究者等の業績及び研究開発機関等の評価実施の原
則は次のとおりとする。

I研 究開発プログラムの評価

研究開発プログラムの評価については、研究開発の目的・目標、政策上の位置付けを明らか

にした上で、研究開発プログラムを推進する主体である府省又は研究開発法人等を対象として

実施する。

1 研 究開発プログラムの意義等

(1)研究開発プログラムの意義

現状,研 究開発は、研究開発課題の単位で行われることが一般的であるが、研究開発施策の

目標に対する各研究開発課題の位置付け、関連付けが不明確であるため、結果として各研究開
発課題の総体としての効果が十分に発揮されているとは言えない状況にある。また、競争的資金
制度等の研究資金制度については、制度として終期が設定されていないものや目的は示されて
いるが制度全体の目標が示されていないものも多い。

政策課題を解決し、イノベーションを生み出していくためには、研究開発課題や競争的資金制
度等の研究資金制度をプログラム化し、研究開発プログラムの評価を実施することを通じて、次の

研究開発につなげていくことが重要であり、研究開発課題よりも上位の階層である研究開発プログ
ラムの階層における評価を導入・拡大する必要がある。

また、科学技術イノベーション政策を一体的に推進していくためには、「アウトプット」としての成
果と「アウトカムJとしての成果があることを認識し、それぞれをEXI分した上で、特にアウトカム指標
による目標について、検証可能な範囲で設定することが望ましい。(注4)

(2)研究開発プログラムの設定の基本的な考え方

研究開発プログラムとして備えるべき構成要素及び基本的な枠組みは以下のとおりである。
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① 研究開発プログラムにより解決すべき政策課題及び時間軸を明確にした検証可能な目

標を設定するとともに、上位の階層である施策における位置付けが明確であること。

② 目標の実現に必要な研究開発課題及び必要に応じ研究開発以外の手段のまとまりによ
って構成され、日標達成に向けた工程表 (手段及びプロセス)が明示されること。          |

③ 研究開発プログラムの推進主体と、個々の研究開発課題の実施又は推進主体との役害1

分担及び責任の所在が明確であること。

④ 研究開発プログラムを構成する各研究開発課題に共通して、研究開発プログラムの定め

る目標を達成するために必要なマネジメントと評価が行われること。                |

⑤ 研究開発プログラムの見直しに係る手順が明確であること。

(3)研究開発プログラムの設定の推進
|

上記の基本的な考えに基づき、府省又は研究開発法人等は、それぞれの組織の機能及び課

題達成のための目標等に合わせて、研究開発プログラムの設定に可及的速やかに取り組む。

なお、研究開発プログラムの設定においては、以下の類型が考えられる。

(ア)研究開発課題の有機的な関連付けによるプログラム化

施策の企画立案段階において、あらかじめ研究開発プログラムを設定し、その下で必要な

研究開発課題等を配置し実行するもの(関連する複数の研究開発課題を有機的に関連付け
て設定するものを含む)。                                    |

(イ)競争的資金制度等の研究資金制度のプログラム化

上位の施策目標との関連性を明確にし、当該研究資金制度の目的に応じた検証可能な目

標を設定し、研究開発プログラムとして実施するもの。

また、研究開発プログラムにおいては、その特性に応じて、特にプログラムディレクター(PD)の

当該研究開発プログラム期間中の専任化も含め、研究開発プログラムの推進主体等におけるマネ
ジメント体制を強化する。(注5)

2評 価の実施主体

研究開発プログラムの評価は、その研究開発プログラムを推進する主体である府省又は研究開

発法人等が実施する。

研究開発プログラムにおいては、研究開発プログラムを推進する主体である府省又は研究開発
法人等における事業推進部門が被評価者となるため、評価部門の運営の独立性の確保に配慮

するなど、よリー層、評価の信頼性及び客観性を確保する。

3被 評価者

研究開発プログラムの被評価者とは、研究開発プログラムを推進する主体である府省又は研究

開発法人等における事業推進部門を指す。
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被評価者は、自らが推進する研究開発プログラムの進捗状況を的確に把握し、その改善に向
け、人員や予算等の資源配分を適切に見直すことを通じて、研究開発プログラムの成果を最大化
するよう努める。

4評 価者の選任

評価は、外部の専F9家等を評価者とする外部評価により実施する。

評価を実施する主体は、評価の客観性を十分に保つため、年齢、所属機関、性別等にとらわれ
ず、評価対象ごとに十分な評価能力を有する専門家等を評価者として選任する。特に、研究開発
プログラムの評価に当たっては社会・経済上のニーズを適切に評価に反映させるため、産業界や
人文・社会科学の分野などの幅広い分野の専門家を積極的に選任する。

また、公平性を確保するため、利害関係者が加わらないようにするとともに、評価者名を公表す
る。さらに、開始前の評価から追跡評価までの一連の評価における評価者として新たな評価者を
加えつつ一部共通の評価者を残す等によって、評価体制の柔軟性と評価の一貫性を確保する。

5評 価の実施時期

評価を実施する主体は、研究開発プログラムの開始前に、上位施策や他の施策との関連に基
づき、定量的な目標・機能等、達成すべき政策課題を明確にした上で、国の施策や機関等の設
置目的に照らした実施の必要性、日標・計画・実施体市1・執行管理・費用対効果等の妥当性、研
究開発課題の構成の妥当性等を把握し、予算等の資源配分の意思決定等を行うための評価 (事
前評価)を実施する。

また、研究開発プログラムの終了時に、日標の達成状況や成果、日標設定や工程表の妥当性
等を把握し、その後の研究開発プログラムの展開への活用等を行うための評価 (終了時の評価)
を実施する。終了時の評価は、その成果等を次の研究開発プログラムにつなげていくために必要
な場合には、研究開発プログラム終了前に実施し、その結果を次の研究開発プログラム等の企画
立案等に活用する。

このほか、研究開発プログラムに実施期間の定めがない場合には、5年毎を目安に、情勢の変
化や目標の達成状況等を把握し、その中断や中止を含めた計画変更の要否の確認等を行うため
の中間評価を実施する。中間評価においては、日標の達成に向けた推進体制及び方法の妥当
性、進捗状況を踏まえた工程表の見直しの必要性について検証する。

さらに、研究開発プログラムが終了した後に、一定の時間を経過してから、その波及効果や冨1
次的効果の把握、過去の評価の妥当性の検証等について、アウトカム指標等を用いた追跡評価
を実施する。追跡評価については、国費投入額が大きい、重点的に推進する分野などの主要な

研究開発プログラムから対象を選定して実施するとともに、その対象を拡大していくことが望まれる。
また、追跡評価の結果は、その後の研究開発プログラムの形成や評価の改善等に効果的に活用
する。

これらの時系列的な評価においては、それらを有機的に連携して行うことによって、評価に連続
性と一貫性をもたせる。また、政策評価との整合を図り、効率白|な評価を実施する。



6.評 価方法

評価を実施する主体は、評価における信頼性、継続性を確保し、実効性のある評価を実施する

ために、あらかじめ評価目的及び評価方法(評価手法、評価の観点、評価項目・評価基準、評価

過程等)を明確かつ具体的に設定する。この場合、評価の目的、評価の対象、評価時期や研究開

発の性格などに応じて適切な評価項目、評価基準、評価手法の設定を行う等、評価の柔軟性を

確保する。

また、科学技術の急速な進展や、社会や経済の大きな情勢変化に応じて、評価項目や評価基

準等を適宜見直す。

(1)評価手法

評価の手法は、その対象や時期、評価の目的や入手可能な情報の状況等に応じて、適切な調
査・分析及び評価の手法を選択する。その際、評価の客観性を確保する観点から、アウトプット指

標やアウトカム指標による評価手法を用いるよう努める。

研究開発プログラムの成果に係る評価については、総体としての目標の達成度合いを成否判
定の基本とする。また、併せて、調査・分析を充実させ、実施したプロセスの妥当性や副次的成果、
さらに、理解増進や研究基盤の向上など、次につながる成果を幅広い視野から捉える。この場合、
成否の要因を明らかにし、個別課題の研究開発成果等に対して繰り返して重複した評価が実施さ

れないよう、個々の個別課題等の評価結果を活用するなどして効率的に評価する。

(2)評価の観点及び評価項目・評価基準

評価は、政策評価法において示されている政策評価の観点も踏まえ、必要性、効率性、有効性
の観点から、また、対象となる研究開発の国際的な水準の向上の観点から行う。特に施策目標と
の整合性を重視して行う。また、それに必要な評価項目及び評価基準を設定して行う。

特に、複数の個別研究開発課題等から構成される研究開発プログラムについては、それぞれの

個別の研究開発課題等の目標が達成されることにより当該研究開発プログラムの目標が達成され
るなどの関連付けが明確になつているか、さらに、関連施策との連携を保ちながら効果的・効率的

に推進されているか、などを重視する。

(3)自己′点検の活用

評価は、府省などの被評価者等が、自らの研究開発プログラムの実施計画において具体的か
つ明確な目標とその達成状況の判定指標等を明示し、研究開発プログラムの開始後には日標の

達成状況、今後の発展見込み等の自己点検を行い、評価者はその内容の確認等を行うことにより

評価を実施する。

7評 価結果の取扱い

(1)評価結果の活用

評価が有効に機能するためには、あらかじめ明確に設定された評価目的及び評価の活用方法

に沿つて評価結果が確実に活用される必要がある。

1 1 ‐



研究開発プログラムを推進する主体は、その評価結果について、研究開発プログラムの構成・

運営の見直し、研究開発プログラムを構成する研究開発課題の新設又は中止など、研究開発プ
ログラムの改善又は中止に反映していくとともに、国民に対する説明責任を果たすため、これらの

活用状況をモニタリングし、公表する。さらに、研究開発に関係する施策等の企画立案やその効
果的・効率的な推進に活用する。

(2)評価情報の国民への積極的な発信

研究開発への国費の投入等に関する国民に対する説明責任を果たすとともに、研究開発評価
の公正さと透明性を確保し、また研究開発の成果や評価結果が社会や産業において広く活用さ
れるよう、評価を実施する主体はその実施した評価の結果を国民に積極的に公表する。この場合、
lEl人情報の秘密保持、知的財産の保全、国家安全保障等に配慮しつつ、評価の結論だけではな
く、研究開発の目標、実施内容、得られた成果、自己点検の内容、さらに、評価結果に基づく新た
な研究開発の展開や政策への反映なども含めてわかりやすくまとめて公表する。

(注4)

・「アウトプット指標」とは、成果の現象的又は形式的側面であり、主として定量的に評価できる、
活動した結果の水準を測る指標である。

・「アウトカム指標」とは、成果の本質的又は内容的側面であり、活動の意図した結果として、定
量的又は定性的に評価できる、日標の達成度を測る指標である。

(注5)

。「プログラムディレクター」とは、研究開発プログラムについて統括する権限を持つ責任者をい

う。なお、研究開発プログラムを構成する個々の研究開発課題の選定、評価等の実務を行う
責任者をプログラムォフィサーという。
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Ⅱ 研 究開発課題の評価

研究開発課題の評価は、その研究開発の性格(基礎、応用、開発、試験調査等)や分野、その

目的、政策上の位置付け、規模等に応じて、評価の目的や評価結果の活用の仕方、評価の項
目・基準等を的確に設定し、また、必要となる評価実施体制等を整備して、評価を実施する。

1 評 価の実施主体

研究開発課題の評価は、課題を設定しそれを実施する府省等、競争的資金制度等を運営する
府省又は研究開発法人等などが実施する。

2評 価者の選任

評価は、外部の専門家等を評価者とする外部評価により実施する。

評価を実施する主体は、評価の客観性を十分に保つため、年齢、所属機関、性別等にとらわれ
ず評価対象ごとに十分な評価能力を有する専門家等を評価者として選任する。特に、研究開発
成果をイノベーションを通じて国民・社会に迅速に還元していく観点から、産業界の専門家等を積
極的に選任する。

また、公平性を確保するため、利害関係者が加わらないようにするとともに、評価者名を公表す
る。さらに、時系夕1的な一連の評価における評価者として新たな評価者を加えっっ一部共通の評
価者を残す等によつて、評価体制の柔軟性と評価の一貫性を確保する。

評価に当たつては、研究者間に新たな利害関係を生じさせないよう、評価者に対して評価内容
等の守秘の徹底を図る。

3評 価の実施時期

評価は、その研究開発課題の開始前に、実施の必要性、日標や計画の妥当性等を把握し、予

算等の資源配分の意思決定等を行うために実施する。また、その研究開発課題の終了時に、日
標の達成状況や成果の内容等を把握し、その後の課題発展への活用等を行うために実施する。

終了時の評価は、その後の発展が見込まれる優れた研究開発成果を切れ日なく次につなげて
いくために、研究開発課題が終了する前の適切な時期に実施する。この場合、当該評価結果を
次の段階の研究開発課題の開始前の評価に活用する、あるいは実施期間が短い競争的資金に
おいては、次の段階の研究開発課題の開ナ台前の評価時に、これまでに実施した研究開発課題の

実績に係る終了時の評価を併せて実施するなどの効率的な実施に努める。

このほか、研究開発課題の実施期間が長期にわたる場合には、3年程度毎を目安に、情勢の

変化や進捗状況等を把握し、その中断・中止を含めた計画変更の要否の確認等を行うために中
間評価を実施する。ただし、実施期間が5年程度で終了前に終了時の評価が予定される研究開
発課題については、計画等の重要な変更の必要が無い場合には、毎年度の実績報告などにより
適切に進行管理を行い、中間評価の実施は必ずしも要しない。

さらに、終了後、一定の時間を経過してから、追跡評価を実施する。追跡評価においては、その



波及効果や副次的効果等の把握、過去の評価の妥当性の検証等を行い、その結果を次の研究

開発課題の検討や評価の改善等に活用する。追跡評価については、国費投入額が大きい、重点

的に推進する分野などの主要な研究開発課題から対象を選定して実施する。

また、研究開発プログラムの評価の基礎的なデータとするために追跡調査を実施する。その際、

研究開発実施主体に過度の負担を与えないように配慮し、効果的な実施方法を用いるとともに、

研究開発プログラムの終了前までに、追跡調査において収集するデータの有効性や必要性等に
ついて十分に検討しておく等の工夫を行うことが望まれる。

これらの時系列的な評価は、研究開発課題の開始前にあらかじめそれぞれの実施時期、評価
の目的、方法、前の評価結果の活用方策等を決定し、それらを有機的に連携して行うことによつて、

評価に連続性と一貫性をもたせる。

4評 価方法

評価を実施する主体は、評価における公正さ、信頼性、継続性を確保し、実効性のある評価が

実施されるよう、あらかじめ評価目的及び評価方法(評価手法、評価の観点、評価項目・評価基準、

評価過程等)を明確かつ具体的に設定し、被評価者に対し周知する。この場合、評価の目的、評

価の対象、評価時期や研究開発の性格、研究開発プログラムの目的などに応じて適切な評価項
目、評価基準、評価手法の設定を行う等、評価の柔軟性を確保する。また、科学技術の急速な進

展や、社会や経済の大きな情勢変化に応じて、評価項目や評価基準等を適宜見直す。

(1)評価手法

評価の手法は、その対象や時期、評価の目的や入手可能な情報の状況等に応じて、適切な調
査・分析及び評価の手法を選択する。

特に、成果に係る評価においては、研究開発には最終的に優れた成果を生み出していくことが

求められるため、成果の水準を示す質を重視した評価を実施する。

その際、評価の客観性を確保する観点から、アウトプット指標やアウトカム指標による評価手法
を用いるよう努めることとするが、基礎研究等においては定量的な評価手法の画一的な適用が挑
戦的な研究開発への取組を阻害する場合もあることから、定量的な評価手法に過度に依存せず、
国際的なベンチマークの導入や、当該学術分野の専門家による学術進展へのインパクト、新たな

発展の可能性などの見識を活用するなど定性的な評価手法を併用することが重要である。

また、成果に係る評価において、日標の達成度合いを評価の判定基準とすることが原則である
が、併せて、実施したプロセスの妥当性や副次的成果 さヽらに、理解増進や研究基盤の向上など、

次につながる成果を幅広い視野から捉える。その際、成否の要因を明らかにし、次の研究開発の

改善等につなげる。

(2)評価の観点及び評価項目・評価基準

評価は、政策評価法において示されている政策評価の観点も踏まえて、必要性、効率性、有効
性の観′点から、また、対象となる研究開発の国際的な水準の向上の観点から実施する。また、これ
らの観点の下、研究開発の特性や評価の目的等に応じて、適切な評価項目及び評価基準を設定
して実施する。
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また、研究開発プログラムを構成する各研究開発課題の評価においては、合理的と考えられる

場合には、研究開発課題の評価を省略又は簡略化することができる。

5評 価結果の取扱い

(1)評価結果の活用

評価が有効に機能するためには、あらかじめ明確に設定された評価 目的及び評価の活用方法に沿つて評価結果が確実に活用される必要がま
を実施した主体及び研究開発を実施した主体カ
配分への反映、研究開発の質の向上のためのI
プログラム、施策、政策等の企画立案やその効塀

連蔚理型鷲ぶ[8判『装仄ξ爵鰈 贔霜電i蛛 甥籠錯
るため、内閣府が中心となって関係省庁間の連携の仕組みを整備する。

(2)評価情報の国民への積極的な発信

Я謡亦灘鑑電量療電理ソ凡緊贄能琶桑
や鼻謳鷺黒ξ棄還ξ尋菫羹世ユiマ猥観管

敵 脚 の秘密保私 知 勺財産の保全 国家安里楳健量亀黒趙[ξ 婿l鵞 涙 酪

ヽ

く、研究開発の目標、実施内容、得られた成果、自己点検の内容、さらに、評価結果による新たな
研究開発の展開や政策への反映なども含めてわかりやすくまとめて公表するよう努める。

(3)評価結果の被評価者への開示等

評価を実施した主体は、評価実施後、応募者等の被評価者からの求めに応じて評価結果を開
示する。

rる
力q愈誤|ズ臨 品t是』じく脇夫:11:ぎ1

また、被評価者が評価結果について納得し難い場合に、評価を実施した主体に対し、十分な
根拠をもって異議を申し立てることができる途を開いておくことが望ましい。
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(参考)研究開発課題の主要な類型の評価の実施方法

研究開発課題の評価の実施に関する原則は、第2章のⅡの各項目に示したとおりであるが、具

体的な実施に際しての参考となるよう、研究開発課題の主要な類型について、評価項目、評価基

準等に関する実施例を示す。

なお、評価項目については、

①「必要性」の観点からは、科学的・技術的意義、社会的・経済的意義、国費を用いた研究開

発としての妥当性等

②「効率性」の観′点からは、計画・実施体制の妥当性、費用構造や費用対効果の妥当性、研

究開発の手段やアプローチの妥当性等

③「有効性」の観,点からは(見込まれる)成果に着日した目的・目標の設定とその達成度合い、

(見込まれる)直接の成果の内容、(見込まれる)効果や波及効果の内容等

等が挙げられる。

また、開始前及び終了時の評価のほか、研究開発期間が特に長期にわたる等の場合には、
進捗状況や情勢変化等を踏まえて中断・中止を含めた計画変更等の要否の確認等を行うため

に、一定期間ごとや研究開発の段階ごとに、評価を実施する。

(1)基礎研究の評価

① 開始前の評価においては、課題の目的・目標の設定とそれを達成するのに必要な手法

等における発想の独創性と新たな知の創造への寄与の可能性を、研究計画の内容と被

評価者の過去の実績等の両面から判断する。

その際、より課題にふさわしい評価項 目や評価基準、その自己点検結果をあらかじめ

被評価者から提示させ、それらを参照して評価を行う。

② 終了時の評価においては、新たな知の創造への寄与に主眼を置き、被評価者の自己点

検結果を踏まえ、成果の国際的な水準から見た科学的価値を重視した評価を行う。

この場合、計画で示された方向性と異なっている場合であっても、科学的に卓越した成

果が得られた場合には、自己′点検を活用するなどして成果として認知する。

さらに、学際及び産業上の視点から当該研究開発の今後の発展性を十分見極め、継

続的な支援、あるいは、方向性の見直し等、次につなげる視′点を重視した評価を行う。

(2)応用研究及び開発研究の評価

開始前の評価においては、政策 目標の達成に係る有効性、国際的なベンチマークに基
づき、一定期間後に達成を目指す定量的目標の設定とその水準の適切性を判断する。

また、そこに達成するための手法、体制等の妥当性、目的及び目標の達成可能性並

びに目標が達成された場合の実用化等の展望を見極める。

終了時の評価においては、今後の方向付けの検討に資することに主眼を置き、一義的に

は目的及び定量的目標の達成度合いを基準とするが、達成の成否及びその要因を分析

①

②



し、その後の研究開発の発展性を見込む視点を重視した評価を行う。

(3)国家的プロジェクトの評価

国家的プロジェクトの評価は、「I研 究開発プログラムの評価」に準ずるものとする。

※ 研 究開発プログラムにおいては、研究開発のフェーズによって、科学技術的な価値を目指す

もの(基礎研究)と社会的・経済的価値の実現への貢献を目指すもの(応用研究、開発研究)に

大きく類型化できるが、研究開発プログラムの設定の基本的考え方において、両者を区別して

扱う必要はない。
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Ⅲ 研究者等の業績 の評価

科学技術システム改革の一環として、研究者の処遇に関して、能力や業績の公正な評価の上、

優れた努力に積極的に報いることなどによる公正で透明性の高い人事システムの確立が必要で

ある。また、特に若手研究者については、将来的な可能性についても積極的に評価することが重

要である。

このため、研究開発法人や大学などの研究開発機関においては、研究者の業績の評価はその

所属する機関の長が当該機関の設置目的等に照らして適切かつ効率的な評価のためのルール

を整備して、責任を持って実施する。研究者等の業績の評価結果については、インセンティブとな

るよう個人の処遇や研究費の配分等に反映させる。

その際、研究開発の実績に加え、研究開発の企画・管理や評価活動、国際標準化への寄与等
の関連する活動にも着目して評価を行う。大学等の場合は、研究と教育の両面の機能を有するこ

とに留意する。また、研究者が自ら点検を行い、それを活用して実施するとともに、研究者が挑戦
した課題の困難性等も考慮に入れるなど、研究者を萎縮させず果敢なりし戦を促すなどの工夫が

必要である。このような研究者等の業績の評価に当たつては、当該研究者等が関連する競争的資

金制度における研究開発課題や国の実施する研究開発課題の評価の結果などを適切に活用し

て効率的に実施する。

さらに、研究開発を推進するためには、研究支援者の協力が不可欠である。研究支援者の専

門的な能力、研究開発の推進に対する貢献度等を適切に評価することが必要である。
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Ⅳ 研究開発機 関等の評価

1 評価の実施主体

研究開発機関等の評価は、その機関の長が、その設置目的や中期目標等に即して、機関運営
と研究開発の実施・推進の面から自ら評価を実施する。

2評 価者の選任

研究開発の実施・推進の面から実施する評価は、外部の専門家等を評価者とする外部評価に
より実施する。評価の客観性及び公正さをより高めるため、評価者名を公表する。

このほか、評価者の選任に関しては、Ⅱの2と同様に実施する。

3評 価の実施時期

研究開発の実施・推進の面から実施する評価は、中期 目標期間等を踏まえ、3年から6年程度
の期間を目安として、一定期間ごとに評価を実施する。

4評 価方法

(1)研究開発の実施・推進の面から実施する評価

一義的には、具体的かう明確に設定された日標の達成度合いを、研究開発機関等が実施・推
進した研究開発の総体についての評価を実施する。この場合、中期計画において個別課題等ご
とに政策上の目的や国際的なベンチマークなどに基づく具体的な目標を設定し、その達成状況
等について、競争的資金や国からの受託等の外部資金により実施した研究開発の評価結果など
を適切に活用し、I及 びⅡに準じた評価方法等により適正に自己′点検を行い、これを参照して評
価を実施する。

(2)機関運営面の評価

研究開発 目標の達成や研究開発環境の整備等のためにどのような運営を行ったかについて、
各研究開発機関等の設置 目的や中期目標等に即して適切に評価項目を選定し、効率性の観点
も重視しつつ評価を行う。

5評 価結果の取扱い

(1)評価結果の活用

評価結果は、機関運営のための予算、人材等の資源配分に反映させる。

また、こうした研究開発機関等の運営は、機関の長の裁量の下で行われるものであり、研究開
発機関等の評価結果を責任者たる機関の長の評価につなげる。
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(2)評価情報の国民への積極的な発信

研究開発への国費の投入等に関する国民に対する説明責任を果たすとともに、研究開発評価
の公正さと透明性を確保し、また研究開発の成果や評価結果が社会や産業において広く活用さ

れるよう、機関の長はその実施した評価の結果を国民に積極的に公表する。

この場合、lEl人情報の秘密保持、知的財産の保全、国家安全保障等に配慮しつつ、評価の結

論だけではなく、研究開発の目標、実施内容、得られた成果、自己点検の内容、さらに、評価結

果による新たな研究開発の展開や政策への反映なども含めてわかりやすくまとめて公表する。

6研 究開発機関等の性格に応じた評価の実施

このほか、研究開発機関等の性格に応じて次のとおり実施する。

(1)大学等の評価

大学等は、学校教育法(昭和22年法律第26号)等に規定する自己点検・評価を厳正に実施す

るとともに、認証評価機関による評価結果の活用に努める。その際、自主性の尊重、教育と研究の
一体的な推進等その特性に留意する。また、日立大学法人及び大学共同利用機関法人は、「国
立大学法人法」に基づく中期目標期間の実績(中期目標の達成状況等)を国立大学法人評価委

員会で評価(教育研究の状況については、大学評価・学位授与機構において評価を実施し、その

結果を尊重)し、文部科学省は、評価結果を、運営費交付金の適切な配分等に反映する。

(2)研究開発法人等の評価

研究開発法人等は、「独立行政法人通則法」に基づく中期目標期間の実績(中期日標の達成

状況等)等について自らが厳正に評価を実施する。また、独立行政法人評価委員会はその研究
開発法人等が自ら実施した評価の結果を十分に活用して評価を実施し、各府省は、独立行政法

人評価委員会の評価結果を運営費交付金の適切な配分等に反映させるとともに、研究開発法人

等は自らの評価結果と独立行政法人評価委員会の評価結果を機関の運営に反映させるよう努め

る。

この場合、独立行政法人評価委員会が研究開発の実施推進の面から実施する評価に際して
は、研究開発法人等自らが実施した評価が本指針に則つて適正に行われているか、その評価結
果を業務運営等に的確に反映しているか等を重視して行う。

(3)その他国費の支出を受けて研究開発を実施する機関の評価

国費の支出を受けて研究開発(委託及び共同研究等)を実施する民間機関、公設試験研究機
関等については、その研究開発課題等の評価を実施する主体は、課題評価の際等に、これら機
関における当該課題の研究開発体制に関わる運営面に関し、国費の効果的・効率的執行を確保

する観点から、必要な範囲で評価を行う。
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